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国自整第 124 号の 2 

令和 5 年 9 月 27 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

    国土交通省自動車局整備課長      

 

 

「自動車特定整備事業者等における事業場間の業務支援について」の一部改正に

ついて 

 

 

 標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務

局運輸部長に対し通知しましたので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周知徹

底方お願い致します。 
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国 自 安 第 ７ ５ 号 の ２ 

国 自 貨 第 ８ ３ 号 の ２ 

国自整第１２２号の２ 

令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ９ 日 

 

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

国土交通省自動車局 

安全政策課長 

貨 物 課 長 

整 備 課 長 

（公印省略） 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止に係る令和５年度緊急対策の実施について 

 

 

 大型車の車輪脱落事故防止につきましては、平成３０年度より事故防止のための緊急対

策を策定し積極的に取り組んできたところですが、令和４年度の事故発生件数は１４０件

（前年度比１７件増）と依然として多くの車輪脱落事故が発生していることを踏まえ、平

成２９年度に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会」において、大型車

の車輪脱落事故防止「令和５年度緊急対策」を取りまとめ、別添１のとおり取り組むこと

としましたので、傘下会員に対し周知されるとともに、車輪脱落事故防止対策の積極的な

取り組みをお願いします。 

 なお、各地方運輸局等あてに別紙により通知していることを申し添えます。 
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国 自 安 第 ７ ５ 号 

国 自 貨 第 ８ ３ 号 

国 自 整 第 １ ２ ２ 号 

令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ９ 日 

 

各 地 方 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長 殿 

関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 殿 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿 

 

自動車局安全政策課長 

貨 物 課 長 

整 備 課 長 

（公印省略） 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止に係る令和５年度緊急対策の実施について 

 

 

 大型車の車輪脱落事故防止については、平成３０年度より事故防止のための緊急対策を

策定し積極的に取り組んできたところであるが、令和４年度の事故発生件数は１４０件（前

年度比１７件増）と依然として多くの車輪脱落事故が発生していることを踏まえ、平成２

９年度に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会」において、大型車の車

輪脱落事故防止「令和５年度緊急対策」を取りまとめ、別添１のとおり取り組むこととし

たので、関係団体と連携して積極的に取り組まれたい。 

 なお、自動車関係団体あてに別紙により通知していることを申し添える。 

別紙 
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別 添 １ 

令和５年９月２９日 

大型車の車輪脱落事故 

防止対策に係る連絡会 

 

大型車の車輪脱落事故防止「令和５年度緊急対策」 

 

１．冬用タイヤ交換の平準化の推進 

令和４年２月に設置された「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」

において、大型車の車輪脱落事故事例について調査、分析を行い、同１２月に中間とりま

とめが行われたところ。調査結果から、事故車両の多くにタイヤ脱着作業時のワッシャ

付きホイール・ナットの点検、清掃や各部位への潤滑剤の塗布、さらにはホイール・ナッ

トが円滑に回るかの確認が不十分である等、適切なタイヤ脱着作業やタイヤ脱着作業後

の増し締めが実施されていない等の問題点が確認された。 

こうした状況を踏まえ、大型車の使用者に対して、適切なタイヤ脱着作業や保守管理

の重要性について周知・啓発を図ることとする。なお、例年車輪脱落事故は冬用タイヤへ

の交換から１～２ヶ月後が大半を占めており、積雪予報が発せられた直後に交換作業が

集中したことにより、不適切な脱着作業が行われていたこともあることから、通常の降

雪時期を待たず早期に冬用タイヤに交換するなど、余裕を持って正しい脱着作業を行え

るべく、冬用タイヤ交換作業の平準化を推進する。 

 

２．国土交通省実施事項 

（１）事故防止対策を推進するための広報・啓発活動 

 本省、各地方運輸局等（各地方運輸局及び沖縄総合事務局）及び各運輸支局等

（神戸運輸監理部兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同じ。）

は、大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会（以下「連絡会」という。）構成

団体と協力し、本省や連絡会で制作したポスター、チラシ、適切なタイヤ脱着・

保守管理作業手順や事故防止啓発動画を用いて、大型車の使用者に対しての広報

活動を実施する。 

（２）事故防止対策の徹底を図るための周知・指導 

①  各地方運輸局等及び各運輸支局等は、整備管理者研修等において、大型車の車

輪脱落事故の発生状況を紹介し、「自動車の点検及び整備に関する手引き」等を

活用した適切なタイヤ脱着作業及び、タイヤ脱着後の保守管理を実施するよう、

周知・指導を図る。 

②  各地方運輸局等及び各運輸支局等は、街頭検査や高速道路等のサービスエリ

アやパーキングエリア、トラックターミナル等を活用した大型車のホイール・ナ

ットの緩みの点検等を通じて、大型車の使用者に対して適切なタイヤ脱着作業

- 7 -



2 
 

及び、タイヤ脱着後の保守管理の実施を呼びかける。なお、実施に当たっては積

極的に地方報道機関へ取材要請を働きかける。 

③  各地方運輸局等及び各運輸支局等は、運送事業者に対して、４．（１）及び（２）

の取組状況を別添２－１または２－２により確認し、同事故防止対策の取組が

不十分なときは、積極的な取組を実施するよう指導する。 

④  本省等は連絡会構成団体の協力を得て、ホイール・ナットの緩みの総点検を

実施するよう各運送事業者へ要請する（年末年始の安全総点検関係）。 

（３）地方独自の実施事項 

各地方運輸局等及び各運輸支局等は、上記（１）及び（２）の取組の他、地

域の実情を踏まえた独自の取組期間や対策を追加して実施することも可能と

する。なお、追加実施事項について連絡会構成団体の地方組織の協力が必要な

場合は、その旨依頼する。 

 

３．連絡会構成団体共通実施事項 

（１）事故防止対策を推進するための広報・啓発活動 

連絡会構成団体は、傘下会員に対して、本省や連絡会で制作したポスター、チ

ラシ、事故防止啓発映像等を用いて、適切なタイヤ脱着作業及び保守管理を実施

するように周知・啓発する。また、傘下会員は連絡会構成団体から実施事項の協

力依頼があったときは、その取組の実施に協力する。 

（２）事故防止対策の徹底を図るための調査・指導 

連絡会構成団体の地方組織は、各運輸支局等から街頭検査の機会を活用した

取組について協力要請があった場合は、これに協力する。 

（３）地方独自の実施事項 

連絡会構成団体の地方組織は、各地方運輸局等又は各運輸支局等から地方独

自の実施事項の協力依頼があったときは、その取組の実施に協力する。 

 

４．連絡会構成団体別実施事項 

 全日本トラック協会、日本バス協会 

（１）傘下会員に対して、冬用タイヤ交換の平準化を推進するとともに、これまで取 

り組んできた以下の実施事項について、引き続き取り組むよう周知・徹底を図る。 

① 整備管理者は、適切なタイヤ脱着作業の実施を確保するため、次の事項を徹

底すること。 

 タイヤ脱着作業日程及び作業時間に余裕を持った、計画的なタイヤ脱着作

業を実施する。特に降雪地を運行する車両がある場合は、１．を踏まえ、

積雪予報が発せられた際に急な作業とならないよう十分配慮する。 

 自社でタイヤ脱着作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施させる。 
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② 運送事業者は、車輪脱落事故防止のための「お・と・さ・な・い」のポイント
（※）について、社内の整備管理者、運転者及びタイヤ脱着作業者に確実に実施さ

せること。 

特に車輪脱落事故の多い左側後輪や積雪地域、舗装されていない道路を走行す

る大型車については、重点的な点検・整備の実施を心がけること。 

③ 整備管理者は、著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・

ホイールでは適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃や

潤滑剤の塗布を行ってもさびが著しいディスク・ホイールやひっかかり等の異状

がありスムーズに回らないホイール・ボルト及びホイール・ナットは、使用せず

交換すること。 

特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から４年以上経過している車両

は入念に確認すること。 

④ 整備管理者は、増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を、運 

転者やタイヤ脱着作業者に指導すること。なお、整備管理者は、車載工具で増し

締めを行った場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め

付けること。 

（２）依然として、自社でタイヤ脱着作業を行った貨物自動車による車輪脱落事故が 

多く発生していることに鑑み、貨物自動車運送事業者に対しては、以下の実施事 

項を追加して取り組むよう周知・徹底する。 

① 整備管理者は、自社で大型車のタイヤ脱着作業を行うときは、作業者に対し 

て、別紙１のタイヤ脱着作業管理表に沿って作業を実施、その結果を記録させて、

適切なタイヤ脱着作業が行われていることを確認すること。 

② 整備管理者は、別紙１のタイヤ脱着作業管理表を使用して、タイヤ脱着作業 

後の増し締めの実施結果を記録し、確実に増し締めが実施されていることを確認

すること。 

③ 整備管理者は、日常点検実施者に別紙２の日常点検表を使用して、「ホイール・

ナットの緩み及び脱落」、「ホイール・ボルト付近のさび汁痕跡」、「ホイール・ナ

ットから突出しているホイール・ボルトの不揃いの確認」及び「ホイール・ボル

トの折損等の異状」の点検を確実に行わせること。 

なお、ホイール・ナットの緩みの点検については、点検ハンマによる確認手法

のほか、ホイール・ナットへマーキング（注１）を施す、又は、ホイール・ナット

回転指示インジケーターを装着し、それらのずれを確認する手法により、ホイ

ール・ナットの緩みの点検（注２）を確実に実施すること。 

（３）国土交通省から要請される「ホイール・ナットの緩みの総点検」の実施及び結 

果の報告について、傘下会員へ協力依頼する（年末年始の安全総点検関係）。 

（４）全日本トラック協会においては、上記（１）及び（２）に加え以下の事項につ 

いて実施する。 

① トルクレンチを有していない事業所への保有を働きかける。 
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② １．の取組に際し、日本自動車工業会から北海道・東北・北陸信越運輸局管内

の貴会傘下協会に提供される大型車ホイール用ナットについて、別途依頼してい

る令和 5 年 8 月 30 日付け事務連絡に基づき、実績等を本省自動車局整備課に送

付する。 

 

 全国自家用自動車協会 

大型車の使用者に対して、冬用タイヤ交換の平準化を推進するとともに、これまで

取り組んできた以下の実施事項について、引き続き取り組むよう広報・啓発を図る。 

①  タイヤ脱着作業日程及び作業時間に余裕を持った、計画的なタイヤ脱着作業

を実施すること。特に、降雪地を運行する車両がある場合は、１．を踏まえ、積

雪予報が発せられた際に急な交換とならないよう十分配慮すること。 

②  大型車のタイヤ脱着作業は、正しい知識を有した者に実施させること。 

③  著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイールで

は適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃や潤滑剤の

塗布を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひっかかり等の異状が

ありスムーズに回らないホイール・ボルト及びホイール・ナットは、使用せず

交換すること。 

特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から４年以上経過している車   

両は、入念に確認すること。 

④  増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を確認しておくこと。 

 なお、車載工具で行った際の締め付けトルクの確認は、必ず帰庫時にトルク

レンチを使用して規定のトルクで締め付けることにより行うこと。 

⑤  タイヤ脱着作業時の作業確認及びタイヤ脱着作業後の日常点検を、車輪脱落

事故防止のための「お・と・さ・な・い」のポイント（※）を心がけ実施すること。 

 

 日本自動車整備振興会連合会、全国タイヤ商工協同組合連合会、日本自動車タイヤ

協会、日本自動車車体整備協同組合連合会、日本自動車販売協会連合会、全国石油

商業組合連合会 

傘下会員に対して、これまで取り組んできた以下の注意事項等について、引き続

き取り組むよう広報・啓発する。 

なお、タイヤメーカーにあっては、自社販売の流通経路を活用してタイヤ専業店、

タイヤ販売業者へ周知する。 

①  インパクトレンチを用いてホイール・ナットを締め付ける際は、締め過ぎに注

意し、最後にトルクレンチを使用して必ず規定トルクで締め付けること。 

②  ホイール・ナットの規定トルクでの締め付け及びホイールに適合したボルト、

ナットを使用すること。 

特に、脱落の多い左側後輪や積雪地域、舗装されていない道路を走行する大

型車について、重点的に確認すること。 
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③  入庫する大型車の使用者に対して、車輪脱落事故防止のための「お・と・さ・

な・い」のポイント（※）について周知すること。 

特に、脱落の多い左側後輪や積雪地域、舗装されていない道路を走行する大

型車について、重点的な点検を実施するよう周知・啓発すること。 

④  著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイールでは、

適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃や潤滑剤の塗布

を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひっかかり等の異状がありス

ムーズに回らないホイール・ボルト及びホイール・ナットは、使用せず交換が必

要であることを大型車の使用者に理解してもらうよう努めること。 

⑤  タイヤ脱着作業依頼により入庫する大型車の使用者から、ホイール･ナットへ

のマーキングや、ホイール･ナット回転指示インジケーターの施工依頼があった

場合には、これに応じ適切に対応すること。 

⑥  タイヤ脱着作業者においても、大型車のタイヤ脱着作業の際は、別紙１のタイ

ヤ脱着作業管理表に沿った作業を行い、依頼者へ作業完了報告するよう努める

こと。 

また、タイヤ脱着作業後の増し締めの重要性を周知・啓発し、確実な増し締

めの実施を促すこと。 

 

 日本自動車工業会、日本自動車車体工業会、日本自動車輸入組合 

（１）傘下会員に対して、これまで取り組んできた以下の事項について、引き続き取り

組むよう広報・啓発する。 

①  大型車の使用者に対して、車輪脱落事故防止のための「お・と・さ・な・い」

のポイント（※）の確実な実施を周知すること。 

特に、脱落の多い左側後輪や積雪地域、舗装されていない道路を走行する大型

車について、重点的に確認するよう啓発すること。 

②  著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイールでは、

適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃や潤滑剤の塗布

を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひっかかり等の異状がありス

ムーズに回らないホイール・ボルト及びホイール・ナットは、使用せず交換が必

要であることを啓発すること。 

（２）日本自動車工業会においては、上記（１）に加え、以下の事項について実施する。 

① １．の取組にあたって、４．（４）の各トラック協会にホイール・ナットの無

償提供を行う。 

② ホイール･ナット回転指示インジケーターを配布する。 

 

 日本自動車機械工具協会、日本自動車機械器具工業会、自動車用品小売業協会 

傘下会員に対して、これまで取り組んできたタイヤ脱着作業に使用する器具等を

販売する際の正しい使用方法や、トルクレンチは定期的な校正が必要であることに
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ついて、引き続きタイヤ脱着作業器具等購入者への説明を徹底するよう、周知する

こと。 

 

５．大型車の車輪脱落事故防止キャンペーンの実施 

  この大型車の車輪脱落事故防止対策は、大型車の使用者が車輪脱落事故を防止する

ため、常日頃から継続的に取り組むものであるが、特に例年１０月以降の冬用タイヤ交

換時期において車輪脱落事故が多発している状況を鑑み、令和５年１０月から令和６

年２月末までの間を大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン実施期間として、全国的

に展開し大型車の車輪脱落事故防止対策の徹底を図る取組を実施する。 

 

注１ ホイール・ナットへのマーキング（合いマーク）は、目視によりホイール・ナットの緩みを確

認可能とする措置であるため、以下の点に留意して施工する。 

 マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、施工する必要がある。 

 マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。できれば、座金、ホイール面まで連続

して記入することが望ましい。 

 マーキングは、増し締め実施後に施工する。タイヤ脱着時にマーキングを施工したときは、

増し締め実施後に再度、マーキングを施工する。この場合、以前のマーキングを消して新た

に施工するか、以前のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するかのいずれかによる。 

 マーキングが確認しやすい色（白色、黄色等）を使用する。また、マーキングのずれが目視

で判別できるよう、適当な太さで施工する。 

 マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫外線等に対して耐久性のある

ものを使用する。（例：油性顔料インキ） 

   注２ ISO 方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点検を、ホイール・ナットへのマ

ーキング又はホイール･ナット回転指示インジケーターによる合いマークのずれの確認により行

っても差し支えない。ただし、ホイール・ボルトの折損の点検方法としては不適切であることに

留意する。 

 

※印は、以下の「お・と・さ・な・い」のポイント（別紙３啓発チラシの記載内容） 

１．お・・・おとさぬための点検整備 

 事前の正しい点検が大きな事故を未然に防ぐ唯一かつ最善な手段 

２．と・・・トルクレンチで適正締付 

 適正なトルクレンチによる規定トルクの締め付け、タイヤ交換後の増し締めの実施 

  ３．さ・・・さびたナットは清掃・交換 

 ディスク・ホイール取付面、ホイール・ナット当たり面、ハブの取付面、ホイール・

ボルト、ナットの錆やゴミ、追加塗装などを除去 

４．な・・・ナット・ワッシャ隙間に給脂 
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 ホイール・ボルト、ナットのねじ部と、ナットとワッシャのすき間にエンジンオイル

など指定の潤滑油を薄く塗布し、回転させてなじませる 

    ５．い・・・いちにち一度は緩みの点検 

 運行前に特に脱落が多い左後輪を中心にボルト、ナットを目視、直接触って点検 
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貨物自動車運送事業者の皆様へ 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止対策「令和５年度緊急対策」について 

 

大型車の車輪脱落事故が増加していますので、以下の事故防止対策について

積極的な取組をお願いいたします。 

 

１．事業主・会社代表者の方へ 

 

車輪脱落事故防止のための「お・と・さ・な・い」のポイント（※）について、

自社内の整備管理者、運転者及びタイヤ脱着作業者に周知徹底を図ってくだ

さい。 

※別紙３のチラシを参照 

２．整備管理者・補助者の方へ 

 

 作業時間に余裕を持った、計画的なタイヤ脱着作業を実施してください。

特に降雪地を運行する車両がある場合は、積雪予報が発せられた際に急

な交換とならないよう十分配慮してください。 

 自社内でタイヤ脱着作業を行う際は、正しい知識を有した者が実施して

ください。 

 著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイー

ルでは、適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清

掃や潤滑剤の塗布を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひ

っかかり等の異状がありスムーズに回らないホイール・ボルト及びホイ

ール・ナットは、使用せず交換してください。 

 車輪脱落事故の多い左側後輪について重点的に点検してください。 

 積雪地域や舗装されていない道路を走行する大型車について、入念に点

検してください。 

 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を運転者やタイ

ヤ脱着作業者に指導してください。なお、車載工具で増し締めを行った

場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付け

てください。また、トルクレンチは校正が必要ですので留意してくださ

い。 

 

  

別添２－１ 
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  依然として、自社でタイヤ脱着した大型車による車輪脱落事故が多発して

いることを踏まえた対策 

 自社内で大型車のタイヤ脱着作業を行うときは、作業者に別紙１の「タ

イヤ脱着作業管理表」に沿って作業を実施し、その結果を記録してく

ださい。 

 タイヤ脱着作業完了後、別紙１の「タイヤ脱着作業管理表」をもとに適

正なタイヤ脱着作業が行われていることを確認してください。 

 別紙１の「タイヤ脱着作業管理表」を使用し、増し締めの実施結果を記

録してください。 

 点検実施者に別紙２の「日常点検表」を使用し、「ディスク・ホイール

の取付状態」の点検を確実に行ってください。 

 増し締め実施後、点検ハンマによる確認手法、ホイール・ナットへマー

キング（注１）を施す、又は、インジケーターを装着し、それらのずれを

確認する手法により、ホイール・ナットの緩みの点検（注２）を確実に確

認してください。 

 

 

注１ ホイール・ナットへのマーキング（合いマーク）は、目視によりホイール・ナットの緩

みを確認可能とする措置であるため、以下の点に留意して施工する。 

 マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、施工する必要がある。 

 マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。できれば、座金、ホイール面まで

連続して記入することが望ましい。 

 マーキングは増し締め実施後に施工する。タイヤ脱着時にマーキングを施工したとき

は、増し締め実施後に再度、マーキングを施工する。この場合、以前のマーキングを

消して新たに施工するか、以前のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するか

のいずれかによる。 

 マーキングが確認しやすい色（白色、黄色等）を使用する。また、マーキングのずれが

目視で判別できるよう、適当な太さで施工する。 

 マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫外線等に対して耐久性

のあるものを使用する。（例：油性顔料インキ） 

   注２ ISO 方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点検を、ホイール・ナット

へのマーキング又はインジケーターによる合いマークのずれの確認により行っても差し支

えない。ただし、ホイール・ボルトの折損の点検方法としては不適切であることに留意す

る。 
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旅客自動車運送事業者の皆様へ 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止対策「令和５年度緊急対策」について 

 

大型車の車輪脱落事故が増加していますので、以下の事故防止対策について

積極的な取組をお願いいたします。 

 

１．事業主・会社代表者の方へ 

 

車輪脱落事故防止のための「お・と・さ・な・い」のポイント（※）について、

自社内の整備管理者、運転者及びタイヤ脱着作業者に周知徹底を図ってくだ

さい。 

※別紙３のチラシを参照 

２．整備管理者・補助者の方へ 

 

 作業時間に余裕を持った、計画的なタイヤ脱着作業を実施してください。

特に降雪地を運行する車両がある場合は、積雪予報が発せられた際に急

な交換とならないよう十分配慮してください。 

 自社内でタイヤ脱着作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施させ

てください。 

 著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイー

ルでは、適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清

掃や潤滑剤の塗布を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひ

っかかり等の異状がありスムーズに回らないホイール・ボルト及びホイ

ール・ナットは、使用せず交換してください。 

 車輪脱落事故の多い左側後輪について重点的に点検してください。 

 積雪地域や舗装されていない道路を走行する大型車について、入念に点

検してください。 

 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を運転者やタイ

ヤ脱着作業者に指導してください。なお、車載工具で増し締めを行った

場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付け

てください。また、トルクレンチは校正が必要ですので留意してくださ

い。 

別添２－２ 
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別紙１（様式例）

○

○

※

☆

☆

※
☆

○
☆

○

■
△

N･m

■

※

■

△

☆

注

清
掃
の
実
施

ハブ面

ディスク・ホイール取付面の錆や泥、ゴミな
どを取り除く。

ハブのはめ合い部（インロー部）の錆やゴ
ミ、泥などを取り除く。

ディスク・ホイール

ホイール・ボルト、ナット

ホイール・ナットの当たり面、ハブ取付面の
錆やゴミ、泥などを取り除く。

取
付

ホイール・ナットの増し締め
保
守

ホイール・ナット

座金（ワッシャ）とナットとのすき間にエン
ジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布する。

タイヤ脱着作業時の締め付けトルク値

ネジ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く
塗布する。

タイヤ脱着作業管理表
登録番号又は車番

作 業 実 施 者 名

実施日　令和

整備管理者確認欄

ハブ面

確認・作業内容 結　果
（実施✓・交換×）

ディスク・ホイールの取付面に著しい摩耗や
損傷がないかを確認

実施箇所

年　　月　　日 

ねじ部につぶれや、やせ、かじりなどがない
かを確認

ナットの座面部（球面座）に錆や傷、ゴミが
ないかを確認

ディスク・ホイール

ホイール・ボルト、ナット

ボルト穴や飾り穴のまわりに亀裂や損傷がな
いかを確認

ホイール・ボルト、ナットの錆やゴミ、泥な
どを取り除く。

ホイール・ナットの当たり面に亀裂や損傷、
摩耗がないかを確認

溶接部に亀裂や損傷がないかを確認

○

規定の締め付けトルク値は、車両の「タイヤ空気圧ラベル」の近くに表示されています。

対角線順に2～3回に分けて締め付けること（最後の締め付けはトルクレンチで規定トルクで締め付ける）。

油
脂
類
塗
布
の
実
施

ハブ

ホイール・ナットの締め付け

ハブのはめ合い部（インロー部）に、グリー
スを薄く塗布する。

タイヤ脱着後、50～100km走行後の増し締めを
実施する。

ネジ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く
塗布する。

点
検
の
実
施

亀裂、損傷がないかを確認

ハブへの取付面とディスク・ホイール合わせ
面に摩耗や損傷がないかを確認

ボルトの伸び、著しい錆がないかを確認

ナットの座金（ワッシャ）が、スムーズに回
転するかを確認

この内容に沿ったものであれば、自社の様式を使用してもよい。

ホイール・ボルト

座面部（球面座）にエンジンオイルなどの潤
滑剤を薄く塗布する。

JIS方式が対象。

ISO方式が対象。ハブのディスク・ホイール取付面、ホイール合わせ面、ホイールと座金（ワッシャ）との
当たり面には、塗装、エンジンオイルなどの油脂類の塗布を行わないよう注意すること。

二硫化モリブデン入りのオイル等は使用しない。また、トレーラの車種によっては潤滑剤の塗布が不要な箇
所もあることに留意すること。 - 17 -



別紙２（様式例）

踏みしろ

ブレーキのきき

かかり具合

異音

※ 低速、加速の状態

※ 噴射状態

※ 拭き取りの状態

○ 空気圧力の上がり具合

○ 排気音

※ 液量

液量

※ 液量

※ リザーバ・タンク内の液量

※ エンジン・オイルの量

張り具合

損傷

点灯・点滅具合

汚れ

損傷

空気圧

ナット緩み・脱落

ボルト付近さび汁

ボルト突出不揃い、折損

亀裂

損傷

異状な摩耗

※ 溝の深さ

○ タンク内の凝水

※

※

※印の点検は、当該自動車の走行距離・運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。

○印の項目はエア・ブレーキを用いた自動車の点検項目を示す。

□印の点検は、車両総重量８トン以上又は乗車定員30人以上に該当する車両の場合は必ず実施すること。

注．ディスク・ホイールの取付状態の点検項目が細分化された内容が点検されるようになっていれば、自社の様式を使用してもよい。

ブレーキのリザーバ・タンク

空気圧力計

エア・タンク

点灯・点滅具合、汚れ、損傷

車
の
周
り
か
ら
の
点
検

ブレーキ・バルブ

ウィンド・ウォッシャ・タンク

バッテリ

ラジエータなどの冷却装置

潤滑装置

運
転
席
で
の
点
検

エ
ン
ジ
ン
・
ル
ー

ム
の
点
検

登録番号又は車番

点検実施者（運転者）名

ワイパー

ブレーキ・ペダル

駐車ブレーキ・レバー
(パーキング・ブレーキ・レバー)

ファン・ベルト

実施日　令和

日常点検表
運行管理者（補助者）確認欄

整備管理者（補助者）確認欄

点検箇所

年　　月　　日 

点検項目
点検結果
(○・×)

ブレーキ・ペダル
ブレーキ・ドラムとライニング
とのすき間

前日・前回の運行におい
て異状が認められた箇所

○

原動機(エンジン）
※ かかり具合、異音

ウィンド・ウォッシャ

引きしろ（踏みしろ）

タイヤ

□ ディスク・ホイールの取付状態

亀裂、損傷

ブレーキ・チャンバのロッドの
ストローク

踏みしろ、ブレーキのきき

灯火装置（前照灯・車幅灯・尾
灯・制動灯・後退灯・番号灯・側
方灯・反射器）、方向指示器

※ 張り具合、損傷
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令 和 ５ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日 

物流・自動車局審査・リコール課 

       車両基準・国際課 

         自 動 車 整 備 課 

規制を一元化し、燃料電池自動車等に関する負担を軽減 
～自動車点検基準、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

物流・自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、社会や技術の変化を踏まえ、国際

的な整合を図りつつ、順次、拡充・強化等を進めています。 

圧縮水素、圧縮天然ガス、液化天然ガスを燃料とする自動車（以下「燃料電池自動車等」とい

う。）の駆動用燃料システムに対しては、道路運送車両法（以下「車両法」という。）及び高圧ガ

ス保安法（以下「高圧法」という。）の二法令による規制が適用されており、燃料電池自動車等

については両法令の規定に基づく検査が必要となる等、事業者及び利用者の双方に手続上の負

担が生じていることから、車両法に規制を一元化するため、令和４年６月に高圧ガス保安法等

の一部を改正する法律が制定されました。これに伴い、車両法体系においても所要の法令等の

改正を行います。 

１．主な改正の概要（詳細は別紙参照） 

 高圧法の高圧ガス容器・附属品に係る技術基準を車両法体系下において規定することにより、

型式指定、新規検査又は継続検査等に際して高圧ガス容器・附属品の試験等を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．公布・施行 

公 布 ： 令和５年（2023年）１０月２０日 

施 行 ： 令和５年（2023年）１２月２１日（一部例外あり。詳細は別紙参照）  

圧縮水素等を燃料とする燃料電池自動車等については、道路運送車両法と高圧ガス

保安法の二法令による規制が適用されているところ、ユーザーの手続の負担軽減等の

ために道路運送車両法に規制を一元化するための所要の法令等の改正を行います。 

問い合わせ先 

（型式指定について）物流・自動車局審査・リコール課：菊池、髙嶋 

電話 03-5253-8111（内線 42352）、03-5253-8594（直通） 

（保安基準について）物流・自動車局車両基準・国際課：山村、奥山、藤澤 

電話 03-5253-8111（内線 42525）、03-5253-8602（直通） 

（検査等について）物流・自動車局自動車整備課：森山、本田 
電話 03-5253-8111（内線 42413）、03-5253-8589（直通） - 21 -



令 和 ５ 年 10 月 

物流・自動車局 

 

自動車点検基準等の一部を改正する省令及び 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示 

について 
 
１．改正の背景 
 

圧縮水素、圧縮天然ガス、液化天然ガスを燃料とする自動車（以下「燃料電池自

動車等」という。）の駆動用燃料システムに対しては、道路運送車両法（昭和 26 年

法律第 185 号。以下「車両法」という。）及び高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第

204 号。以下「高圧法」という。）の二法令による規制が適用されている。 

そのため、燃料電池自動車等に対しては両法令の規定に基づく検査が必要となる

等、事業者及び利用者の双方に手続上の負担が生じていたことから、令和３年４月

より「燃料電池自動車等の規制の在り方検討会」において検討がなされ、その最終

報告書に基づき、車両法に基づく継続検査等によりその安全性を担保することがで

きるガス容器（燃料タンク）及び附属品（自動車（大型特殊自動車、小型特殊自動

車及び検査対象外軽自動車を除く。）に備えられたものに限る。以下これらを「ガ

ス容器等」という。）については、高圧法の適用を除外するため、高圧ガス保安法

等の一部を改正する法律（令和４年法律第 74 号）が令和４年６月に公布されたと

ころである。 

上記を踏まえ、関係省令及び告示について所要の改正を行う。 

 

２．改正の概要 
 
（１）自動車点検基準（昭和 26 年運輸省令第 70 号）及び自動車の点検及び整備に関

する手引（平成 19 年国土交通省告示第 317 号）の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

①車両法第 48 条第１項の規定に基づく定期点検整備における点検項目として、

ガス容器等に係る損傷の確認を追加する。 

②車両法第 57 条の規定に基づき公表されている自動車の点検及び整備に関する

手引において、①で追加する項目の点検の実施方法の例として、目視等による

方法を規定する。 
 
（２）装置型式指定規則（平成 10 年運輸省令第 66 号）の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

①車両法第 75 条の３第１項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類

に、ガス容器等を追加する。 

②車両法第 75 条の３第８項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装

別紙 
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置に、協定規則※第 110 号、第 134 号及び第 146 号に基づき認定されたガス容

器等を追加する。 

※「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際

連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関

する協定」に基づく規則 

 
（３）道路運送車両法関係手数料規則（平成 28 年国土交通省令第 17 号）の一部改正 

道路運送車両法関係手数料令（昭和 26 年政令第 255 号）第３条第２項の規定に

基づき、ガス容器等の型式について指定を申請する者が、車両法第３章の規定に

基づく保安基準（以下単に「保安基準」という。）への適合性についての審査を

受けるに際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実

費を勘案して定める。 
 
（４）道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619

号）の一部改正 

保安基準について、継続検査時等に、高圧法体系下で行われる容器検査等（容

器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査をいう。）により担保される

安全性と同等の安全性の担保が可能となる技術基準等を規定するほか、所要の改

正を行う。 
 
（５）道路運送車両法施行規則第三十六条第十四項等に基づき国土交通大臣が指定す

る自動車及び基準（平成 19 年国土交通省告示第 857 号）の一部改正 

継続検査等を申請する者は、独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検

査協会に対し、当該申請に係る自動車の備えるガス容器等が保安基準に適合する

ものであることを証する書面を提出しなければならない旨を規定する。 
 
（６）その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係する告示について所要の改正を行う。 

 

３．今後のスケジュール 
 
公 布：令和５年 10 月 20 日 

施 行：令和５年 12 月 21 日（２．（４）及び（６）の一部については公布の日） 
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自検検第51号の2 

令和 5年 11月 30日 

 

一般社団法人 

日本自動車整備振興会連合会事業部長 殿 

 

 

独立行政法人                

自動車技術総合機構検査部長        

 

 

 

圧縮水素ガス、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車 

に備えるガス容器及びガス容器附属品再試験の取扱いについて 

 

 

令和5年10月20日に公布された道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

の一部を改正する告示（令和5年国土交通省告示第1048号）により、圧縮水素ガ

ス、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車（大型特殊自動車を除

く。）に備えるガス容器及びガス容器附属品については、令和5年12月21日以降、

当該告示に定めるガス容器及びガス容器附属品の再試験に係る基準に適合しな

ければならないと改正されました。 

当該基準への適合性を審査するため、令和5年11月30日付けで独立行政法人自

動車技術総合機構審査事務規程（平成28年4月1日規程第2号）の一部を改正し、

道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第59条に基づく新規検査、同法第62条

に基づく継続検査、同法第63条に基づく臨時検査、同法第67条に基づく構造等変

更検査又は同法第71条に基づく予備検査を受検する者に対して別添のガス容器

等再試験結果証明書の提出を求めることとしましたので、了知いただくととも

に貴会傘下会員への周知方よろしくお願いします。 
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様式 16（4-25 関係） 

    年   月   日 

 

ガス容器等再試験結果証明書 

 

次の自動車のガス容器及びガス容器附属品は、1.に掲げる技術基準のうちレ点を付した基準に適合しているこ

とを証明いたします。 

 

車名：        型式：             車台番号：                   

 

1. 適合している技術基準（ガス容器及びガス容器附属品の再試験に係る部分に限る。） 

 技術基準 

□ 細目告示別添 131「圧縮水素ガスを燃料とする自動車のガス容器及びガス容器附属品の技術基準」 

□ 細目告示別添 132「圧縮天然ガスを燃料とする自動車のガス容器及びガス容器附属品の技術基準」 

□ 細目告示別添 133「液化天然ガスを燃料とする自動車のガス容器及びガス容器附属品の技術基準」 

 

2. ガス容器等再試験結果証明書の有効期限 

有効期限：     年   月   日 ※ガス容器等再試験を実施した日の 1年 1か月後の日とする。 

 

3. ガス容器一覧 

 容器の製造番号又は容器の記号及び番号  容器の製造番号又は容器の記号及び番号 

1  3  

2  4  

※記載欄が不足する場合は、必要に応じ欄を追加し記載すること。 

 

4. ガス容器等再試験結果 

○証票 

容器証票に記載された車台番号の確認 適 ・ 否 

車載容器総括証票に記載された充塡可能期限の確認 適 ・ 否 

○ガス容器 

外観試験 適 ・ 否 

漏えい試験 適 ・ 否 

断熱性試験（液化天然ガスを燃料とする自動車のガス容器に限る。） 適 ・ 否 

○ガス容器附属品 

外観試験 適 ・ 否 

漏えい試験 適 ・ 否 

 

5. 技術基準等の適合性を証する書面に関する宣言 

（1）本証明書は、道路運送車両法施行規則第 36 条第 14 項、第 37 条の 2第 1項、第 37 条の 2の 2第 3項、第 38

条第 9項又は第 42 条第 1項に定める書面であり、虚偽記載等記載内容に相違はありません。 

（2）本則 4-25（1）に掲げる試験機関に該当し、ガス容器及びガス容器附属品の再試験を行うのに必要かつ適切

な組織、設備及び能力を有しています。 

 

上記内容に相違ありません。 

 

試験機関等の名称及び所在地 ：                         

 

確認者の氏名        ：                         
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自動車技術総合機構からのお知らせ

■様式16「ガス容器等再試験結果証明書」ダウンロードURL

高圧ガスの燃料装置に係る
審査方法が変更になります

https://www.naltec.go.jp/fkoifn00000011hj.html

令和5年10月20日に公布された道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する
告示（令和5年国土交通省告示第1048号）により、圧縮水素ガス、圧縮天然ガス又は液化天然ガ
スを燃料とする自動車（大型特殊自動車を除く。）に備えるガス容器及びガス容器附属品につい
ては、令和5年12月21日以降、当該告示に定めるガス容器及びガス容器附属品の再試験に係る基
準に適合しなければならないと改正されたことに伴い、審査方法を以下のとおり変更します。

◆圧縮水素ガス、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車（大型特殊自動車を除
く。）に備えられたガス容器及びガス容器附属品の再試験に係る基準への適合性について、
次に掲げる試験機関が発行した審査事務規程様式16による「ガス容器等再試験結果証明書」
により審査します。
① 高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第49条第1項及び第49条の4第1項に規定
されている試験機関

② ガス容器及びガス容器附属品の再試験を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を
有することが書面等により確認できる試験機関

◆次に掲げる全ての要件を満たす場合は、有効なガス容器等再試験結果証明書として取扱いま
す。
① 審査当日において、ガス容器等再試験結果証明書に記載されたガス容器等再試験結果証
明書の有効期限（ガス容器及びガス容器附属品の再試験を実施した日の1年1か月後の日と
する。）を経過していないこと

② ガス容器等再試験結果証明書に記載された「ガス容器一覧」と車載容器一覧証票に記載
された「容器の製造番号又は容器の記号及び番号」が一致すること

③ ガス容器及びガス容器附属品（目視が困難な場合にあってはガス容器取付部附近の車体
外表面）が著しく損傷していないこと

◆この取扱いは、令和5年12月21日から適用します。

トップページを
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左から2番目の
アイコンをクリック

令和5年11月30日
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国自整第 267 号の２ 

令和６年３月 28 日 

 

 

 

  一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

                            国土交通省 物流・自動車局 

自動車整備課長 

                      （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

自動車特定整備事業者及び指定自動車整備事業者における OBD検査システ 

ムの ID等の管理に係る遵守事項及び留意事項について 

 

 

 

 標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸

部長あて通達しましたので、了知いただくとともに、傘下会員に対し周知をお願いいたし

ます。 
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国 自 整 第 2 6 7 号 

令和６年３月 28 日  

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

                    物流・自動車局自動車整備課長 

                    （ 公 印 省 略 ）  

 

 

自動車特定整備事業者及び指定自動車整備事業者における OBD検査シス 

テムの ID等の管理に係る遵守事項及び留意事項について 

 

 

 令和６年 10 月１日より開始となる OBD 検査の円滑な実施に向けて、独立行政法人

自動車技術総合機構（以下「機構」という。）が提供する OBD 検査及び OBD 確認を実

施するために使用するシステム（以下「OBD 検査システム」という。）の ID及びパス

ワード（以下「ID 等」という。）の管理について、自動車特定整備事業者及び指定自

動車整備事業者が遵守すべき事項及び留意すべき事項を下記のとおり定めたので了

知されるとともに、遺漏なきよう取り扱われたい。 

 また、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて別添のとおり通知したの

で申し添える。 

 

記 

 

１．自動車特定整備事業者又は指定自動車整備事業者は、OBD 検査システムの利用に

あたって取得・設定した ID 等について、機構の定める利用規約に従って適切に管

理すること。 

 

２．自動車特定整備事業者又は指定自動車整備事業者が、以下に掲げる ID 等の不正

使用又はその幇助を行った場合、行政処分の対象となるとともに機構が当該 ID 等

の効力を停止する可能性があることに留意されたい。 

① 検査員又は工員が他者の ID等を使用して OBD検査又は OBD確認を実施した場合

（なりすまし） 

② 事業場が取得・設定した ID等を、事業場以外の者へ貸し渡し、使用させた場合

（ID等の不正使用の幇助） 

別添 
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国自整第 268 号の２ 

令和６年３月 28 日 

 

 

 

  一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

                            国土交通省 物流・自動車局 

自動車整備課長 

                      （ 公 印 省 略 ）  

 

 

 

OBD検査システム利用事業者の各種申請等における連絡体制等の取扱方針に 

ついて 

 

 

 

 標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸

部長あて通達しましたので、了知いただくとともに、傘下会員に対し周知をお願いいたし

ます。 
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国 自 整 第 2 6 8 号 

令和６年３月 28 日  

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿   

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

                    物流・自動車局自動車整備課長 

                    （ 公 印 省 略 ）  

 

 

OBD検査システム利用事業者の各種申請等における連絡体制等の取 

扱方針について 

 

 

令和６年 10 月から開始される OBD 検査（目視により判断できない電子制御装置の

故障等に対応するため、検査用スキャンツールを用いて車載式故障診断装置の診断結

果を読み出し、特定の情報等の記録状況を検査すること。）の実施のため、独立行政法

人自動車技術総合機構（以下「機構」という。）では、OBD検査システムを管理、運用

している。 

自動車特定整備事業者又は指定自動車整備事業者が当該システムを利用するため

には、認証番号又は指定番号による申請等が必要となるが、申請から利用可能となる

までには日数を要することとなるため、新規指定等と同日に当該システムを利用可能

とするためには、運輸局及び運輸支局（兵庫陸運部及び内閣府沖縄総合事務局を含む。

以下「運輸局等」という。）での新規指定等の審査と並行して、機構での OBD 検査シ

ステムの申請内容の審査を行う必要がある。 

また、指定取消等の行政処分後の OBD検査システムの不正使用を防ぐため、機構に

おいて必要な措置を迅速に行う必要がある。 

これらのことから、運輸支局（兵庫陸運部を含む。以下同じ。）への事業者からの申

請及び運輸局（内閣府沖縄総合事務局を含む。以下同じ。）による行政処分に係る情報

を機構に共有する必要があるところ、別紙のとおり「OBD 検査システム利用事業者の

各種申請等における連絡体制等の取扱方針」を定めたので了知されるとともに、遺漏

のないよう取り扱われたい。 

 また、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長及び機構理事長あて別添のと

おり通知したので申し添える。 

 

  

別添 
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別 紙  

 

OBD検査システム利用事業者の各種申請等における連絡体制等の取扱方針 

 

１．申請又は届出があった際の連絡について 

（１）自動車特定整備事業の認証又は指定自動車整備事業の指定の申請 

     運輸支局は、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号。以下「法」とい

う。）第 79 条又は第 94 条の２の申請があった際は、当該申請を行った者に

対し自動車特定整備事業の認証又は指定自動車整備事業の指定を受けると

同時に OBD検査システムの利用開始（自動車特定整備事業者として OBD検査

システムを利用している場合であって、指定自動車整備事業の指定と同時に

新たに OBD 検査モードを利用開始する場合を含む。）を希望するか、申請者

に確認する。当該申請者が同時利用開始を希望する場合にあっては、必要な

手続きの方法として以下の事項を案内する。 

 

・OBD 検査システムの申請時に入力が求められる、認証番号又は指定番号につ

いては、未定であるため、代わりに次の番号を入力すること 

   『管轄運輸支局コード（２桁）＋事業場の電話番号（10～11桁）』 

・OBD 検査システムの申請時に添付が求められる、認証書又は指定書について

は、未交付であるため、代わりに運輸支局への申請書（事業場の名称、事業

場の所在地が確認できる部分）の写しを添付すること 

 

上記の希望があった場合、運輸支局は、次に掲げる項目を遅滞なく機構へ

電子メールにより連絡する。 

機構は、運輸支局から連絡があり、かつ、当該申請者から OBD 検査システ

ムの申請があった場合には、利用開始の日までの審査完了に向けて準備を進

める。 

 

①申請の種別（新規認証、新規指定又は廃止新規） 

②認証番号（新規指定の場合に限る。） 

③廃止される事業場の指定番号（廃止新規の場合に限る。） 

④事業場の名称 

⑤事業場の所在地 

 

     また、運輸局等は、当該申請者が OBD検査システムを同時利用開始できる

よう、次の⑥及び⑦の項目が確定次第（遅くとも認証又は指定の予定日（認

証又は指定を行う可能性のある日のうち最も早い日とする。以下同じ。）の

前開庁日までに）、①～⑤の項目にこれらの項目を追加し、機構へ電子メー
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ルにより連絡する。（予定日に変更が生じた場合は速やかに機構に連絡する。） 

 

   ⑥認証番号（指定自動車整備事業の場合は指定番号） 

 ⑦認証又は指定の予定日 

 

運輸局等は、当該認証又は指定の日が確定した場合は、直ちに④～⑥の項

目と認証又は指定の日を機構へ電子メールにより連絡する。 

機構は当該認証又は指定の日に、当該申請者が利用開始できるようシステ

ム処理を行う。 

 

 （２）廃止届出 

     運輸支局は、法第 81 条第２項（第 94 条の９において準用する場合を含

む。）の廃止の届出があった際は、速やかに次に掲げる項目を機構へ電子メ

ールにより連絡する。 

機構は、運輸支局から連絡があった場合には、当該事業場の OBD検査シス

テムに登録されている情報を確認し、利用停止手続きがされていなかったと

きは速やかに事業場 ID及びユーザーIDの削除を行う。 

 

   ①事業場の名称 

②事業場の所在地 

   ③認証番号（指定自動車整備事業の場合は指定番号） 

   ④廃止日 

 

 （３）変更届出等 

運輸支局は、法第 81条第１項の変更届出（事業場の名称又は事業場の所在

地に関するものに限り、道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74

号）第 62 条の２の２第２項及び指定自動車整備事業規則（昭和 37 年運輸省

令第 49号）第５条第３項の届出の際に行うものも含む。）又は法第 94条の４

第３項の自動車検査員の変更の届出があった際は、機構の OBD 検査システム

に登録されている情報の変更についても案内する。 

 

２．行政処分等を行う際の連絡について 

 運輸局は、次表に掲げる行政処分を行う際には、当該行政処分の種類に応じ、次

表に掲げる項目を、次表に掲げる連絡期日までに機構へ電子メールにより連絡する。

（予定日に変更が生じた場合は速やかに機構に連絡する。）また、次表に掲げるシ

ステム上の処理を行う可能性がある旨の連絡を当該行政処分に係る事業者に速や

かに連絡する。 

機構は、運輸局から連絡があった場合には、次表に掲げるシステム上の処理を行
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う可能性がある旨の連絡を当該行政処分に係る事業者に速やかに連絡し、当該行政

処分の効力が発生する日と同日に実施する。 

 

処分の種類 項目 連絡期日 システム上の処理 

（全処分で共通） 

①事業場の名称 

②事業場の所在地 

当該処分が効

力を発生する

前開庁日 

 

事業の停止命令 

（法第 93条） 

 ③認証番号（指定自動車

整備事業の場合は指定

番号） 

④停止予定期間 

 事業場 IDの停止 

認証の取消 

（法第 93条） 

③認証番号（指定自動車

整備事業の場合は指定

番号） 

④取消の予定日 

 事業場 IDの削除 

自動車検査員の解任命

令 

（法第 94 条の４第４

項） 

 

③指定番号 

④解任される自動車検

査員の氏名 

⑤解任の予定日 

 解任された自動車

検査員の利用者区

分を「検査員」から

「工員」に変更 

保安基準適合証等の交

付停止命令 

（法第 94 条の８第１

項） 

③指定番号 

④停止予定期間 

 事業場 ID の種別を

指定工場（OBD検査

不可）に変更 

指定の取消（認証の取

消を含まない場合に限

る） 

（法第 94 条の８第１

項） 

③認証番号 

④指定番号 

⑤取消の予定日 

 事業場 ID の種別を

認証工場に変更 

 

３．機構への連絡方法 

電子メールでの機構への連絡方法は以下のとおり。 

■宛先 ： 自動車技術総合機構 OBD情報・技術センター 

       

■件名 ： 『【○○運輸支局（※運輸局等の名称）】○○情報（※申請、届出又は

処分区分）の共有』 
 
附 則（令和６年３月 28日付け国自整第 268号） 

この通達は、令和６年 10月１日から施行する。 
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○ OBD検査/OBD確認を行う場合、OBD検査システムへの申請が必要です。

○ 通常、申請時に、運輸局より交付される指定・認証書と指定・認証番号が必要です。

○ システム申請から利用可能となるまでに通常１～２週間かかります。

申請方法は「OBD検査ポータル」をご確認ください。

申請時に入力が求められる、新しい『指定番号』『認証番号』については、
その番号の代わりに、こちらを入力してください。

申請時に添付が求められる、新しい『指定書』『認証書』については、
その代わりに、こちらを添付してください。

システムへの申請が承認されるのは、運輸局の決裁後となり、
申請時に入力いただいたメールアドレスに通知メールが送信されます。

OBD検査システムへの申請を行う整備事業者様へ

管轄運輸支局コード（２桁） ＋ 事業場の電話番号（１０～１１桁）

運輸局への申請書（届出書）

運輸局からの指定（認証）を受けたらすぐに

OBD検査/OBD確認を実施する予定の場合、

あらかじめOBD検査システムへの申請を行っておいてください。
！
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ＯＢＤ ポータル

詳しくは
こちら

システム申請時の入力画面イメージ

管轄運輸支局コード（２桁） ＋ 事業場の電話番号（１０～１１桁）

運輸局への申請書（届出書）

未定の場合

未交付の場合

『指定番号』『認証番号』

『指定書の写し』『認証書の写し』

240328
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変更届出 を行った整備事業者様へ

OBD検査システムの登録情報変更
もお忘れなく !!

事業場名称の変更

事業場所在地の変更

検査員の選任・解任

□

□

□ 工員の変更
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ＯＢＤ ポータル

詳しくは
こちら

システム登録情報変更の画面イメージ

『事業場管理』
↓

『事業場情報』

『修正』

『確認』

内容修正

240328
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国自基第 221号の２ 

国自整第 270号の２ 

令和６年３月 28 日 

 

 

 

  一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

                            国土交通省 物流・自動車局 

車両基準・国際課長 

自 動 車 整 備 課 長 

                      （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

OBD検査用サーバーに接続できない場合の特例措置の実施要領について 

 

 

 

 標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸

部長あて通達しましたので、了知いただくとともに、傘下会員に対し周知をお願いいたし

ます。 
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  国 自 基 第 2 2 1 号 

国 自 整 第 2 7 0 号 

令和６年３月 28 日  

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

                        物流・自動車局 

車両基準・国際課長 

自動車整備課 長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

OBD検査用サーバーに接続できない場合の特例措置の実施要領について 

 

 

令和６年 10 月１日より開始となる OBD 検査の円滑な実施を図るため、（独）

自動車技術総合機構が行う基準適合性審査業務、軽自動車検査協会が行う検査

業務及び指定自動車整備事業者が行う完成検査において、OBD検査用サーバーの

障害又は通信障害若しくは電力障害により OBD 検査用サーバーに接続して OBD

検査を実施することができない場合の特例的な措置を別添のとおり「OBD検査用

サーバーに接続できない場合の特例措置の実施要領」に定めたので了知される

とともに、遺漏なきよう取り扱われたい。 

 また、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長、（独）自動車技術総合

機構理事長及び軽自動車検査協会理事長あて別添のとおり通知したので申し添

える。 

 

 

 

   

  

別添 
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OBD検査用サーバーに接続できない場合の特例措置の実施要領 

 

 

１．用語の定義 

 この要領の用語は、道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号。以下「法」と

いう。）、道路運送車両法施行規則（昭和 26年運輸省令第 74号）、道路運送車両

の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安基準の細目

を定める告示（平成 14年国土交通省告示第 619号。以下「細目告示」という。）

に定めるほか、次の各号に定めるところによる。 

（１）「OBD検査」とは、細目告示別添 124「継続検査等に用いる車載式故障診断

装置の技術基準」に定める基準への適合性を判定することをいう。 

（２）「OBD検査用サーバー」とは、（独）自動車技術総合機構（以下「機構」と

いう。）が法第 74 条の３の審査用技術情報管理事務の実施のために管理す

る電子情報処理組織をいう。 

（３）「特例措置」とは、２－１に規定する事象が発生した場合において、４．

に定める方法により OBD検査を行うことをいう。 

（４）「OBD検査ポータル」とは、OBD検査に関する情報を掲載する機構のウェブ

サイトをいう。 

 

２．特例措置の対象 

２－１．特例措置を適用する事象 

本要領に定める特例措置は、OBD検査実施時のみを対象とし、以下に掲げるい

ずれかの事象が発生した場合に適用する。 

（１）OBD検査用サーバーの障害の発生を原因として OBD検査用サーバーに接続

できない事象（OBD検査結果参照システムのみ利用できない場合を除く。以

下「サーバー障害」という。） 

（２）通信障害又は電力障害の発生を原因として OBD 検査用サーバーに接続で

きない事象（以下「通信・電力障害」という。） 

（３）OBD検査用サーバーのアップデートなど指定自動車整備事業者の責に帰す

べきでない事由により OBD検査用サーバーに接続できない（OBD検査結果参

照システムのみ利用できない場合を除く。）と機構が認める事象 

２－２．特例措置が適用されない事象の例 

本要領に定める特例措置は、以下に掲げる場合には適用しない。 

（１）指定自動車整備事業者が保有する機器の障害を原因として OBD検査用サ

ーバーに接続できない事象 

（２）OBD確認を実施しようとして OBD検査用サーバーに接続できない事象 
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（３）検査用スキャンツール又は自動車の車載式故障診断装置の不具合により

OBD検査を実施できない事象 

 

３．特例措置の適用 

３－１．サーバー障害 

サーバー障害に伴う特例措置は、３－１－１に定める時点から３－１－２に

定める時点までの間、OBD検査を行う場合に限り適用することができる。 

３－１－１．特例措置の開始時点  

特例措置の開始時点は、機構がサーバー障害の発生を認定した時点とする。 

３－１－２．特例措置の終了時点 

特例措置の終了時点は、機構がサーバー障害からの復旧を認定した時点が含

まれる日が終了する時点とする。 

３－１－３．サーバー障害の発生の認定 

機構は、OBD検査用サーバーからの警報、地方運輸局等又は機構若しくは軽自

動車検査協会の検査事務所からの連絡、OBD検査用サーバーの管理を委託する事

業者からの連絡、複数の整備事業者又は自動車整備振興会からコールセンター

への連絡その他の手段により OBD 検査用サーバー障害の発生又はその疑いを確

認した場合には、速やかに、サーバー障害の発生の認定について検討するものと

する。この場合において、１時間以内に認定の要否を判断できない場合には、機

構は、サーバー障害の発生を認定するものとする。 

３－１－４．サーバー障害の発生の認定の公表 

機構は、サーバー障害の発生を認定した場合には、速やかに OBD 検査ポータ

ルに以下の情報を掲載するものとする。 

（１）サーバー障害が発生している旨 

（２）サーバー障害の影響（使用できないシステム、アプリの範囲等） 

（３）サーバー障害発生の日時（特定できない場合にはその旨） 

（４）サーバー障害の発生を認定した日時 

（５）対応状況及び復旧見込み 

３－１－５．サーバー障害からの復旧の認定 

機構は、サーバー障害から復旧したと判断した場合には、サーバー障害からの

復旧を認定するものとする。 

３－１－６．サーバー障害からの復旧の認定の公表 

機構は、サーバー障害からの復旧の認定をした場合には、速やかに OBD 検査

ポータルに以下の情報を掲載するものとする。 

（１）サーバー障害から復旧した旨 

（２）サーバー障害の影響（使用できないシステム、アプリの範囲等） 
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（３）サーバー障害発生の期間（特定できない場合にはその旨） 

（４）サーバー障害からの復旧を認定した日時 

（５）特例措置が適用される期間 

３－１－７．国土交通省等への報告 

機構は、３－１－４又は３－１－６の公表を行ったときは、遅滞なく、国土交

通本省、地方運輸局、沖縄総合事務局及び軽自動車検査協会並びに関係団体に対

してその旨を報告するものとする。 

 

３－２．通信・電力障害 

特例措置は、３－２－１に定める時点から３－２－２に定める時点までの間、

通信・電力障害が発生している又は発生した地域において OBD 検査を行う場合

に限り適用することができる。 

３－２－１．特例措置の開始時点 

特例措置の開始時点は、機構が通信・電力障害の発生を認定した時点とする。 

３－２－２．特例措置の終了時点 

 特例措置の終了時点は、機構が通信・電力障害からの復旧を認定した時点が含

まれる日が終了する時点とする。 

３－２－３．通信・電力障害の発生の認定 

機構は、地方検査部等、地方運輸局等又は機構若しくは軽自動車検査協会の検

査事務所からの連絡、OBD検査コールセンターへの問い合わせ等により、通信・

電力障害に関する情報を入手した場合には、通信会社又は電力会社のウェブサ

イトにて当該障害に係る情報を確認したことをもって、当該障害の発生（障害発

生の地域の限定を含む。）を認定するものとする。この場合において、機構は、

通信・電力障害の発生地域を厳密に特定することが困難である場合には、現に障

害が発生している地域よりも広い地域を対象として通信・電力障害の発生を認

定して差し支えない。 

３－２－４．通信・電力障害の発生の認定の公表 

機構は、通信・電力障害の発生を認定した場合には、速やかに OBD検査ポータ

ルに以下の情報を掲載するものとする。 

（１）通信・電力障害が発生している旨 

（２）通信・電力障害が発生している又はその疑いがある地域 

（３）通信・電力障害に係る通信会社又は電力会社のウェブサイトのリンク 

（４）通信・電力障害発生の日時（特定できる場合に限る） 

（５）通信・電力障害の発生を認定した日時 

３－２－５．通信・電力障害からの復旧の認定 

機構は、通信・電力障害から復旧したと判断した場合には、通信・電力障害か
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らの復旧を認定するものとする。 

３－２－６．通信・電力障害からの復旧の認定の公表 

機構は、通信・電力障害からの復旧の認定をした場合には、速やかに OBD検査

ポータルに以下の情報を掲載するものとする。 

（１）通信・電力障害から復旧した旨 

（２）通信・電力障害が発生した又はその疑いがあった地域 

（３）通信・電力障害発生の期間（特定できない場合にはその旨） 

（４）通信・電力障害からの復旧を認定した日時 

（５）特例措置が適用される期間 

３－２－７．通信・電力障害の発生に関する情報提供  

 運輸支局、自動車検査登録事務所、運輸監理部、陸運事務所及び運輸事務所（以

下「運輸支局等」という。）は、関係団体等からの情報、各種メディアの情報等

により管轄地域における通信・電力障害の発生又はその疑いを確認した場合に

は、当該運輸支局等を管轄する地方運輸局又は沖縄総合事務局（以下「運輸局等」

という。）の担当課へ速やかに障害の内容を連絡するものとする。 

当該情報を入手した運輸局等担当課は速やかに国土交通本省及び機構 OBD 情

報・技術センターへ当該情報を報告するものとする。 

３－２－８．国土交通省等への報告 

 機構は、３－２－４又は３－２－６の公表を行ったときは、遅滞なく、国土交

通本省、地方運輸局、沖縄総合事務局及び軽自動車検査協会並びに関係団体に対

してその旨を報告するものとする。 

３－２－９．指定自動車整備工場による通信・電力障害の発生の判断 

 指定自動車整備工場は、その事業場において通信・電力障害が発生して OBD検

査用サーバーに接続できない状態を確認した場合であって、機構が３－２－６

の公表を行っていないときは、３－２－１から３－２－８までの規定にかかわ

らず、以下の①～④の手順により特例措置を適用することができる。 

①  OBD検査用サーバーの障害が発生していないことを OBD検査ポータル等で

確認する。 

②  当該障害に係る通信会社又は電力会社の HP を確認し又は電話等で問い

合わせることにより通信・電力障害の発生又はその疑いを確認する。 

③  ②の確認の結果、通信・電力障害の発生を確認し、かつ、OBD検査用サー

バーに接続する代替手段がない場合にあっては、当該指定自動車整備工場

の判断により４．の特例措置を適用することができる。この場合において、

当該特例措置は、通信・電力障害が発生した当該日が終了する時点まで適

用することができる。 

④ 特例措置を適用した当該指定自動車整備工場は、通信・電力障害が発生し
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たことを確認できる記録（別紙様式例を参照）（通信会社・電力会社のホー

ムページの写し、これらの会社への問い合わせ履歴等）、特例措置を適用し

た日時を２年間保存しなければならない。 

 

３－３．特定事象 

特例措置は、３－３－１に定める時点から３－３－２に定める時点までの間、

OBD検査を行う場合に限り適用することができる。 

３－３－１．特例措置の開始時点 

特例措置の開始時点は、以下の（１）又は（２）のいずれかとする。 

（１）OBD検査用サーバーのアップデート等によりシステムを使用できなくなる

ため特例措置を適用可能な期間として、機構が OBD 検査ポータルに掲載し

た当該期間の開始時点。 

（２）その他指定自動車整備事業者の責に帰すべきでない事由により OBD 検査

を実施することができない事象の発生を機構が認めた時点。 

３－３－２．特例措置の終了時点 

 特例措置の終了時点は、３－３－１（１）又は（２）の別に応じ、それぞれ以

下の（１）又は（２）のとおりとする。 

（１）３－３－１（１）の機構が定める期間の終了日時 

（２）３－３－１（２）の事象の終了を機構が認めた時点 

 

４．特例措置 

４－１．特例措置の内容 

 本要領の３．に定めるところにより特例措置を適用する場合には、細目告示別

添 124の４.の「独立行政法人自動車技術総合機構が指定する方法により、継続

検査用 OBD の必要な情報を読み出した結果、次の表の左欄に掲げる装置の種類

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当するものは、本技術基準に適合

しないものとする。」とあるのは、異常を示すテルテールが点灯又は点滅してい

ないことにより、同表の右欄に掲げる不適合要件には該当しないものと解し、同

別添に定める技術基準に適合するものとして取り扱って差し支えない。 

 

４－２．特例措置を適用した場合の指定整備記録簿の記載等 

特例措置を適用し、完成検査を実施した場合における指定整備記録簿の記 

載等は以下のとおりとする。 

 

○「OBD検査結果」欄の「良」に○印を記載するとともに、「走行テスト等の

方法と結果」欄にテルテール点灯状況（点灯又は点滅していないこと）の
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7 

 

確認結果を記載すること。 

【記載例】：「走行テスト等の方法と結果」欄 

       OBD検査特例適用 

       確認日：令和●年●月●日 ○〇時○〇分  テルテール点灯・点滅なし 

 

  ○テルテールの点灯状況について写真又は動画で記録すること。この際、撮

影日時がわかるもの（時計等）を当該写真又は動画内にあわせて記録して

おくこと。 

 

附 則（令和６年３月 28日付け国自基第 221号、国自整第 270号） 

この通達は、令和６年 10月１日から施行する。 
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(参考) 特例措置適用判断の流れ 

 

特定 DTC 照会アプリで次の事象が発生した場合には、フローに沿って確認してください。 

① 特定 DTC 照会アプリが起動しない。 

② 特定 DTC 照会アプリにログインができない。 

③ 車両情報を手入力する際にエラーが発生する。 

④ 「検査要否確認」選択後にエラーは発生する。 

⑤ OBD 検査の「実行」ができない。 

 

上記事象が発生 

 

検査車両とスキャンツールはしっかりと接続さ

れているか〔VCIの接続等〕 

 

事業場の PC、Wi-Fi等に異常がないか 

〔接続状況の確認等〕 

 

OBD検査用サーバは正常に稼働しているか 

〔機構 HP又はコールセンターに確認する〕 

 

 

事業場がある地域で停電が発生していないか（停電に

よるインターネットの不通） 

〔電気事業者に確認する〕 

 

 

事業場がある地域でインターネット通信の不通が発

生していないか 

〔電気通信事業者に確認をする〕 

 

 

 

 

 

  

正常稼働している 

特 例 措 置 適 用 
特例措置は適用できない 

〔事業場の通信機器の再確認〕 

稼働していない 

不通発生確認 

いいえ 

はい 

しっかりと接続し、再度やり直す 

正常稼働している 

正常稼働している 

不通発生確認 

いいえ 

PC、Wi-Fi 等の異常を解消する 

はい 
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通信・電力障害発生時の確認記録 

 

作成日：令和●年●月●日 

●●自動車整備工場 

 

□ 通信・電力障害の発生を認識した日時 

（記載例） 

・令和●年●月●日 ●時●分  

 

□ 通信・電力障害の確認方法 

（記載例） 

・通信会社（●●株式会社）のホームページより確認 

・電力会社（●●株式会社）のコールセンターに確認 

 

□ 通信・電力障害の発生を確認した日時 

（記載例） 

・令和●年●月●日 ●時●分 

 

□ 通信・電力障害の発生を確認した担当者名 

（記載例） 

・国土 太郎 （自社自動車検査員） 

・交通 次郎 （自社事務員） 

 

□ 通信会社・電力会社のホームページの写し（あれば添付） 

 

 

別紙（様式例） 
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国自整第９８号の２ 

令和６年７月３０日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

国土交通省 物流・自動車局    

自動車整備課長  

（公印省略）  

 

 

特定 DTC 照会アプリのアップデート時にエラーが発生した場合の 

取扱細則について 

 

 

 標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局

運輸部長あて通達しましたので、了知いただくとともに、傘下会員に対し周知をお願

いいたします。 
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国 自 整 第 ９ ８ 号 

令和６年７月３０日 

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

物流・自動車局    

自動車整備課長  

（公印省略）  

 

 

特定 DTC 照会アプリのアップデート時にエラーが発生した場合の 

取扱細則について 

 

 

 （独）自動車技術総合機構 OBD 情報・技術センターでは、特定 DTC 照会アプリの機

能改善等のため、定期的に当該アプリのアップデートを行っている。このアップデー

トは、特定 DTC 照会アプリを使用しようとする際に自動的に行われるが、一部の端末

においてエラーが発生し、アップデートできなかった事案が報告されている。 

このような場合には、通常、OBD 情報・技術センターが設置する OBD 検査コールセ

ンターに問い合わせ、同センターのガイダンスに従ってエラーの解消手順（例：特定

DTC 照会アプリを一度アンインストールして再度インストールする）を行うことによ

り、OBD 検査を実施できるようになるが、それまでの間は OBD 検査を実施できず、保

安基準適合証を交付できないことは、指定自動車整備事業者にとって大きな負担とな

る。 

 これらの事情に鑑み、今般、「OBD 検査用サーバーに接続できない場合の特例措置の

実施要領について」（令和６年３月 28 日国自基第 221 号、国自整第 270 号）の規定に

基づき、同通達２－１（３）の事象に該当する特定 DTC 照会アプリのアップデート時

のエラーが発生した場合の取扱いを別添のとおり「特定 DTC 照会アプリのアップデー

ト時にエラーが発生した場合の取扱細則」に定めたので、了知されるとともに、遺漏

なきよう取り扱われたい。 

 また、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長、（独）自動車技術総合機構理

事長及び軽自動車検査協会理事長あて別添のとおり通知したので申し添える。 
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別添 

特定 DTC 照会アプリのアップデート時にエラーが発生した場合の取扱細則 

 

１．用語の定義 

この細則の用語は、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）、道路運送車両法施

行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）、道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令

第 67 号）、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示

第 619 号）及び「OBD 検査用サーバーに接続できない場合の特例措置の実施要領につ

いて」（令和６年３月 28 日国自基第 221 号、国自整第 270 号。以下「実施要領」とい

う。）に定めるほか、次の各号に定めるところによる。 

（１）「アップデート」とは、（独）自動車技術総合機構（以下「機構」という。）が行

う特定 DTC 照会アプリのアップデートをいう。 

（２）「アップデートエラー」とは、本来、自動で行われる特定 DTC 照会アプリのア

ップデートが、何らかの理由により適切に行われず、特定 DTC 照会アプリを使用で

きない状態となることをいう。 

 

２．特定 DTC 照会アプリのアップデートエラーが発生した場合の特例措置 

（１）OBD 検査コールセンターへの連絡 

  指定自動車整備事業者は、特定 DTC 照会アプリのアップデートエラーが発生した

場合には、機構が設置する OBD 検査コールセンター（以下単に「コールセンター」

という。）に連絡し、解消方法等に関するガイダンスを受けることができる。 

（２）特例措置の適用 

  コールセンターは、指定自動車整備事業者から（１）の連絡を受けた場合には、

同日中は実施要領２－１（３）の事象として特例措置を適用して差し支えない（即

ち、同日中は警告灯により合否判定を行って差し支えない）ことを伝えるものとし、

その結果連絡者から措置を適用する意思が確認された場合は、当該指定自動車整備

事業者の名称、管轄運輸支局等、指定番号、連絡者名及び連絡先並びに連絡を受け

た日時を記録した上で、機構が定める「特例番号」を伝えるものとする。 

（３）特例措置を適用する場合の記録事項 

  指定自動車整備事業者は、機構から「特例番号」を受領した同日中は実施要領２

－１（３）の事象として特例措置を適用することができる。この場合において、特

例措置を適用した場合の指定整備記録簿の記載等は、実施要領４－２に定めるとこ

ろによるほか、「特例番号」を記載するものとする。 

（４）同日中にアップデートエラーを解消できない場合の措置 

  指定自動車整備事業者は、コールセンターに連絡をした同日中にアップデートエ

ラーが解消されなかった場合には、再度、コールセンターに連絡することにより、

新たな「特例番号」を受領することができる。 

（５）コールセンター対応時間外の措置 

  コールセンターの対応時間外にアップデートエラーが発生し、解消される前に
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OBD 検査を実施する場合には、指定自動車整備事業者は、（１）から（３）までの規

定にかかわらず、特例措置を適用することができる。この場合において、当該指定

自動車整備事業者は、コールセンターの業務開始後速やかに、コールセンターへ連

絡し、「特例番号」を受領するものとする。また、コールセンターに連絡したことを

確認できる記録（別紙様式例を参照）を作成し、指定整備記録簿に添付し２年間保

存するものとする。この場合、コールセンターへの連絡記録をもって指定整備記録

簿へ「特例番号」の記載は不要とする。 

 

３．機構から国への情報提供 

 機構は、「特例番号」の交付状況について、毎月始めに前月分を国土交通本省へ情報

提供するものとする。 
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コールセンターへの連絡記録 

 

作成日：令和●年●月●日 

●●自動車整備工場 

 

□アップデートエラーが発生した日時 

 （記載例） 

 令和●年●月●日 ●時●分 

 

□コールセンターに連絡した日時 

 （記載例） 

 令和●年●月●日 ●時●分、●●（連絡者名） 

 令和●年●月▲日 ▲時▲分、●●（連絡者名） 

 

□受領した特例番号 

 （記載例） 

 UD41-240625-11 

 UD41-240626-11 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

 ※特例番号を複数受領した場合は、受領した全ての特例番号を記載すること。 

 

別紙（様式例） 
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道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を

付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ

れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
特
定
整
備
の
定
義
）

（
特
定
整
備
の
定
義
）

第
三
条

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
特
定
整
備
と
は
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
以
下
「
分
解
整
備
」
と
い
う
。）又
は
第
八
号
若
し
く
は
第
九
号
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
電
子
制
御
装
置

整
備
」
と
い
う
。）を
い
う
。

第
三
条

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
特
定
整
備
と
は
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
以
下
「
分
解
整
備
」
と
い
う
。）又
は
第
八
号
若
し
く
は
第
九
号
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
電
子
制
御
装
置

整
備
」
と
い
う
。）を
い
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

動
力
伝
達
装
置
の
ク
ラ
ッ
チ
（
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
ク
ラ
ッ
チ
を
除
く
。）、
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、

プ
ロ
ペ
ラ
・
シ
ャ
フ
ト
、
デ
フ
ァ
レ
ン
シ
ャ
ル
又
は
ド
ラ
イ
ブ
・
シ
ャ
フ
ト
を
取
り
外
し
て
行
う
自
動
車
の

整
備
又
は
改
造

二

動
力
伝
達
装
置
の
ク
ラ
ッ
チ
（
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
ク
ラ
ッ
チ
を
除
く
。）、
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、

プ
ロ
ペ
ラ
・
シ
ャ
フ
ト
又
は
デ
フ
ァ
レ
ン
シ
ャ
ル
を
取
り
外
し
て
行
う
自
動
車
の
整
備
又
は
改
造

三
〜
九

（
略
）

三
〜
九

（
略
）

（
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
の
遵
守
事
項
）

（
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二

法
第
九
十
一
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
十
二
条
の
二
の
二

法
第
九
十
一
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六

電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
必
要

な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

六
の
二

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
が
搭
載
さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
点
検
又
は
整
備
の
作
業
を
行
う
事
業
場
に

あ
つ
て
は
、
み
だ
り
に
当
該
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
に
充
塡
さ
れ
て
い
る
フ
ロ
ン
類
（
フ
ロ
ン
類
の
使
用

の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
フ
ロ
ン
類
を
い
う
。）を
大
気
中
に
放
出
し
な
い
こ
と
。

（
新
設
）

六
の
三

検
査
整
備
用
電
子
情
報
処
理
組
織
（
車
載
式
故
障
診
断
装
置
の
診
断
の
結
果
を
活
用
し
て
自
動
車
が

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
確
認
を
行
う
た
め
、
機
構
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し

た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
す
る
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
当
該
検
査
整

備
用
電
子
情
報
処
理
組
織
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
新
設
）

六
の
四

検
査
整
備
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
当
該
検
査
整
備
用
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
す
る
と

き
は
、
正
確
な
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
国
土
交
通
省
令
第
二
十
三
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
第
九
十
一
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫
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（
削
る
）

九

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
が
搭
載
さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
点
検
又
は
整
備
の
作
業
を
行
う
事
業
場
に
あ
つ

て
は
、
み
だ
り
に
当
該
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
に
充
塡
さ
れ
て
い
る
フ
ロ
ン
類
（
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合

理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

フ
ロ
ン
類
を
い
う
。）を
大
気
中
に
放
出
し
な
い
こ
と
。

九

（
略
）

十

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

改

正

後

改

正

前

（
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
の
遵
守
事
項
）

（
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二

法
第
九
十
一
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
十
二
条
の
二
の
二

法
第
九
十
一
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
六
の
四

（
略
）

一
〜
六
の
四

（
略
）

七

事
業
場
ご
と
に
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
次
の
イ
か

ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
場
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人

に
特
定
整
備
及
び
法
第
九
十
一
条
の
特
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
に
関
す
る
事
項
を
統
括
管
理
さ
せ
る
こ
と

（
自
ら
統
括
管
理
す
る
場
合
を
含
む
。）。
た
だ
し
、
当
該
事
項
を
統
括
管
理
す
る
者
（
以
下「
整
備
主
任
者
」

と
い
う
。）は
、
他
の
事
業
場
の
整
備
主
任
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

七

事
業
場
ご
と
に
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
特
定
整
備
に
従
事
す
る
従
業
員
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
次
の
イ
か

ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
場
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人

に
特
定
整
備
及
び
法
第
九
十
一
条
の
特
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
に
関
す
る
事
項
を
統
括
管
理
さ
せ
る
こ
と

（
自
ら
統
括
管
理
す
る
場
合
を
含
む
。）。
た
だ
し
、
当
該
事
項
を
統
括
管
理
す
る
者
（
以
下「
整
備
主
任
者
」

と
い
う
。）は
、
他
の
事
業
場
の
整
備
主
任
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

イ

分
解
整
備
を
行
う
事
業
場
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
業
場
の

区
分
に
応
じ
、
当
該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
者

イ

分
解
整
備
を
行
う
事
業
場
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
一
級
又
は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能

検
定
に
合
格
し
た
者

原
動
機
を
対
象
と
す
る
分
解
整
備
を
行
う
事
業
場
（

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
検
定
規
則
の
規

定
に
よ
る
一
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
又
は
二
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
の
技
能
検
定
に
合
格
し

た
者原

動
機
を
対
象
と
す
る
分
解
整
備
を
行
う
事
業
場
で
あ
つ
て
、
対
象
と
す
る
自
動
車
が
二
輪
の
小
型

自
動
車
の
み
で
あ
る
も
の

検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
一
級
又
は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定

に
合
格
し
た
者

原
動
機
を
対
象
と
す
る
分
解
整
備
を
行
わ
な
い
事
業
場
（

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
検
定
規
則

の
規
定
に
よ
る
一
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
若
し
く
は
二
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
の
技
能
検
定

に
合
格
し
た
者
又
は
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
に

合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
講
習
を
修
了
し
た
者

原
動
機
を
対
象
と
す
る
分
解
整
備
を
行
わ
な
い
事
業
場
で
あ
つ
て
、
対
象
と
す
る
自
動
車
が
二
輪
の

小
型
自
動
車
の
み
で
あ
る
も
の

検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
一
級
若
し
く
は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の

技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
又
は
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
技

能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
講
習
を
修
了
し
た
者

ロ

電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
一
級

自
動
車
整
備
士
（
総
合
）、
二
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）、
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
又
は

自
動
車
電
気
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者

ロ

電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
一
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能

検
定
に
合
格
し
た
者
又
は
一
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
、
二
級
の
自
動
車
整
備
士
、
自
動
車
車
体
整
備
士
若

し
く
は
自
動
車
電
気
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
電
子
制
御
装
置
整
備
に
必
要
な

知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局
長
が
行
う
講
習
を
修
了
し
た
者

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年
国
土
交
通
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
二
の
二
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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ハ

分
解
整
備
及
び
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場

次
の

又
は

に
掲
げ
る
事
業
場
の
区
分
に
応

じ
、
当
該

又
は

に
定
め
る
者

ハ

分
解
整
備
及
び
電
子
制
御
装
置
整
備
を
行
う
事
業
場

一
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し

た
者
又
は
一
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
若
し
く
は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ

つ
て
電
子
制
御
装
置
整
備
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局
長
が

行
う
講
習
を
修
了
し
た
者

原
動
機
を
対
象
と
す
る
分
解
整
備
を
行
う
事
業
場

検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
一
級
自
動
車
整
備
士

（
総
合
）
又
は
二
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者

原
動
機
を
対
象
と
す
る
分
解
整
備
を
行
わ
な
い
事
業
場

検
定
規
則
の
規
定
に
よ
る
一
級
自
動
車
整

備
士
（
総
合
）
若
し
く
は
二
級
自
動
車
整
備
士
（
総
合
）
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
又
は
検
定
規
則

の
規
定
に
よ
る
自
動
車
車
体
・
電
子
制
御
装
置
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
国
土
交

通
大
臣
が
定
め
る
講
習
を
修
了
し
た
者

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
届
出
書
に
は
、
同
項
第
三
号
の
者
が
第
一
項
第
七
号
本
文
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す

る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
届
出
書
に
は
、
同
項
第
三
号
の
者
が
一
級
若
し
く
は
二
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
（
第
一
項

第
七
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
業
場
に
あ
つ
て
は
、
一
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
（
一
級
二
輪
自
動
車

整
備
士
の
技
能
検
定
を
除
く
。）に
限
る
。）に
合
格
し
た
こ
と
又
は
電
子
制
御
装
置
整
備
に
必
要
な
知
識
及
び
技

能
に
つ
い
て
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局
長
が
行
う
講
習
を
修
了
し
た
こ
と
（
前
項
第
三
号
の
者
が
第

一
項
第
七
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
業
場
の
統
括
管
理
業
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。）を
証
す
る
書
面
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 
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国自整第２７３号の２ 
令和６年３月２８日 

 
 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 
 
 
 

    国土交通省物流・自動車局長 
（公印省略） 

 
 
  「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正につい

て 

 

 
 
 標記について、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に対し通知しま

したので、お知らせします。 
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別添 

国自整第２７３号 
令和６年３月２８日 

 
各地方運輸局長 殿 
沖縄総合事務局長 殿 

 
 
 

    物流・自動車局長   
    

 
  「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正につい

て 
 
 
 今般、道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）の一部を改正する省

令（令和６年国土交通省令第 23 号）により、自動車特定整備事業者の遵守事項に検

査整備用電子情報処理組織の使用に関する規定が追加された。 
 これを受け、「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」（平成 18 年

３月２日付、国自整第 126 号）について、別紙新旧対照表のとおり改正したので了知

されたい。 
なお、関係団体には別添のとおり通知したので申し添える。 
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「
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
」
（
平
成

18
年

3
月

2
日
付
け
、
国
自
整
第

12
6
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
 

新
旧
対
照
表
 

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

新
 

旧
 

 
各
地
方
運
輸
局
長
 
 
殿
 

  
沖
縄
総
合
事
務
局
長
 
殿
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
物
流
・
自
動
車
局
長
 

  

自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
 

 自
動
車
特
定
整
備
事
業
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
及
び
優
良
自
動
車
整
備
事
業
に
対
す
る
事
業
者

監
査
等
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
法
令
違
反
に
つ
い
て
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１

８
５
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
９
２
条
、
第
９
３
条
、
第
９
４
条
、
第
９
４
条
の
３
、
第
９
４

条
の
４
及
び
第
９
４
条
の
８
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
処
分
等
の
基
準
を
別
添
の
よ
う
に
定
め
た
の

で
、
今
後
、
地
方
運
輸
局
長
（
沖
縄
総
合
事
務
局
長
を
含
む
。）

が
管
下
の
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対

し
行
政
処
分
等
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
基
準
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。
 

 
な
お
、「

自
動
車
分
解
整
備
事
業
者
及
び
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の

実
施
要
領
に
つ
い
て
」（

平
成
１
２
年
２
月
２
９
日
付
け
自
整
第
３
３
号
）
は
、
平
成
１
８
年
３
月
３

１
日
限
り
で
廃
止
す
る
。
 

  （
別
添
）
 

 

行
政
処
分
等
の
基
準
 

 １
～
５
 
（
略
）
 

 ６
 
そ
の
他
 

(1
) 

（
略
）
 

(2
) 

行
政
処
分
の
公
表
 

各
地
方
運
輸
局
長
 
 
殿
 

  
沖
縄
総
合
事
務
局
長
 
殿
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自
動
車
局
長
 

  

自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
 

 自
動
車
特
定
整
備
事
業
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
及
び
優
良
自
動
車
整
備
事
業
に
対
す
る
事
業
者

監
査
等
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
法
令
違
反
に
つ
い
て
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１

８
５
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
９
２
条
、
第
９
３
条
、
第
９
４
条
、
第
９
４
条
の
３
、
第
９
４

条
の
４
及
び
第
９
４
条
の
８
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
処
分
等
の
基
準
を
別
添
の
よ
う
に
定
め
た
の

で
、
今
後
、
地
方
運
輸
局
長
（
沖
縄
総
合
事
務
局
長
を
含
む
。）

が
管
下
の
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対

し
行
政
処
分
等
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
基
準
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。
 

 
な
お
、「

自
動
車
分
解
整
備
事
業
者
及
び
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の

実
施
要
領
に
つ
い
て
」（

平
成
１
２
年
２
月
２
９
日
付
け
自
整
第
３
３
号
）
は
、
平
成
１
８
年
３
月
３

１
日
限
り
で
廃
止
す
る
。
 

  （
別
添
）
 

 

行
政
処
分
等
の
基
準
 

 １
～
５
 
（
略
）
 

 ６
 
そ
の
他
 

①
 
（
略
）
 

②
 
行
政
処
分
の
公
表
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新
 

旧
 

道
路
運
送
車
両
法
第
１
０
３
条
の
規
定
に
基
づ
く
聴
聞
結
果
に
よ
る
同
法
第
９
３
条
、
第
９

４
条
第
４
項
、
第
９
４
条
の
４
第
４
項
又
は
第
９
４
条
の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
及
び

同
法
第
９
２
条
又
は
第
９
４
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
関
し
て
は
、
名
あ
て
人
と

な
る
べ
き
自
動
車
整
備
事
業
者
等
の
事
業
場
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
及
び
運
輸

支
局
の
掲
示
板
に
公
示
す
る
と
と
も
に
、
国
土
交
通
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
国
土
交
通
省
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
情
報
等
検
索
サ
イ
ト
」
へ
の
掲
載
並
び
に
広
報
資
料
の
配
布
等
に
よ
り
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。
 

ま
た
、
地
方
運
輸
局
等
は
、
Ｏ
Ｂ
Ｄ
検
査
（
Ｏ
Ｂ
Ｄ
確
認
を
含
む
）
実
施
事
業
者
に
対
し
行
政

処
分
等
を
行
い
、
利
用
者
登
録
の
停
止
等
の
措
置
が
必
要
な
場
合
は
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車

技
術
総
合
機
構
へ
そ
の
旨
を
情
報
提
供
す
る
こ
と
。
 

(3
) 

公
表
方
法
 

事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
を
行
っ
た
場
合
の
「
国
土
交
通
省
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
情
報
等
検
索
サ

イ
ト
」
等
へ
の
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
及
び
内
容
等
を
参
考
に
行
う
こ
と
。
 

  
  
1．

公
表
す
る
行
政
処
分
 

  
  
  
①
 自

動
車
特
定
整
備
事
業
の
認
証
の
取
消
 

  
  
  
②
 自

動
車
特
定
整
備
事
業
の
停
止
 

  
  
  
③
 指

定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
の
取
消
 

  
  
  
④
 保

安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
停
止
 

  
  
  
⑤
 自

動
車
検
査
員
の
解
任
命
令
 

  
  
  
⑥
 優

良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
認
定
の
取
消
 

  
  
  
⑦
 事

業
改
善
命
令
 

  
  
  
⑧
 是

正
命
令
措
置
 

  
  
2．

公
表
す
る
内
容
 

  
  
  
①
 処

分
年
月
日
 

  
  
  
②
 事

業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
市
区
町
村
ま
で
）
 

  
  
  
③
 事

業
者
の
法
人
番
号
（
個
人
を
除
く
。
）
 

  
  
  
④
 事

業
場
の
名
称
及
び
所
在
地
（
市
区
町
村
ま
で
）
 

  
  
  
⑤
 行

政
処
分
の
種
類
 

  
  
  
⑥
 主

な
違
反
条
項
 

  
  
  
⑦
 違

反
行
為
の
概
要
 

  
  
3．

公
示
及
び
国
土
交
通
省
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
情
報
等
検
索
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
の
期
間
 

  
  
  
①
 公

示
 

こ
の
通
達
に
基
づ
く
行
政
処
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
処
分
を
受
け
た
事
業
者
の
名
称
及
び
処

分
内
容
等
を
「
自
動
車
整
備
事
業
の
監
査
方
針
に
つ
い
て
」
（
平
成
１
４
年
５
月
１
４
日
付
け

国
自
整
第
１
０
号
）
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
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新
 

旧
 

  
  
  
  
ⅰ
 
処
分
の
日
か
ら
６
ケ
月
間
を
超
え
な
い
期
間
（
停
止
処
分
を
除
く
。
）
 

  
  
  
  
ⅱ
 
停
止
処
分
に
あ
っ
て
は
、
停
止
処
分
期
間
 

  
  
  
②
 国

土
交
通
省
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
情
報
等
検
索
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
 

  
  
  
  
行
政
処
分
年
月
日
よ
り
５
年
間
 

(4
)地

方
運
輸
局
間
に
お
け
る
情
報
提
供
 

  
  
 
地
方
運
輸
局
は
、
(2
) 
に
よ
り
公
表
等
を
行
っ
た
処
分
の
概
要
等
を
別
紙
に
よ
り
本
省
へ
電

子
メ
ー
ル
で
報
告
す
る
と
と
も
に
、
他
の
地
方
運
輸
局
に
も
電
子
メ
ー
ル
で
情
報
を
提
供
す
る

こ
と
。
 

  
附
則
 
（
略
）
 

 

附
則
（
令
和
６
年
３
月

28
日
付
け
 
国
自
整
第

27
3
号
）
 

 
１
 
こ
の
通
達
は
、
令
和
６
年

10
月
１
日
以
降
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
適
用
す
る
。
 

  
 
２
 
こ
の
通
達
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
対
す
る
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

  
別
表
１
～
２
（
略
）
 

 
別
紙
 
下
段
に
記
載
 

 

           
附
則
 
（
略
）
 

 

（
新
設
）
 

     
別
表
１
～
２
（
略
）
 

 
（
新
設
）
 

  

  
 

- 66 -



別
紙
 

行
 政

 処
 分

 整
 備

 事
 業

 者
 の

 概
 況

 等
 

運
輸
局
 

事
 業

 場
 の

 

 

名
称
及
び
住
所
 

認
 証

 番
 号

 

 

及
び
年
月
日
 

業
 
態
 
別
 

監
 
査
 

処
 
分
 
内
 
容
 

違
 
反
 
条
 
文
 

専 業 

デ □ □ ラ □ 

組 合 

計 画 

特 別 

年
 
 
月
 
 
日
 

区
 
分
 

 

指
 定

 番
 号

 

 

及
び
年
月
日
 

指
 
定
 

認
 
証
 

 
認
証
番
号
 

   

年
 
月
 
日
 

 

 

 

年   月   日 

年   月   日 

処
 
分
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 

（
決
 
裁
 
日
）
 

 解
 
任
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 

 聴
 
聞
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 

取
 
消
 

取
 
消
 

停
止
  

日
 

停
止
  

日
 

指
定
番
号
 

   

年
 
月
 
日
 

解
任
  

人
 

解
任
  

人
 

※
氏
 
名
 

生
年
月
日
 

教
習
修
了
番
号
 

 
 

 

是
 
正
 

改
 
善
 

 
 

 

 
 

 

１
．
監
査
の
動
機
及
び
そ
の
内
容
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３
．
違
反
発
見
の
概
要
 

   ２
．
違
反
の
概
要
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４
．
違
反
点
数
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５
．
そ
の
他
（
参
考
事
項
）
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国自整第２７４号の２ 
令和６年３月２８日 

 
 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 
 
 
 

    国土交通省物流・自動車局 
自動車整備課長    
（公印省略）    

 
 
  「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いにつ

いて」の一部改正について 

 

 
 
 標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局

運輸部長に対し通知しましたので、お知らせします。 
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別添 

国自整第２７４号 
令和６年３月２８日 

 
各地方運輸局長 殿 
沖縄総合事務局長 殿 

 
 
 

    物流・自動車局自動車整備課長    
   

 
  「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いにつ

いて」の一部改正について 
 
 
 
 今般、道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）の一部を改正する省

令（令和６年国土交通省令第 23 号）により、自動車特定整備事業者の遵守事項に検

査整備用電子情報処理組織の使用に関する規定が追加された。 
 これを受け、「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱

いについて」（平成 18 年３月２日付、国自整第 127 号）について、別紙新旧対照表の

とおり改正したので了知されたい。 
なお、関係団体には別添のとおり通知したので申し添える。 
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 「
「
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成

18
年

3
月

2
日
付
け
、
国
自
整
第

12
7
号
）
 

の
一
部
改
正
に
つ
い
て
 
新
旧
対
照
表
 

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

新
 

旧
 

 
各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
 
殿
 

  
沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
物
流
・
自
動
車
局
自
動
車
整
備
課
長
 

  「
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
い
に
つ
い
て
 

 自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
及
び
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る

行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
は
、「

自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い

て
」（

平
成

18
年
３
月
２
日
付
け
国
自
整
第

12
6
号
）（

以
下
「
処
分
基
準
通
達
」
と
い
う
。）

に
お

い
て
示
さ
れ
、
平
成

18
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
細

部
取
扱
い
を
下
記
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
今
後
、
本
取
扱
い
に
よ
り
適
切
に
処
理
さ
れ
た
い
。
 

 

記
 

 １
～
６
（
略
）
 

附
則
（
平
成

20
年
４
月

24
日
付
け
 
国
自
整
第

16
号
）
 

１
．
こ
の
通
達
は
、
平
成

20
年
５
月
１
日
以
降
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
適
用
す
る
。
 

た
だ
し
、
次
の
改
正
規
定
は
平
成

20
年
８
月
１
日
以
降
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
適
用

す
る
。
 

(1
)～

(4
)④

 
（
略
）
 

⑤
法

91
条
の

3［
則

62
条
の

2
の

2 
-1

項
-4
］
の
改
正
規
定
（
備
考
欄
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
 

⑥
法

91
条
の

3［
則

62
条
の

2
の

2 
-1

項
-7
］
に
「
③
整
備
主
任
者
の
分
解
整
備
等

に
関
す
る
統
括
管
理
不
備
」
を
加
え
る
改
正
規
定
 

⑦
法

91
条
の

3［
則

62
条
の

2
の

2 
-1

項
-9
］
を
加
え
る
改
正
規
定
 

 
 
 
 
(5
)～

２
．
（
略
）
 

 

各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
 
殿
 

  
沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自
動
車
局
整
備
課
長
 

  「
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
い
に
つ
い
て
 

 自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
及
び
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る

行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
は
、「

自
動
車
整
備
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い

て
」（

平
成

18
年
３
月
２
日
付
け
国
自
整
第

12
6
号
）（

以
下
「
処
分
基
準
通
達
」
と
い
う
。）

に
お

い
て
示
さ
れ
、
平
成

18
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
細

部
取
扱
い
を
下
記
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
今
後
、
本
取
扱
い
に
よ
り
適
切
に
処
理
さ
れ
た
い
。
 

 

記
 

 １
～
６
（
略
）
 

附
則
（
平
成

20
年
４
月

24
日
付
け
 
国
自
整
第

16
号
）
 

１
．
こ
の
通
達
は
、
平
成

20
年
５
月
１
日
以
降
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
適
用
す
る
。
 

た
だ
し
、
次
の
改
正
規
定
は
平
成

20
年
８
月
１
日
以
降
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
適
用

す
る
。
 

(1
)～

(4
)④

 
（
略
）
 

⑤
法

91
条
の

3［
則

62
の

2
の

2
条

1-
4］

の
改
正
規
定
（
備
考
欄
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
 

⑥
法

91
条
の

3［
則

62
の

2
の

2
条

1-
5］

に
「
③
整
備
主
任
者
の
分
解
整
備
等
に

関
す
る
統
括
管
理
不
備
」
を
加
え
る
改
正
規
定
 

⑦
法

91
条
の

3［
則

62
の

2
の

2
条

1-
8］

を
加
え
る
改
正
規
定
 

 
 
 
 
(5
)～

２
．
（
略
）
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新
 

旧
 

附
則
（
平
成

23
年
３
月

25
日
付
け
 
国
自
整
第

13
8
号
）
（
略
）
 

附
則
（
平
成

28
年
３
月

28
日
付
け
 
国
自
整
第

43
0
号
）
（
略
）
 

 附
則
（
令
和
２
年
４
月
１
日
付
け
 
国
自
整
第
１
号
）
 

１
．
こ
の
通
達
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
以
降
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
適
用
す
る
。
た
だ
し
、

別
表
１
中
、
違
反
条
項
欄
「
則
第

62
条
の

2
の

2 
-１

項
-9
」
中
の
備
考
欄
の
「
不
正
改

造
の
実
施
を
依
頼
等
し
た
場
合
又
は
ペ
ー
パ
ー
車
検
若
し
く
は
不
正
改
造
状
態
で
車
検

を
依
頼
等
し
た
場
合
」
及
び
違
反
条
項
欄
「
法
第

94
 
条
の
５
」
に
掲
げ
る
処
分
に
つ
い

て
は
、
令
和
２
年
７
月
１
日
以
降
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
適
用
す
る
。
 

２
．
（
略
）
 

 

附
則
（
令
和
６
年
３
月

28
日
付
け
 
国
自
整
第

27
4
号
）
 

 
１
．
こ
の
通
達
は
、
令
和
６
年

10
月
１
日
以
降
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
適
用
す
る
。
 

  
 
２
．
こ
の
通
達
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

     

附
則
（
平
成

23
年
３
月

25
日
付
け
 
国
自
整
第

13
8
号
）
（
略
）
 

附
則
（
平
成

28
年
３
月

28
日
付
け
 
国
自
整
第

43
0
号
）
（
略
）
 

 附
則
（
令
和
２
年
４
月
１
日
国
自
整
第
１
号
）
 

１
．
こ
の
通
達
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
以
降
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
適
用
す
る
。
た
だ
し
、

別
表
１
中
、
違
反
条
項
欄
「
則
第

62
 の

２
の
２
条
１
-1
0」

中
の
備
考
欄
の
「
不
正
改
造

の
実
施
を
依
頼
等
し
た
場
合
又
は
ペ
ー
パ
ー
車
検
若
し
く
は
不
正
改
造
状
態
で
車
検
を

依
頼
等
し
た
場
合
」
及
び
違
反
条
項
欄
「
法
第

94
 
条
の
５
」
に
掲
げ
る
処
分
に
つ
い
て

は
、
令
和
２
年
７
月
１
日
以
降
に
行
わ
れ
た
違
反
行
為
に
適
用
す
る
。
 

２
．
（
略
）
 

 

（
新
設
）
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新
 

旧
 

別
表
１
 
自
動
車
特
定
整
備
事
業
に
係
る
違
反
点
数
表
 

 

違
反
条
項
 

違
反
事
項
 

具
体
的
違
反
事
例
 

違
反
点
数
 

備
 

考
 

法
第

29
条
 

～
 

法
第

91
条

の
2[
則
第

57
条
 
] 

（
略
）
 

法
第

91
条

の
3 
[則

第

62
条
の

2
の

2 
-1

項
-1
] 
 

（
略
）
 

 
 

 

法
第

91
条

の
3 
[則

第

62
条
の

2
の

2 
-1

項
-2
] 

（
略
）
 

 
 

 

法
第

91
条

の
3 
[則

第

62
条
の

2
の

2 
-1

項
-3
] 

（
略
）
 

 
 

 

法
第

91
条

の
3 
[則

第

62
条
の

2
の

2 
-1

項
-4
]

法
第

99
条

の
2 

（
略
）
 

 
 

 

法
第

91
条

の
3 
[則

第

62
条
の

2
の

2 
-1

項
-5
] 

（
略
）
 

 
 

 

法
第

91
条

の
3 
[則

第

62
条
の

2
の

2 
-1

項
-6
] 

・
エ
ー
ミ
ン

グ
作
業
の
不

適
切
 

（
略
）
 

 
 

法
第

91
条

の
3 
[則

第

62
条
の

2
の

2 
-1

項
-6

・
フ

ロ
ン

類

放
出
違
反
 

・
フ
ロ
ン
類
放
出
禁
止
違

反
 

３
点
 

 

別
表
１
 
自
動
車
特
定
整
備
事
業
に
係
る
違
反
点
数
表
 

 

違
反
条
項
 

違
反
事
項
 

具
体
的
違
反
事
例
 

違
反
点
数
 

備
 

考
 

法
第

29
条
 

～
 

法
第

91
条

の
2[
則
第

57
条
] 

 

法
第

91
条

の
3 
[則

第

62
の

2
の

2

条
1-
1]
  

（
略
）
 

 
 

 

 [
則
第

62

の
2
の

2
条

1-
2]
 

 

（
略
）
 

 
 

 

 [
則
第

62

の
2
の

2
条

1-
3]
 

 

（
略
）
 

 
 

 

 [
則
第

62

の
2
の

2
条

1-
4]
法
第

99

条
の

2 

  

（
略
）
 

 
 

 

法
第

91
条

の
3 
[則

第

62
の

2
の

2

条
1-
5]
 

（
略
）
 

 
 

 

法
第

91
条

の
3 
[則

第

62
の

2
の

2

条
1-
6]
 

エ
ー
ミ
ン
グ

作
業
の
不
適

切
 

（
略
）
 

 
 

（
新
設
）
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新
 

旧
 

の
2]
 

 法
第

91
条

の
3[
則
第

62
条
の

2
の

2 
-1

項
-6

の
3]
 

 

・
検

査
整

備

用
電

子
情

報

処
理

組
織

の

安
全

性
確

保

違
反
 

 

検
査
整
備
用
電
子
情
報
処

理
組
織
へ
の
接
続
に
必
要

な
識
別
符
号
の
不
正
な
使

用
 

     

３
点
 

       

 

次
に
掲
げ
る
も
の
を
含

む
 

・
識
別
符
号
を
当
該
事

業
場
以
外
の
者
に
提
供

し
使
用
さ
せ
た
場
合
 

・
他
の
事
業
場
の
識
別

符
号
を
使
用
し

OB
D
検

査
又
は

OB
D
確
認
を
実

施
し
た
場
合
 

 

法
第

91
条

の
3 
[則

第

62
条
の

2
の

2 
-1

項
-6

の
4]
 

・
検

査
整

備

用
電

子
情

報

処
理

組
織

の

真
正

性
確

保

違
反
 

①
OB
D
検
査
及
び

OB
D
確
認

に
係
る
不
正
な
デ
ー
タ
を

送
信
し
た
 

        ②
独
立
行
政
法
人
自
動
車

技
術
総
合
機
構
又
は
軽
自

動
車
検
査
協
会
に
お
い
て

基
準
適
合
性
審
査
を
受
け

る
ま
で
に

OB
D
検
査
又
は

OB
D
確
認
作
業
後
に

OB
D
検

査
に
影
響
が
あ
る
整
備
及

び
調
整
を
実
施
又
は
依
頼
 

③
自
ら
の
事
業
場
に
お
い

て
点
検
整
備
を
行
う
又
は

行
っ
た
車
両
以
外
の
車
両

に
対
し
て

OB
D
検
査
又
は

OB
D
確
認
を
実
施
し
た
場

合
 

④
事
業
場
外
で

OB
D
検
査

１
０
点
 

          

５
点
 

       

３
点
 

     

３
点
 

事
故
を
惹
起
し
た
場
合

は
30

点
／
台
 

①
次
に
掲
げ
る
も
の
を

含
む
 

・
な
り
す
ま
し
行
為
に

よ
り
虚
偽
の
デ
ー
タ
を

送
信
し
た
場
合
 

・
不
適
合
状
態
の
も
の

を
適
合
状
態
で
あ
る
よ

う
に
し
て
虚
偽
の
デ
ー

タ
を
送
信
し
た
場
合
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新
 

旧
 

又
は

OB
D
確
認
を
実
施
し

た
場
合
 

 

法
第

91
条

の
3［

則
第

62
条
の

2
の

2 
-1

項
-7
] 

（
略
）
 

 
 

 

法
第

91
条

の
3 
[則

第

62
条
の

2
の

2 
-1

項
-8
] 

（
略
）
 

 
 

 

（
削
除
）
 

  

 
 

 
 

法
第

91
条

の
3 
[則

第

62
条
の

2
の

2 
-1

項
-9
] 

（
略
）
 

 
 

 

法
第

91
条

の
3 
[則

第

62
条
の

2
の

2 
 

-2
項
] 

 
 

 
 

法
大

92
条

～
 

法
第

10
0
条
 

-2
項
 （

略
）
 

注
１
－
１
～
注
１
－
２
（
略
）
 

 法
第

91
条

の
3 
[則

第

62
の

2
の

2 

条
1-
7]
 

（
略
）
 

 
 

 

[則
第

62
の

2
の

2
条

1-

8]
 

 

（
略
）
 

 
 

 

[則
第

62
の

2
の

2
条

1-

9]
 

・
フ
ロ
ン
類
放

出
違
反
 

・
フ
ロ
ン
類
放
出
禁
止
違
反

３
点
 

 

 

[則
第

62
の

2
の

2
条

1-

10
] 

 

（
略
）
 

 
 

 

[則
第

62
の

2
の

2
条
 

-2
項
] 

  

 
 

 
 

法
第

92
条

～
 

法
第

10
0
条
 

-2
項
 （

略
）
 

注
１
－
１
～
注
１
－
２
（
略
）
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新
 

旧
 

別
表
２
 指

定
自
動
車
整
備
事
業
に
係
る
違
反
点
数
 

 

違
反
条
項
 

違
反
事
項
 

具
体
的
違
反
事
例
 

違
反
点
数
 

備
 

考
 

法
第

94
条

の
2 

-1
項
 

～
 

[
指
定
規
則

第
5
条
 

-4
項
] 

（
略
）
 

法
第

94
条

の
5 

-1
項
 

  

（
略
）
 

（
点

検
・

整

備
・

検
査

不

適
切
）
 

      

（
略
）
 

⑦
な
り
す
ま
し
行
為
や
不

適
合
状
態
の
も
の
を
適
合

状
態
で
あ
る
よ
う
に
し
た

虚
偽
の
デ
ー
タ
に
て

OB
D

検
査
を
実
施
し
適
合
証
を

交
付
し
た
。
 

10
点
／
台
 
事
故
を
惹
起
し
た
場
合

は
30

点
／
台
 

注
２
－
１
 

⑧
OB
D
検
査
を

OB
D
確
認
モ

ー
ド
で
実
施
し
適
合
証
を

交
付
し
た
 

３
点
 

 

（
略
）
 

-4
項
 ･

検
査

員
の

不
正

証
明

行

為
 

（
略
）
 

 
 

④
な
り
す
ま
し
行
為
や
不

適
合
状
態
の
も
の
を
適
合

状
態
で
あ
る
よ
う
に
し
た

虚
偽
の
デ
ー
タ
に
て

OB
D

検
査
を
実
施
し
適
合
証
に

証
明
し
た
 

－
 

解
任
命
令
 

（
略
）
 

 

別
表
２
 指

定
自
動
車
整
備
事
業
に
係
る
違
反
点
数
 

 

違
反
条
項
 

違
反
事
項
 

具
体
的
違
反
事
例
 

違
反
点
数
 

備
 

考
 

法
第

94
条

の
2 

-1
項
 

～
 

[
指
定
規
則

第
5
条
 

-4
項
] 

（
略
）
 

法
第

94
条

の
5 

-1
項
 （

略
）
 

（
点
検
・

整

備
・
検
査

不

適
切
）
 

  

（
略
）
 

（
新
設
）
 

 （
新
設
）
 

（
略
）
 

-4
項
 ･

検
査

員
の

不
正
証
明

行

為
 

（
略
）
 

 
 

（
新
設
）
 

     

（
略
）
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新
 

旧
 

法
第

94
条

の
5
の

2 

-1
項
 

 

（
略
）
 

（
点

検
・

整

備
・

検
査

不

適
切
）
 

（
略
）
 

③
な
り
す
ま
し
行
為
や
不

適
合
状
態
の
も
の
を
適
合

状
態
で
あ
る
よ
う
に
し
た

虚
偽
の
デ
ー
タ
に
て

OB
D

検
査
を
実
施
し
限
定
適
合

証
を
交
付
し
た
。
 

10
点
／
台
 
事
故
を
惹
起
し
た
場
合

は
30

点
／
台
 

注
２
－
１
 

   

 
④
OB
D
検
査
を

OB
D
確
認
モ

ー
ド
で
実
施
し
限
定
適
合

証
を
交
付
し
た
 

３
点
 

 

（
略
）
 

-3
項
 

 

（
略
）
 

･
検

査
員

の

不
正

証
明

行

為
 

（
略
）
 

  ④
な
り
す
ま
し
行
為
や
不

適
合
状
態
の
も
の
を
適
合

状
態
で
あ
る
よ
う
に
し
た

虚
偽
の
デ
ー
タ
に
て

OB
D

検
査
を
実
施
し
限
定
適
合

証
に
証
明
し
た
 

－
 

解
任
命
令
 

法
第

94
条

の
6 

-1
項
 

～
 

法
第

10
0

条
 

-2
項
 （

略
）
 

     

 注
２
－
１
～
注
２
－
６
（
略
）
 

法
第

94
条

の
5
の

2 

-1
項
 

 

（
略
）
 

（
点
検
・

整

備
・
検
査

不

適
切
）
 

（
略
）
 

（
新
設
）
 

    

 
（
新
設
）
 

   

（
略
）
 

-3
項
 

  

（
略
）
 

･
検

査
員

の

不
正
証
明

行

為
 

（
略
）
 

 
 

（
新
設
）
 

     

法
第

94
条

の
6 

-1
項
 

～
 

法
第

10
0

条
 

-2
項
 （

略
）
 

注
２
－
１
～
注
２
－
６
（
略
）
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国自整第 278号の２ 

令和６年３月 28 日 

 

 

 

  一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

                            国土交通省 物流・自動車局 

自動車整備課長 

                      （ 公 印 省 略 ）  

 

 

 

自動車特定整備事業者等における OBD検査及び OBD確認の取扱方針について 

 

 

 

 標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸

部長あて通達しましたので、了知いただくとともに、傘下会員に対し周知をお願いいたし

ます。 
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国 自 整 第 2 7 8 号 

令和６年３月 28 日  

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

  沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

物流・自動車局自動車整備課長 

     （ 公 印 省 略 ）  

 

 

自動車特定整備事業者等における OBD検査及び OBD確認の取扱方針につ 

いて 

 

 

令和６年 10 月１日より開始となる OBD 検査の円滑な実施を図るため、自動車特定

整備事業者等が OBD検査及び OBD確認の実施に当たり遵守すべき事項等を別添の「自

動車特定整備事業者等における OBD検査及び OBD確認の取扱方針」に定めたので了知

されるとともに、遺漏なきよう取り扱われたい。 

 また、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて別添のとおり通知したの

で申し添える。 

 

  

別添 
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 別 添  

 

自動車特定整備事業者等における OBD検査及び OBD確認の取扱方針 

 

１．用語 

この通達において使用する用語は、道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号。以

下「車両法」という。）、中小企業団体の組織に関する法律（昭和 32 年法律第 185

号）、中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 181号）並びに道路運送車両法施行

規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）及び指定自動車整備事業規則（昭和 37 年運輸

省令第 49号。以下「事業規則」という。）並びに独立行政法人自動車技術総合機構

法（平成 11年法律第 218号）第 13条第１項に規定する事務規程（以下「審査事務

規程」という。）に定めるほか、次の各号に定めるところによる。 

（１）「自動車特定整備事業者等」とは、車両法第 78条第４項に規定する自動車特

定整備事業者、同法第 94 条の３第１項に規定する指定自動車整備事業者、同

法第 95 条に規定する自動車整備振興会並びに中小企業団体の組織に関する法

律第３条第１項第８号に規定する商工組合及び中小企業等協同組合法第３条

柱書に規定する中小企業等協同組合であって自動車特定整備事業者を主たる

組合員とするものをいう。 

（２）「認証工場」とは、車両法第 78条第１項の認証を受けた事業場（対象とする

自動車の種類が大型特殊自動車又は二輪の小型自動車のみであるものを除く。）

をいう。 

（３）「指定工場」とは、車両法第 94条の２第１項の指定を受けた事業場（対象と

する自動車の種類が大型特殊自動車又は二輪の小型自動車のみであるものを

除く。）をいう。 

（４）「自動車整備振興会等」とは、自動車整備振興会又は商工組合若しくは中小企

業等協同組合であって自動車特定整備事業者を主たる組合員とするものをい

う。 

（５）「振興会等施設」とは、自動車整備振興会等が保有する施設（検査用スキャン

ツールを備えるものに限る。）をいう。 

（６）「OBD 検査システム」とは、独立行政法人自動車技術総合機構（以下「機構」

という。）が提供する利用者管理システム、特定 DTC 照会アプリ及び OBD 検査

結果参照システムで構成されるシステムの総称をいう。 

（７）「OBD 検査用サーバー」とは、機構が車両法第 74 条の３の審査用技術情報管

理事務の実施のために管理する電子情報処理組織をいう。 

 （８）「OBD 検査」とは、車両法第 74 条の２第１項に基づき機構が行う基準適合性

審査、同条第３項に基づき国が行う基準適合性審査若しくは同法第 74 条の３

第１項に基づき軽自動車検査協会が行う基準適合性審査、同条第３項に基づき

国が行う基準適合性審査又は同法第 94 条の５第４項に基づき自動車検査員が
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行う検査において、細目告示別添 124「継続検査等に用いる車載式故障診断装

置の技術基準」に定める基準への適合性を判定することをいう。 

（９）「OBD 確認」とは、OBD 検査用サーバーに接続して細目告示別添 124「継続検

査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準への適合性を判定

すること（OBD検査及び OBD検査用サーバーに記録が残らないものを除く。） 

 

２．趣旨 

  自動車特定整備事業者等が、OBD 検査又は OBD 確認の実施に当たり遵守すべき事

項は、関係通達並びに機構が定める利用規約、特定 DTC 照会アプリ利用要領及び

OBD 検査システムの操作マニュアルによる他、本取扱方針の定めるところによる。 

 

３．自動車特定整備事業者等の OBD検査システムの利用目的について 

自動車特定整備事業者等による OBD 検査システムの利用は、OBD 検査用サーバー

への負荷及びセキュリティへの課題に対応するとともに、OBD 検査及び OBD 確認を

実施した者の責任を明らかにするため、次の各号に掲げる事業場又は施設がそれぞ

れ当該各号に掲げる目的のために利用する場合に限る。 

（１）認証工場 

当該事業場が点検整備を行う又は行った車両の OBD確認を実施する場合 

（２）振興会等施設 

自動車特定整備事業者が点検整備を行った車両の OBD確認を実施する場合 

（３）指定工場 

当該事業場が点検整備を行う又は行った車両の OBD 検査又は OBD 確認を実施す

る場合 

※ 「当該事業場が点検整備を行う又は行った車両」とは、点検の結果、整備を行

う必要が生じた場合に、その整備を当該事業場の責任で行い（整備作業の一部を

他社に委託する場合を含む。）、必要に応じて、当該事業場が点検整備記録簿、特

定整備記録簿又は指定整備記録簿を作成する車両をいう。以下同じ。 

 

４．OBD検査システムの利用方法 

自動車特定整備事業者等は、次の各号に定める方法に従って OBD検査システムを

利用しなければならない。 

（１）事業場登録について 

３．（１）の目的で利用する場合は、自動車特定整備事業者が機構へ OBD検査

システムの事業場 ID申請を行い、利用者管理システムへ認証工場に関する情報

を、認証工場ごとに登録すること。 

３．（２）の目的で利用する場合は、自動車整備振興会等が機構へ OBD検査シ

ステムの事業場 ID申請を行い、利用者管理システムへ振興会等施設に関する情

報を、施設ごとに登録すること。 
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３．（３）の目的で利用する場合は、指定自動車整備事業者が機構へ OBD検査

システムの事業場 ID申請を行い、利用者管理システムへ指定工場に関する情報

を、指定工場ごとに登録すること。 

 （２）自動車特定整備事業者等が利用可能な特定 DTC照会アプリの機能について 

OBD 検査システムにおいて、認証工場、指定工場及び振興会等施設で利用可

能な特定 DTC 照会アプリの機能、登録者区分及び利用ユーザーは次表のとおり

とする。 

特定 DTC照会アプリの機能 登録者区分 利用ユーザー 

① OBD 確認モード 

 認証工場又は指定工場が、自らの事業場で点検

整備を行う又は行った車両について、道路運送車

両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国

土交通省告示第 619 号。以下「細目告示」とい

う。）別添 124 に定める基準に適合するかどうか

を確認するための機能※１ 

認証工場 工員 

振興会等施設 振興会等職員 

指定工場 
工員又は 

自動車検査員 

② OBD 検査モード 

 指定工場が、自らの事業場で点検整備を行う又

は行った車両について、車両法第 94 条の５第４

項の規定に基づき、細目告示別添 124に定める基

準に適合するかどうかを証明するための機能※２ 

指定工場 自動車検査員 

※１ OBD 確認は、定期点検整備、特定整備及び検査には該当しないものの、そ

の実施に際しては、自動車特定整備事業者は車両法第 91条の３の規定を遵守

する必要がある。 

また、当該確認は、認証工場が事業場の敷地内において保安基準の適合性

を確認する場合に OBD 確認モードを使用して実施することになるが、保安基

準の適合性を確認するための任意の行為である。 

なお、指定工場の自動車検査員にあっては OBD 検査モードを使用して実施

して差し支えないものとする。 

※２ OBD 検査は、車両法第 94 条の 5 第 4 項の検査の一部に該当するものであ

る。 

また、当該検査は、指定工場が事業場の敷地内において、OBD検査モードを

使用して実施しなければならないものとする。 

 （３）検査用スキャンツールの使用について 

OBD 確認は、自動車検査用機械器具として事業規則第２条第１項第２号リに

規定する検査用スキャンツールを使用して実施しなければならない。 

（４）指定整備業務における検査用スキャンツールの共同使用について 

指定自動車整備事業者が、「自動車検査設備の共同使用等における指定整備業

務の取り扱いについて（平成９年２月 20日付自整第 23号）」に基づき検査用ス
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キャンツールを共同使用して指定整備業務を行う場合の遵守事項は当該通達に

定めるほか、次に定めるところによる。 

    ① OBD 検査システムを利用するための事業場 ID、ユーザーID 及びパスワー

ドは、共用の検査用スキャンツールを使用して検査を行う指定自動車整備

事業者及びその自動車検査員のものを使用すること。 

② 共用の検査用スキャンツールを使用して OBD 検査を実施した場合には、

５．（４）②の規定の適用に関し、当該 OBD検査は、指定を受けた事業場の

敷地内において実施されたものとみなす。 

（５）検査用スキャンツールの借用使用について 

   自動車特定整備事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、他の自動車特定整

備事業者が保有する検査用スキャンツールを借用して OBD 確認を実施すること

ができる。この場合において、車両を他の認証工場に持ち込んで検査用スキャン

ツールを借用したときは、５．（４）②の規定の適用に関し、当該 OBD確認は、認

証を受けた事業場の敷地内において実施されたものとみなす。 

① OBD検査システムを利用するための事業場 ID、ユーザーID及びパスワード

は、借用する検査用スキャンツールを使用して OBD 確認を行う自動車特定整

備事業者及びその工員のものを使用すること。 

② 検査用スキャンツールを借用使用した場合には、事業場ごとに当該検査用

スキャンツールの使用実績を把握できるよう、別紙「借用設備の使用管理台

帳」により適切に管理を行うこと。なお、別紙は一例であり、電磁的方法に

よる記録の保存・管理も可能とする。 

 

５．OBD検査システムの利用に関する遵守事項 

自動車特定整備事業者等は、OBD 検査システムを適切に利用するため、次の各号

に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）OBD 検査システムに登録した事業場の情報を適切に管理し、登録情報に変更

があった場合は、速やかに当該情報を更新すること。 

（２）OBD 検査システムを利用するための事業場 ID、ユーザーID 及びパスワード

は、「自動車特定整備事業者及び指定自動車整備事業者における OBD 検査シ

ステムの ID 等の管理に係る遵守事項及び留意事項について（令和６年３月

28日付け国自整第 267号）」に定める方法により適切に管理すること。 

（３）OBD 検査システムへ接続して OBD 検査又は OBD 確認を行う場合は、機構の提

供する当該システムの操作マニュアル等で定められた適切な方法により実

施すること。 

（４）認証工場及び指定工場は、OBD 検査又は OBD 確認の対象車両、実施場所及び

実施後の車両の取り扱いに関する次に掲げる事項を遵守すること。 

①  自らの事業場において点検整備を行う又は行った車両以外の車両に対し

て OBD検査又は OBD確認を実施しないこと。 
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②  OBD 確認は認証を受けた事業場の敷地内において、OBD 検査は指定を受け

た事業場の敷地内においてそれぞれ実施すること。 

③  OBD検査又は OBD確認の実施後、機構又は軽自動車検査協会（以下「機構

等」という。）において基準適合性審査を受ける場合、最後に実施した OBD検

査又は OBD確認から機構等における基準適合性審査までの間、OBD 検査の合

否に影響を及ぼす整備又は改造等（定期点検又は特定整備に該当するか否か

にかかわらず、車両の状態を変更する整備又は改造等全般をいう。以下同じ。）

を行わないこと。また、そのような整備又は改造等を依頼しないこと。 

④ OBD検査又は OBD確認を実施する車両として OBD検査用サーバーに型式、車

台番号等を記録した車両と異なる車両の OBD検査又は OBD確認結果を OBD検

査用サーバーに記録しないこと（替え玉の禁止）。 

（５）振興会等施設は、OBD 確認の対象車両及び実施場所に関する以下①及び②に

掲げる事項を遵守すること。また、振興会等施設で OBD確認を受ける自動車

特定整備事業者は、当該 OBD確認実施後の車両の取り扱いに関する以下③の

事項を遵守すること。 

① 自動車特定整備事業者が点検整備を行った車両以外の車両に対して OBD 確

認を実施しないこと。 

② OBD確認は当該振興会等施設の敷地内において実施すること。 

③ 自動車特定整備事業者は、振興会等施設において OBD確認を受けた後、機構

等において基準適合性審査を受ける場合には、最後に受けた OBD確認から機

構等における基準適合性審査までの間、OBD 検査の合否に影響を及ぼす整備

又は改造等を行わないこと。また、そのような整備又は改造等を依頼しない

こと。 

 

６．OBD検査における検査の合理化及び補助者が行える作業範囲 

（１）OBD 検査は、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び

適合しない部分について必要な整備をした後、完成検査の一環として行うも

のとする。ただし、自動車検査員が当該自動車の受入時に OBD 検査を行い、

その後、保安基準に適合する OBD検査の合否に影響を及ぼす整備又は改造等

を行わない場合には、当該自動車は OBD検査に合格とみなして差し支えない

（検査の合理化）。 

この場合において、「OBD検査の合否に影響を及ぼす整備又は改造等」の具

体的内容は車種により異なり得ることから、自動車検査員が判断して差し支

えない。 

（２）検査対象車両への VCIの取り付け及び特定 DTC照会アプリへの車両情報の入

力は、補助者が行って差し支えない。ただし、検査対象車両との同一性の確

認、特定 DTC照会アプリへの車両情報の入力の真正性については、自動車検

査員が責任をもって確認すること。 
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７．機構における基準適合性審査時の取扱い 

OBD 検査又は OBD 確認を実施した車両が、機構等における基準適合性審査を受け

る場合には、審査事務規程に基づき次のとおり取り扱われる旨、留意すること。 

（１）基準適合性審査の５日前までに OBD検査又は OBD確認が実施され、その結果

が「適合」として機構の OBD検査用サーバーに記録されている車両は、当該

OBD 検査又は OBD 確認の結果を参考に OBD 検査に係る基準適合性の判定が行

われる。（機構等の職員が OBD検査用サーバーに記録された OBD検査又は OBD

確認の結果を参照することにより、機構等における OBD検査の実施が省略さ

れる。） 

（２）OBD 検査又は OBD 確認を行った車両であっても、替え玉受検の防止並びに自

動車特定整備事業者等における OBD検査又は OBD確認の判定結果と機構等に

おける OBD検査結果の比較・分析及び関連するデータの収集のため、機構等

における基準適合性審査時に改めて OBD検査（抜取検査）を実施することが

ある。 

 

附 則（令和６年３月 28日付け国自整第 278号） 

この通達は、令和６年 10月１日から施行する。 
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（別添３） 

国自安第１８１号 

国自旅第４３１号 

国自整第２８２号 

令和６年３月２９日 

 

各地方運輸局長 殿 

沖縄総合事務局長 殿 

 

物流・自動車局長  

 

 

法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための 

地域の自家用車・一般ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱いについて 

 

 

地域交通の「担い手」や「移動の足不足」といった深刻な社会問題に対応するため、「デジタル行財

政改革 中間とりまとめ」（令和５年１２月２０日デジタル行財政改革会議決定）において、現状のタク

シー事業では不足している移動の足を、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車や一般ドライバ

ーを活用することで補う新たな仕組みを創設するとされたところである。 

これを踏まえ、タクシーが不足する地域、時期、時間帯において、地域の自家用車や一般ドライバー

を活用して行う有償運送（以下「自家用車活用事業」という。）に係る道路運送法（昭和２６年法律第

１８３号、以下「法」という。）第７８条第３号の規定の許可に関しては、次のとおり取扱うものとす

る。 

なお、本通達は、安全・安心を前提に、地域交通の「担い手」「移動の足」不足を解消することを目

的としているため、これらの問題に対する自家用車活用事業の実施効果やタクシー事業者により講じら

れる安全確保策を定期的に確認しながら、適切な時期に見直しを行うこととする。 

 

 

１．許可申請手続 

自家用車活用事業に係る許可申請手続は、同事業を実施しようとする法人タクシー事業者（以下

「事業者」という。）が行うものとし、許可申請書は、別紙「様式１」の申請書を管轄の運輸支局長

（運輸監理部長及び陸運事務所長を含む。）あてに提出するものとする。 

 

２．許可基準 

上記１．の許可申請があったときは、以下の基準に適合するかどうかを審査し、適合する場合にあ

っては、公共の福祉を確保するためやむを得ないものと認めて許可するものとする。 

 

（１）対象地域、時期及び時間帯並びに不足車両数 
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タクシーが不足する地域、時期及び時間帯並びにそれぞれの不足車両数を、国土交通省が指定

していること。 

 

（２）資格要件 

法第４条第１項に基づき、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること。 

 

（３）管理運営体制 

①運行管理規程に、下記（ア）～（エ）の事項が記載されていること。 

（ア）事業用自動車及び稼働させることが可能な自家用車の合計が５両以上の営業所において

は、当該合計車両数の４０両ごとに１名以上の有資格の運行管理者が選任されていること。 

（イ）運行管理を担当する役員等が選任され、運行管理に関する指揮命令系統が明確であるこ

と。 

  （ウ）点呼、指導監督及び研修が実施される体制が確立され、設備が備えられていること。 

   （エ）事故防止についての教育及び指導体制が確立され、かつ、事故の処理及び自動車事故報告

規則（昭和２６年運輸省令第１０４号、以下「事故報告規則」という。）に準じて行う報告

等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制が確立されていること。 

②自家用車活用事業に係る運転者（以下「自家用車ドライバー」という。）に対し、旅客自動車運

送事業運輸規則（昭和３１年運輸省令第４４号、以下「運輸規則」という。）第３６条第２項、

第３８条及び第３９条に定められたものと同等の指導等を行う体制が確立されていること。 

③整備管理規程に、自家用車活用事業に用いる自家用車の整備管理体制に関する事項が記載されて

いること。事業用自動車及び稼働させることが可能な自家用車の合計が５両以上の営業所におい

ては、原則として、常勤の有資格の整備管理者が選任されていること。 

④輸送の安全上支障のないよう、自家用車ドライバーの他業での勤務時間を把握すること。 

 

（４）損害賠償能力 

自家用車活用事業について、対人８，０００万円以上及び対物２００万円以上の任意保険若し

くは共済に加入していること又は運行業務開始までに加入する具体的な計画があること。 

 

３．許可に付する条件 

 許可に当たっては、以下の条件を付するものとする。 

 

（１）使用する自家用車について 

①事業者ごとに使用可能な車両数は、地方運輸局長等が通知する範囲内であること。通知する車両

数は、許可地域ごとに２．（１）の車両数の範囲内であり、かつ、営業所の事業用自動車の車両

数（許可対象地域の営業所の車両数が著しく少ないなど、地方運輸局長等が必要と認める場合に

ついてはこの限りではない。）の範囲内とする。 

②事業者は、契約関係にある自家用車ドライバーが自家用車活用事業の用に供する自家用車を登録

し、同車両（以下、登録車両という。）に係る情報を適切に管理すること。なお、登録車両の数
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に制限は設けない。 

③自家用車活用事業の用に供する間、自家用車活用事業の用に供する車両である旨を自家用車の外

部に見えやすく表示すること。また、事業者の名称を外部から把握できるよう措置を講ずるこ

と。 

④自家用車は、乗車定員十人以下であること。 

 

（２）自家用車ドライバーについて 

①第一種運転免許（初心運転者期間にあるものを除く。）又は第二種運転免許を保有し、自家用車

活用事業に従事する日前２年間において無事故（自動車の転覆、転落など、事故報告規則第２条

に定める「事故」をいう。）であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていないこと。 

②事業者は、運輸規則第３６条第２項の規定に基づき行うものと同様の研修（大臣認定講習を含

む、ただし接遇等必要な研修科目の受講が必要）及び運輸規則第３８条に基づき行うものと同様

の指導監督を行うこと。 

③事業者は、事業者の名称、自家用車ドライバーの氏名、運転免許証の有効期限及び作成年月日が

記載された運転者証明（電磁的記録でも可）を自家用車ドライバーに対して発行し、携行させる

こと。 

 

（３）運行管理及び車両整備管理 

   事業者は、関連通達（「自家用車活用事業における運行管理について」（国自安第１８２号）及び

「自家用車活用事業における自家用車の車両整備管理について」（国自整第２８３号））に基づき、運

行管理及び車両の整備管理を行うこと。 

 

（４）運送形態・態様について 

以下の形態・態様で実施されるものであること。 

①利用者と事業者の間で運送契約が締結され、事業者が運送責任を負うものであること。 

②運送の引受け時に発着地が確定している運送であること。 

③運送の引受けに当たって、自家用車活用事業による運送サービスが提供されることについて、利

用者の事前の承諾を得ていること。 

④運賃及び料金は、事業者の事前確定運賃制度に準ずること。 

⑤運賃及び料金の支払い方法は、原則キャッシュレスによる方法であること。 

⑥運送サービスの発地又は着地のいずれかが、事業者が許可を受けている営業区域内に存するもの

であること。ただし、地域の旅客輸送需要に応じた運送サービスの提供を十分に確保することが

困難であると認められる場合は、隣接する営業区域に営業所を有するタクシー事業者による運送

サービスを認めることができる。 

 

（５）稼働状況の報告 

 事業者は、使用可能な自家用車の稼働状況について記録し、運輸支局からの求めに応じて報告す

ること。 
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 （６）許可の取り消し等許可に付する条件に違反した場合には、「一般乗用旅客自動車運送事業者に対

する行政処分等の基準について（平成２１年９月２９日通達 国自安第６０号・国自旅第１２８

号・国自整第５４号）」に準じて許可の取り消し等を行うこととする。 

 

４．許可期間 

 許可期間は２年間とする。 

 

５．その他 

下記（１）～（３）に該当することとなった場合の許可の取扱いについては、それぞれに定める

ところによるものとする。 

 

（１）事業者が法第３８条第１項の規定に基づき、その事業の休止又は廃止の届出を行った場合 

当該事由が発生した日に許可を取消す。 

 

（２）事業者が法第４０条の規定に基づき、その事業の許可の取消処分を受けた場合 

当該処分の日に許可を取消す。 

 

（３）事業者が法第４０条の規定に基づき、その事業の停止処分を受けた場合 

当該処分期間中は、自家用車活用事業に係る許可の効力を停止する。なお、停止中の期間は、

許可期間に含まれるものとする。 
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【問い合わせ先】 

物流・自動車局 旅客課 手嶋、武藤、大山 

電話：（03）5253-8111（内線：41202、41243） 

直通：（03）5253-8569 

  
令和６年３月２９日  

物流・自動車局旅客課  

 

 

  

昨年 12 月に決定された「デジタル行財政改革会議の中間とりまとめ」において、タク

シー事業者が運送主体となって、地域の自家用車・ドライバーを活用し、タクシーが不足

する分の運送サービスを供給すること（道路運送法第７８条第３号に基づく制度の創設）

が決定されました。今後、タクシーが不足する地域・時期・時間帯におけるタクシー不足

状態を、道路運送法第７８条第３号の「公共の福祉のためやむを得ない場合」であるとし

て、地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供すること（自家

用車活用事業）を可能とする許可を行っていく予定です。 

 

今般、パブリックコメントにおいていただいたご意見を反映し、タクシー事業者の管理

の下で地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供することを可

能とする制度（自家用車活用事業）を創設いたしました。 

また、３月１３日に４地域のタクシーが不足している地域・時期・時間帯と不足車両数

を公表したところでありますが、今後、同様にアプリのデータ等に基づき不足車両数の算

出・公表を行う地域を公表いたします。 

さらにその他の地域につきましても、アプリのデータ等に基づかずに簡便な方法により

不足車両数を算出することとしましたので、お知らせいたします。 

なお、パブリックコメントにおいていただいた主なご意見と、それに対する国土交通省

の考え方については、一週間以内を目処に国土交通省ホームページにて公表いたします。 

 

＜添付資料＞ 

・（別添１）自家用車活用事業の進め方 

・（別添２）４地域における曜日・時間帯ごとのマッチング率について 

・（別添３）法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ 

一般ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱いについて 

・（別添４）自家用車活用事業における運行管理について 

・（別添５）自家用車活用事業における自家用車の車両整備管理について 

 

自家用車活用事業の制度を創設し、今後の方針を公表します。 

国土交通省では、タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバーによ

って有償で運送サービスを提供することを可能とする制度（自家用車活用事業）の取り

扱いについて通達を発出いたします。 

また、今後、配車アプリのデータ等に基づき不足車両数の算出・公表を行う地域やそ

の他の地域の算出方法について公表いたします。 
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小山誠
テキストボックス
参考



 

国自整第２８３号 

令和６年３月２９日 

 

各地方運輸局自動車交通部長 殿 

各地方運輸局技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

物流・自動車局 自動車整備課長 

  

 

自家用車活用事業における自家用車の車両整備管理について 

 

 

「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・一般ドライバーを活用

した有償運送の許可に関する取扱い（令和６年３月２９日、国自安第１８１号、国自旅第４３１号、国

自整第２８２号）」３．（３）に基づき車両整備管理に関する取扱いを以下の通り定める。 

 

１．点検整備 

（１）法人タクシー事業者は、自家用自動車について、自動車点検基準（昭和２６年運輸省令第７０号）

に基づき、以下の点検を行い、必要な整備を行うこと。 

①運行前点検（１日１回、自家用車活用事業の用に供する前に実施する点検） 

・自動車点検基準別表第１ 

②中間点検（３か月ごとに行う基本的な点検） 

・自動車点検基準別表第３の「３か月ごと項目」 

なお、年次点検を行った場合は、中間点検に代えることができる。 

③年次点検（１２か月ごとに行う詳細な点検） 

・自動車点検基準別表第３の「１２か月ごと項目」 

   ④開始前点検（自家用自動車を自家用車活用事業の用に供する前に行う点検） 

・自動車点検基準別表第３の「３か月ごと項目」 

・自家用自動車を自家用車活用事業の用に供する前３月以内に実施すること 

なお、自動車点検基準別表第６による定期点検を行った場合は、開始前点検に代えることがで

きる。 

（２）（１）②の規定にかかわらず、直近の中間点検、年次点検又は開始前点検以降、連続する２か月に

おける自家用車活用事業の用に供される頻度が１か月あたり１５日未満又は４０時間未満である自

家用自動車については、次回の中間点検について、別添の点検項目とすることができる。 

（３）法人タクシー事業者は、自家用自動車について（１）の点検整備が適切に行われていることを確認

できる記録（点検整備記録簿の写し、電子データ等）を２年間保存すること。 
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２．年次検査 

（１）法人タクシー事業者は、自家用車活用事業の用に供する自家用自動車について、道路運送車両法に

基づく検査（以下「継続検査等」という。）に加えて、直近の継続検査等の日から起算して１１か月

が経過する日から１２か月が経過する日までの間に、年次検査を行い、道路運送車両の保安基準（以

下「保安基準」という。）に適合することを確認すること。ただし、初めて自家用車活用事業の用に

供して一年が経過する日以後初めて受ける継続検査等の日までの間は、当該自家用自動車について

年次検査を行うことを要しない。 

（２）（１）において、自家用車活用事業の用に供する自家用自動車が継続検査等に合格した場合には、

年次検査を実施し、保安基準に適合することを確認したものとみなす。 

（３）年次検査は、指定自動車整備事業者の自動車検査員又は独立行政法人自動車技術総合機構の自動

車検査官（検査対象軽自動車にあっては軽自動車検査協会の軽自動車検査員）が、継続検査と同じ方

法により保安基準に適合するかどうか確認することにより行うこと。 

（４）年次検査の結果、自家用車活用事業の用に供する自動車が保安基準に不適合とされた場合にあっ

ては、法人タクシー事業者は、必要な整備を行い、再度年次検査を行い、保安基準に適合することを

確認するまでは、当該自家用自動車を自家用車活用事業の用に供さないこと。 

（５）法人タクシー事業者は、自家用車活用事業の用に供する自家用自動車の年次検査の記録（検査結果

の写し、電子データ等）を２年間保存すること。 
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別添 １．（２）が該当する自動車の中間点検項目 

 

点検箇所  

かじ取り装置 パワー・ステアリング

装置 

ベルトの緩み及び損傷 

制動装置 ブレーキ・ペダル ブレーキの利き具合 

リザーバ・タンク 液量 

走行装置 ホイール （※１）タイヤの状態 

ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み 

緩衝装置 リーフ・サスペンショ

ン 

スプリングの損傷 

エア・サスペンション エア漏れ 

ショック・アブソーバ 油漏れ及び損傷 

動力伝達装置 クラッチ ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 

作用 

液量 

トランスミッション

及びトランスファ 

（※１） 油漏れ及び油量 

デファレンシャル （※１） 油漏れ及び油量 

電気装置 点火装置 （※１）（※２） 点火プラグの状態 

バッテリ ターミナル部の接続状態 

原動機 本体 低速及び加速の状態 

排気の色 

潤滑装置 油漏れ 

冷却装置 ファン・ベルトの緩み及び損傷 

高圧ガスを燃料とする燃料装置等 導管及び継手部のガス漏れ及び損傷 

（※３） ガス容器及びガス容器付属品の損傷 

車枠及び車体 緩み及び損傷 

①（※１）印の点検は、当該点検を行った日以降の走行距離が３月あたり２千キロメートル以下の自動車

については前回の当該点検を行うべきとされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わない

ことができる。 

②（※２）印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができ

る。 

③（※３）印の点検は、圧縮天然ガス、液化天然ガス及び圧縮水素を燃料とする自動車に限る。 
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令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日 

物 流 ・ 自 動 車 局 

自 動 車 整 備 課 

 
ビッグモーターに対する行政処分等及び同種事案の再発防止について 

 

ビッグモーターに対する行政処分等の結果及び同種事案の再発防止策をとりまとめました 

 

１．ビッグモーターに対する行政処分等 

国土交通省では、昨年７月以降、ビッグモーターの全国の１３０事業場に対して監査を実施し、 

法令違反が認められた事業場に順次、行政処分等を実施しました。※１（結果は【別添１】参照） 

また、一連の監査において、同社の本社に関して認められた問題は【別添２】のとおりです。 

同社では、指摘された法令違反等を踏まえ改善対策が進められており、国土交通省では、今後

その状況を継続的に確認します。 

※１ 各事業場に対する行政処分の詳細は、「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」で公表しています。 

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=jidousyaseibi 

 

２．同種事案の再発防止のための検討 

（１）車体整備の消費者に対する透明性確保策 

有識者、関係団体、現場の自動車整備士の意見を聴きながら、業界の商慣行や先進的な取組

事例を調査しつつ、車体整備の消費者に対する透明性確保策について検討を行いました。 

その結果、顧客に対する作業内容の説明、作業の前後の画像の保存等を内容とする「車体整

備の消費者に対する透明性確保に向けたガイドライン」【別添３】を取りまとめました。 

（２）自動車整備工場に対するより効果的な監査のあり方 

ビッグモーターに対する監査を踏まえ、監査担当職員からなる「特別検討チーム」を設置し、自

動車整備工場に対するより効果的な監査のあり方について検討を行いました。 

その結果、本社に起因する法令違反が確認された場合、関連する事業場に対して一括して監

査を行うこと等を内容とする報告書※２を取りまとめました。 

   ※２ 監査のノウハウに関する事項を含むため、内容は非公表とさせていただきます。 

（３）自動車検査員の働き方の実態調査 

指定自動車整備工場において自動車の検査を行う「自動車検査員」の働き方の実態調査を行

うとともに、自動車検査員が業務を適切に実施するための対策をとりまとめました。【別添４】 

 

 

 

（問い合わせ先） 
物流・自動車局自動車整備課 
 代表：03-5253-8111 (内線 42424、42428) 
 直通：03-5253-8601 
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車体整備の消費者に対する 
 

透明性確保に向けたガイドライン 
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１. 背景 

令和５年７月、（株）ビッグモーターが設置した特別調査委員会の報告

書が公表され、同社の板金・塗装工程を有する 34 の事業場において、不

適切な保険金請求とともに、ゴルフボールを振り回して車体を叩くなどの

損傷の作出や不要な作業・部品の交換の実施などの不適切な車体整備が行

われていたことが明らかになった。国土交通省は、これら 34 の事業場に

対する一斉の立入検査などを経て、これら全てにおいて法令違反を確認し

たことから、同年 10 月に行政処分を実施した。 

 

車体整備については、以前より道路運送車両法令において自動車特定整

備事業者に対する規制・制度が構築されるとともに、業界団体などにおい

て適正化に向けた様々な取組みが行われてきた。例えば、道路運送車両法

令は、整備内容や整備料金を明確化し、もって自動車ユーザーである消費

者に対して誠意ある意思の疎通とサービスの提供を確保するため、自動車

特定整備事業者が遵守すべき事項を規定している1。また、専門知識を有

する技術アジャスターは、自動車損害保険金の適正な支払のために必要に

応じ立会調査を行うなどにより、不適切な請求等を未然に防止する役割を

果たしている。他方、（株）ビッグモーターによる一連の事案は、上記法

令違反の他、過去類を見ない規模で車体整備が著しく不適切に行われてい

た。このような事案が発生した背景の一つには、同社の板金・塗装工程に

おける確認プロセスが不十分であり、事後的な検証体制が確保されていな

かったことが挙げられる。 

 

車体整備には様々な関係者が関わる場合があるものの、健全な車体整備

サービスを求めている究極的な主体は、車体整備サービスの利益を享受す

ることになる消費者（自動車ユーザー）である。この自動車ユーザーであ

る消費者の視点に立つと、車体整備サービスを受ける判断を行う際や提供

された車体整備サービスの妥当性・適切性を判断する際において、消費者

にとって必要な情報が適切に提供されることは極めて重要になる。 

 

以上より、車体整備における同種事案の再発を防止するとともに、車体

整備事業の健全な発達とともに公共の福祉の増進を実現する法目的2に鑑

み、自動車ユーザーである消費者に対し車体整備の透明性を確保するた

め、車体整備事業者において実施することが求められる取組み等につい

て、「車体整備の消費者に対する透明性確保に向けたガイドライン」とし

て示すものである。  

 
1  道路運送車両法施行規則第 62 条の２の２第１項第３号 
2  道路運送車両法第１条 
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２. 本ガイドラインの目的 

本ガイドラインは、事故車両をはじめとする車体の板金や塗装などの整

備作業について、自動車ユーザーである消費者に対し車体整備の透明性を

十分に確保するため、車体整備事業者において実施することが求められる

取組みや実施することが望ましい取組みをガイドラインとして示すもので

ある。 

本ガイドラインは、道路運送車両法を所管する国土交通省が指導・監督

を行う際の指針の一つとすることで、車体整備事業の健全な発達とともに

公共の福祉の増進を実現することを目的とするものである。また、本ガイ

ドラインが社会に広く浸透することにより、自動車ユーザーである消費者

において車体整備に対する理解の増進を図るものである。 

 

 

 

 

３. 対象範囲 

 3.1. 対象者 

自動車整備事業者のうち、事故車両をはじめとする車体の板金や塗装

などの整備作業を行う事業者（本ガイドラインにおいて、「車体整備事

業者」という）を対象とする。 

なお、本ガイドラインにおける「消費者」は、車体整備には様々な関

係者が関わる場合があるものの、健全な車体整備サービスを求めている

究極的な主体であり、車体整備サービスの利益を享受することになる自

動車ユーザーを指すものとする。 

 

 

 3.2. 留意点 

本ガイドラインは、自動車ユーザーである消費者に対し車体整備の透

明性を十分に確保するため、車体整備事業者において実施することが求

められる取組みや実施することが望ましい取組みを示すものであること

から、車体整備事業者が本ガイドライン以外の取組みを実施することを

妨げるものではない。 

  

- 97 -



3 

 

４. 車体整備の消費者に対する透明性確保に向けた取組み 

4.1. 概要 

ここでは、事故車両をはじめとする車体の板金や塗装などの整備作業

について、自動車ユーザーである消費者に対し車体整備の透明性を十分

に確保するため、車体整備事業者において実施することが求められる取

組みや実施することが望ましい取組みにつき、具体的な例を示す。 

 

 

 4.2. 実施することが求められる取組み 

4.2.では、車体整備の消費者に対する透明性確保に向けて、車体整備

事業者において実施することが求められる取組みについて示す。 

 

（１）車体整備作業に係る画像情報の記録・保存 

板金・塗装などの車体整備作業について、入庫後から作業開始前・

作業実施中・作業実施後のそれぞれにおいて必要な情報を画像で取得

し、一定期間保存することは重要である。このため、車体整備事業者

においては、各段階において、以下の画像情報を記録・保存すること

が求められる。 

  ＜各段階において記録すべき画像情報＞ 

①入庫後から車体整備作業開始前 

・車両を特定することができる情報（例．ナンバープレートを含

めた画像） 

・車体修理や部品交換等の車体整備を行う予定の部位に係る情報 

②作業実施中 

・車両を特定することができる情報（例．ナンバープレートを含

めた画像） 

・車体修理や部品交換等の車体整備を行っていることが分かる情

報（例. バンパー取付けにより交換部品が見えなくなる場合に

おける当該交換部品） 

・車体整備に用いる部品・材料が分かる情報（例. 使用した塗料

缶、新品・純正品であることを示すマーク） 

③作業実施後 

・車両を特定することができる情報（例．ナンバープレートを含

めた画像） 

・車体修理や部品交換等の車体整備を行った部位に係る情報 

  ＜その他＞ 

・各段階で得た画像情報について、必要な際に事後的な検証が可能

となるよう、一定の期間電磁的に保存すること。 

- 98 -



4 

 

・各段階で得た画像情報について、画像を取得した時刻を記録する

こと。 

・撮影する画像は、ピントが合い明るく見やすいものであり、第三

者により記録すべき情報を的確に理解できるものであること。

（例．車体整備を行った部位や部品が認識可能な大きさとなって

いること、画質が確保されていること） 

 

（２）車体整備作業の内容・方法に係る情報の記録・保存 

板金・塗装などの車体整備作業について、車体整備作業開始前に予

定している具体的な内容や方法や実際に行った具体的な内容や方法に

係る情報を記録し、一定期間保存することが求められる。 

＜各段階において記録すべき車体整備作業の内容・方法に係る情報＞ 

①作業開始前 

・予定している具体的な作業内容・方法に係る情報（例．ドアパ

ネルの交換、エンジンフードの塗装） 

・車体整備に用いる部品・材料等の情報（例．交換予定部品の品

名、使用予定塗料の品名） 

②作業実施後 

・実際に行った具体的な作業内容・方法に係る情報（例．ドアパ

ネルの交換、エンジンフードの塗装） 

・実際に用いた部品・材料等の情報（例．交換した部品の品名、

使用した塗料の品名） 

・実際に行った具体的な作業内容・方法が予定しているものと異

なる場合においては、その理由 

  ＜その他＞ 

・上記情報を適切な媒体に記録すること。（例．受付表、車体整備

記録簿） 

・当該情報の記録者又は車体整備作業の実施者を明らかにするこ

と。 

・各段階において記録した情報について、必要な際に事後的な検証

が可能となるよう、一定の期間電磁的に保存すること。なお、実

施した車体整備が特定整備に該当する場合は、特定整備記録簿に

記録の上、２年間保存すること。 

 

（３）車体整備の料金に係る情報の記録・保存 

概算見積りや請求書等の車体整備作業の料金に係る情報を記録し、

一定期間保存することが求められる。 

＜各段階において記録すべき車体整備作業の料金に係る情報＞ 
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①作業開始前 

・予定している車体整備の内容及びその料金 

・交換する部品名及びその料金 

・使用する塗料の名称及びその料金 

・以上をまとめた概算見積りの料金 

②作業実施後 

・実施した車体整備の内容及びその料金 

・交換した部品名及びその料金 

・使用した塗料の名称及びその料金 

  ＜その他＞ 

・上記情報を適切な媒体に記録すること。（例．事前見積書、清算

見積書、納品請求書） 

・各段階において記録した情報について、必要な際に事後的な検証

が可能となるよう、一定の期間電磁的に保存すること。 

 

（４）車体整備に係る情報の関連付け 

（１）の画像、（２）の内容・方法及び（３）の料金に係る情報に

ついて、対象となる車両ごとに関連付けをし、一定期間適切に保存す

ることが求められる。 

＜保存方法（一例）＞ 

・（１）の画像、（２）の内容・方法及び（３）の料金に係る情報

の電磁的記録を同一のＰＣやクラウド等に保存する。 

・（１）の画像、（２）の内容・方法及び（３）の料金に係る情報

を関連付けるシステムを活用して電磁的に保存する。（例．業界

団体が推奨する車体整備記録簿システム、民間企業が開発・販売

するシステム） 

・車体整備に併せて点検整備を実施する場合は、（１）の画像、

（２）の内容・方法及び（３）の料金に係る情報の電磁的記録に

加え、点検整備記録簿の電磁的記録を併せて保存する。 

  ＜その他＞ 

・必要な際に事後的な検証が可能となるよう、一定の期間電磁的に

保存すること。 

 

（５）消費者等3への適切な説明と消費者等の了承 

板金・塗装などの車体整備サービスの提供にあたっては、消費者等

の要望を踏まえ、（１）の画像、（２）の内容・方法及び（３）の料

 
3  「消費者等」とは、消費者（自動車ユーザー）の他、自動車損害保険金の支払いに関係する者

を含めた者を指す。 
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金に係る情報等を活用して車体整備サービスに関し適切に説明すると

ともに、消費者等から書面などにて了承を得ることが求められる。 

  ＜各段階において説明すべき内容等＞ 

①車体整備作業開始前（入庫前も含む） 

・消費者が適切に入庫判断できるよう、車体整備事業者が提供で

きる車体整備サービスの内容やその標準料金等について説明す

ること。 

・車体整備事業者が提供する車体整備サービスの内容（車体整備

作業完了までに要する時間、車体整備が必要となる具体的箇所

やその必要性、必要となる費用等）について、（１）の画像、

（２）の内容・方法及び（３）の料金に係る情報等を活用し

て、消費者等に適切に説明すること。 

・上記説明後、消費者等から、提供する車体整備サービスに関し

書面などにて了承を得ること。 

②車体整備作業実施中 

・車体整備サービスの提供開始前に説明した内容・方法や概算見

積りと実際が異なる場合においては、その理由について、消費

者等に適切に説明し、了承を得ること。 

③車体整備作業実施後 

・車体整備事業者が提供した車体整備サービスの内容について、

（１）の画像、（２）の内容・方法及び（３）の料金に係る情

報等を活用して、消費者等に適切に説明すること。 

・上記説明後、消費者等から、提供した車体整備サービスに関し

書面などにて了承を得ること。 

④車両引き渡し後 

・提供した車体整備サービスに係る問い合わせなどについて、消

費者等に対し、必要かつ適切な説明を行うこと。 

  ＜その他＞ 

・各段階において記録した情報について、事後的な検証を可能とす

るに足りる期間において電磁的に保存すること。 
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 4.3. 実施することが望ましい取組み 

4.3.では、車体整備の消費者に対する透明性確保に向けて、車体整備

事業者において実施することが望ましい取組みについて示す。 

 

（１）車体整備作業の見える化 

板金・塗装などの車体整備作業を実施している際においても、透明

性確保のため、車体整備作業の見える化に係る取組みを行うことが望

ましい。 

  ＜車体整備作業の見える化（一例）＞ 

・工場内のレイアウトの工夫し、車体整備作業の状況を目視で確認

できるようにする。 

・工場内にカメラを設置し、車体整備作業の状況を映像で確認でき

るようにする。 

 

（２）消費者に対する積極的な情報発信 

自社の Web サイト、SNS 又は情報誌などを活用し、消費者の理解促

進のため、提供する車体整備サービスに係る情報を積極的に発信する

ことが望ましい。 

  ＜積極的に発信する情報（一例）＞ 

・提供する車体整備サービスの内容 

・提供する車体整備サービスに係る標準料金 

・道路運送車両法に基づく認証（分解整備、電子制御装置整備）や

優良認定（車体整備作業（一種又は二種）に係る情報 

・業界団体が推奨する自主認定に係る情報（例．「先進安全自動車

対応優良車体整備事業者」） 

・道路運送車両法に基づく自動車整備士資格（一級・二級・三級自

動車整備士、特殊整備士（自動車車体・電子制御装置整備士4

等））の保有に係る情報 

 

 
4  令和４年５月に行った資格制度見直し前の「自動車車体整備士」 
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事 務 連 絡  

令和６年５月 23 日 

 

 

（一社）日本自動車整備振興会連合会 御中 

 

 

国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課 

    （独）自動車技術総合機構 OBD情報・技術センター  

 

 

車両 ECUから読み出される車台番号等の情報の取り扱いについて（周知依頼） 

 

 

 平素より自動車技術行政に御理解と御協力を賜り、御礼申し上げます。 

 車載式故障診断装置を活用した検査（OBD検査）では、車両に検査用スキャンツールを接

続し、（独）自動車技術総合機構が管理する OBD検査システムと通信することにより合否判

定を行いますが、この際、車両 ECUに記録されている車台番号等の情報が読み出され、「特

定 DTC照会アプリ」の画面上に自動表示されます。（参考図参照） 

 この車両 ECU から読み出される車台番号等の情報は、自動車製作者等が車両 ECU に記録

しているものであり、原則、OBD検査対象車両の自動車検査証（車検証）に記載された車台

番号と一致しますが、ごく稀に車台番号と異なる車両や車両 ECU に車台番号等の情報が記

録されていない車両が存在します。 

この点を含め、車両 ECUから読み出される車台番号等の情報と OBD検査（OBD確認含む）

との関係性等を下記のとおり示しますので、貴会におかれましては、傘下会員へ周知いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

  

記 

 

１．車両 ECUから読み出される車台番号等の情報と車検証に記載された車台番号との関係 

  OBD 検査対象車であれば国産車、輸入車ともに車両 ECU に記録された車台番号等の情

報と車検証に記載されている車台番号は基本的には一致する。 

ただし、ごく稀に車検証に記載されている車台番号と車両 ECU に記録された車台番号

等の情報が異なる車両や、車両 ECU に車台番号等の情報が記録されていない車両が存在

する。 

 

 

- 106 -



 

 

２．車両 ECUに記録されている車台番号等の情報と OBD検査の関係 

車検証に記載されている車台番号と車両 ECU に記録された車台番号等の情報の表記が

異なる車両や車両 ECU に車台番号等の情報が記録されていない車両であっても、OBD 検

査の合否には影響はない。 

車検証に記載されている車台番号を真とし OBD検査又は OBD確認を行うこと。 

 

３．車検証に記載された車台番号と車両 ECU に記録された車台番号等の情報が一致しない

車両の検査場における取扱い 

  認証工場において OBD 確認を行った車両については、原則、検査場における OBD 検査

を省略することとしているが、OBD 確認時に車検証に基づき入力された車台番号と車両

ECUに記録された車台番号等の情報が一致しなかった車両については、これに拘わらず、

念のため、検査場における OBD検査を実施する。 

 

 

（参考）「特定 DTC照会アプリ」の画面に表示される車両 ECUから読み出された車台番号等

の情報の例 

 

アプリでは車台番号に含まれる「－（ハイフン）」

は除いて表示します。 
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【問合せ先】 
物流・自動車局 
自 動 車 整 備 課 本田（内線42413） （直通） 03-5253-8599 【車検関係（全般）】 
保障制度参事官室 上地（内線41443） （直通） 03-5253-8582 【自賠責保険関係】 

月別の車検台数

月別車検台数[万台]（2019年から2023年までの５年間における平均）

240

260

280

300

320

340

360

380

400

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

３月：約389万台

平均約281万台

１か月以内

２年
車検を受けた日

～ ～

旧車検証の有効期限

車検の受検可能期間の拡大（今次改正）

【現行】

車検証の有効期限前１か月以内に受検すると、
新車検証の有効期限を旧車検証の有効期限から
２年間とすることができる。

【改正後】

車検証の有効期限前２か月以内に受検すると、
新車検証の有効期限を旧車検証の有効期限から
２年間とすることができる。

「2か月以内」へ改正

新車検証の有効期限

※自家用乗用車の２回目以降の車検の例

ｓｄｆあｓｄｆ  

令和６年６月 25 日 

物 流 ・ 自 動 車 局 

自 動 車 整 備 課 

保障制度参事官室 

来年４月より、車検を受けられる期間が延びます 

～ 年度末を避けて余裕をもって受検をお願いします ～ 

 

１．背景 

現在、車検は、「有効期間満了日の１か月前から満了日までの間」※に受検いただいていますが、

車検需要が年度末に集中しているため、この時期は、自動車ユーザーが整備や車検の予約が取り

づらく、自動車整備士も残業・休日出勤に追われるという問題が生じています。 

※ この期間に受検すると、残存する旧車検証の有効期間を失うことなく、新車検証に更新できます（下図参照） 

 

２．道路運送車両法施行規則等の改正 

今般、道路運送車両法施行規則を改正し、「有効期間満了日の２か月前から満了日までの間」に

受検しても、残存する有効期間が失われないこととしました。また、自賠責保険の有効期間もこれに

整合させるため自動車損害賠償保障法施行規則を改正しました。（いずれも令和７年４月１日施行） 

 

３．自動車ユーザーの皆様へのお願い 

車検は年度末が大変混雑します。余裕をもった予約・受検にご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度末における車検の混雑緩和と自動車整備士の働き方の改善のため、関係省令を改正

し、車検証の有効期間満了日の「２か月前」から車検を受けられることとしました。 
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令和６年６月 

物流・自動車局 
 

道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則 

の一部を改正する省令について 
 

１．背景 
 

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第 62 条に基づく自動車の継続検査に

ついては、道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号。以下「車両法施

行規則」という。）第 44 条において、残存する自動車検査証の有効期間を失うこ

となく継続検査が受検可能な期間を、自動車検査証の有効期間が満了する日の一月

前以内（離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、二月前以内）と定め

ているところである。 

他方、特定の期間、特に年度末等に継続検査関連業務が集中することで、当該期

間中における自動車整備工場等の業務に大きな負担がかかり、その結果、自動車の

使用者が継続検査を円滑に受検することに支障が生じることが懸念される状況に

ある。 

そのため、今般、特定の期間に集中する継続検査関連業務の平準化及び自動車の

使用者全体の利便性向上を図るべく、車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施

行規則（昭和 30 年運輸省令第 66 号。以下「自賠法施行規則」という。）について

所要の改正を行う必要がある。 
 
２．概要 
 
（１）継続検査の受検可能期間の拡大（車両法施行規則第 44 条関係） 

継続検査を受けようとする自動車の使用者に対し、残存する自動車検査証の有効

期間を失うことなく継続検査が受検可能な期間の起算日を、自動車検査証の有効期

間が満了する日の「一月前」（離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、

「二月前」）と規定しているところ、これを全国一律に「二月前」とする。 
 
（２）自動車損害賠償保障法施行令（昭和 30 年政令第 286 号）第 11 条第４号に規定

する「国土交通省令で定める期間」の拡大（自賠法施行規則第７条関係） 

保険会社（組合）に対し、自動車損害賠償責任保険（共済）に係る保険期間（共

済期間）の末日がその申込みの日から起算して、これから検査を受け、記録される

こととなる自動車検査証の有効期間に「一月」（離島に使用の本拠の位置を有する

自動車について継続検査を受ける場合にあっては、「二月」）を加えた期間を経過

する日より前の日までの契約の申込みについて、契約の締結義務を課していると

ころ、継続検査を受けるものにあってはこれを全国一律に「二月」とする。 
 
３．今後のスケジュール 
 
公 布：令和６年６月 25 日 

施 行：令和７年４月１日 
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車
検
の
受
検
可
能
期
間
の
拡
大
（
車
検
需
要
の
平
準
化
）

１
．
月
別
の
車
検
台
数

２
．
課
題

○
３
月
に
お
け
る
自
動
車
整
備
業
界
の
負
担
大

・
自
動
車
整
備
士
の
残
業
・休
日
出
勤
増

・
期
限
内
に
整
備
を
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
心
理
的
負
担

・
臨
時
従
業
員
の
確
保

な
ど

○
車
検
場
、
整
備
工
場
の
混
雑

・
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
が
整
備
・検
査
を
タ
イ
ム
リ
ー
に

受
け
ら
れ
な
い

１
か
月
以
内

２
年

車
検
を
受
け
た
日

～～

旧
車
検
証
の
有
効
期
限

３
月
の
車
検
ピ
ー
ク
を
２
月
に
平
準
化

月
別
車
検
台
数
[
万
台
]
（2
0
1
9
年
か
ら
2
0
2
3
年
ま
で
の
５
年
間
に
お
け
る
平
均
）

（
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
）

公
布
：
令
和
６
年
（
2
0
2
4
年
）
６
月
2
5
日

施
行
：
令
和
７
年
（
2
0
2
5
年
）
４
月
１
日

24
0

26
0

28
0

30
0

32
0

34
0

36
0

38
0

40
0

1月
2月

3月
4月

5月
6月

7月
8月

9月
10
月

11
月

12
月

３
月
：
約
3
8
9
万
台

平
均
約
2
8
1
万
台

３
．
車
検
の
受
検
可
能
期
間
の
拡
大
（今
回
の
対
応
策
）

【
現
状
】

○
車
検
証
（
旧
車
検
証
）
の
有
効
期
限
前
１
か
月
以
内
に
受
検

す
る
と
、
新
車
検
証
の
有
効
期
限
を
「
旧
車
検
証
の
有
効
期

限
か
ら
２
年
間
」と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（例
）旧
車
検
証
の
有
効
期
限
が
2
0
2
4
年
5
月
2
5
日
で
あ
っ
た
場
合

①
2
0
2
4
年
4
月
3
0
日
に
受
検
（
１
か
月
以
内
）

→
新
車
検
証
の
有
効
期
限
は
2
0
2
6
年
5
月
2
5
日

②
2
0
2
4
年
4
月
1
5
日
に
受
検
（
１
か
月
以
上
）

→
新
車
検
証
の
有
効
期
限
は
2
0
2
6
年
4
月
1
４
日

【
令
和
７
年
（
2
0
2
5
年
）
４
月
１
日
以
降
】

○
車
検
証
（
旧
車
検
証
）
の
有
効
期
限
前
２
か
月
以
内
に
受
検

す
る
と
、
新
車
検
証
の
有
効
期
限
を
「
旧
車
検
証
の
有
効
期
限

か
ら
２
年
間
」と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
2
か
月
以
内
」へ
改
正

【
イ
メ
ー
ジ
】

新
車
検
証
の
有
効
期
限

四
国
運
輸
局
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国自整第１０６号の２ 

令 和 ６ 年 ８ 月 ６ 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

国土交通省物流・自動車局 

自動車整備課長      

（公印省略） 

 

 

「整備工場における平成 10 年 9 月 1 日以降製作車の前照灯検査の取扱いについて」

の一部改正について 

 

独立行政法人自動車技術総合機構の「審査事務規程」が一部改正され、本年８月

１日をもって施行されることにより、前照灯について検査の基準が一部変更される

こととなる。 

 これに伴い、今般、標記通達について一部改正した旨を別紙のとおり地方運輸局自

動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達したので通知します。 

 本取り扱いに関して了知するとともに、遺漏のないよう周知願います。 
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国自整第１０６号 

令和６年８月６日 

 

 

地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

物流・自動車局自動車整備課長   

 

 

 

「整備工場における平成 10 年 9 月 1 日以降製作車の前照灯検査の取扱いについて」

の一部改正について 

 

独立行政法人自動車技術総合機構の「審査事務規程」が一部改正され、本年８月

１日をもって施行されることにより、前照灯について検査の基準が一部変更される

こととなる。 

これに伴い、今般、標記通達について別添新旧対照表のとおり改正したので了知

されるとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。 

なお、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて別紙のとおり通知した

ので申し添える。 
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1
 

 

別
添
 

「
整
備
工
場
に
お
け
る
平
成

10
年
９
月
１
日
以
降
製
作
車
の
前
照
灯
検
査
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（

平
成

27
年
６
月
５
日
付
け
自
整
第

54
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
 

新
旧
対
照
表
 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

新
 

旧
 

国
自

整
第

5
4
号
 

平
成

27
年

6
月

5
日
 

  
各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
 

 
沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

  

物
流
・
自
動
車
局
自
動
車
整
備
課
長

 

  

整
備
工
場
に
お
け
る
平
成

10
年

9
月

1
日
以
降
製
作
車
の
前
照
灯
検
査
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

 

 

整
備
工
場
に
お
け
る
平
成

10
年

9
月

1
日
以
降
製
作
車
（
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
除
雪
、
土

木
作
業
そ
の
他
特
別
な
用
途
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
で
地
方
運
輸
局
長
の
指
定
す
る
も
の
、
最
高
速
度

35
km
/h

未
満
の
大
型
特
殊
自
動
車
及
び
農
耕
作
業
用
小
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。
以
下
「
新
基
準
車
」
と
い
う
。）

の
前

照
灯
検
査
に
お
い
て
は
、
平
成

27
年

9
月

1
日
以
降
、
下
記
の
と
お
り
取
扱
う
こ
と
と
し
た
の
で
、
遺
漏
の
な

い
よ
う
関
係
者
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
ら
れ
た
い
。
 

 
な
お
、
「
整
備
工
場
に
お
け
る
前
照
灯
の
検
査
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成

10
年

8
月

31
日
付
け
自
整

第
14
2
号
）
に
つ
い
て
は
、
平
成

27
年

8
月

31
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る
。
 

 

記
 

 １
．
検
査
方
法
を
変
更
す
る
背
景
 

平
成

7
年

12
月
の
前
照
灯
に
係
る
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
改
正
に
よ
り
、
走
行
用
前
照
灯
及
び
す
れ
違

国
自

整
第

5
4
号
 

平
成

27
年

6
月

5
日
 

  
各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
 

 
沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

  

自
動
車
局
整
備
課
長

 

  

整
備
工
場
に
お
け
る
平
成

10
年

9
月

1
日
以
降
製
作
車
の
前
照
灯
検
査
の
取
扱
い
に
つ
い

て
 

 

整
備
工
場
に
お
け
る
平
成

10
年

9
月

1
日
以
降
製
作
車
（
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
除
雪
、
土

木
作
業
そ
の
他
特
別
な
用
途
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
で
地
方
運
輸
局
長
の
指
定
す
る
も
の
、
最
高
速
度

35
km
/h

未
満
の
大
型
特
殊
自
動
車
及
び
農
耕
作
業
用
小
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。
以
下
「
新
基
準
車
」
と
い
う
。）

の
前

照
灯
検
査
に
お
い
て
は
、
平
成

27
年

9
月

1
日
以
降
、
下
記
の
と
お
り
取
扱
う
こ
と
と
し
た
の
で
、
遺
漏
の

な
い
よ
う
関
係
者
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
ら
れ
た
い
。
 

 
な
お
、
「
整
備
工
場
に
お
け
る
前
照
灯
の
検
査
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成

10
年

8
月

31
日
付
け
自

整
第

14
2
号
）
に
つ
い
て
は
、
平
成

27
年

8
月

31
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る
。
 

 

記
 

 １
．
検
査
方
法
を
変
更
す
る
背
景

 

平
成

7
年

12
月
の
前
照
灯
に
係
る
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
改
正
に
よ
り
、
走
行
用
前
照
灯
及
び
す
れ
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2
 

 

新
 

旧
 

い
用
前
照
灯
の
要
件
が
分
け
て
規
定
さ
れ
、
新
基
準
車
に
つ
い
て
は
、
原
則
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
を
検
査
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
改
正
施
行
後
に
お
い
て
も
、
新
基
準
車
が
少
な
い
こ
と
、
す
れ
違

い
用
前
照
灯
試
験
機
が
普
及
し
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
、
当
分
の
間
の
経
過
措
置
と
し
て
、
す
れ
違
い
用
前

照
灯
の
検
査
に
代
え
て
走
行
用
前
照
灯
を
検
査
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

一
方
、
現
在
、
新
基
準
車
の
保
有
割
合
は
お
よ
そ
９
割
に
達
し
て
お
り
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
試
験
機
の
普
及

も
整
備
工
場
に
お
い
て
７
割
を
超
え
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車
技
術
総
合
機
構
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
と
も

に
ほ
ぼ
完
了
し
て
お
り
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
検
査
体
制
が
概
ね
整
備
さ
れ
た
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
た
め
、
今
般
、
上
記
の
経
過
措
置
を
改
め
、
新
基
準
車
の
前
照
灯
を
検
査
す
る
場
合
に
は
、
原
則
、
す
れ
違

い
用
前
照
灯
を
検
査
す
る
こ
と
と
す
る
。（

略
）
  

２
．
検
査
方
法
及
び
判
定
基
準
 

(1
) 
す
れ
違
い
用
前
照
灯
試
験
機
を
保
有
し
て
い
る
場
合
 

原
則
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
を
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
試
験
機
で
検
査
す
る
。
 

な
お
、
必
要
な
整
備
を
し
た
上
で
以
下
の
場
合
に
限
り
、
特
例
的
な
取
扱
い
と
し
て
走
行
用
前
照

灯
を
走
行
用
前
照
灯
試
試
機
で
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ア
 
適
切
に
光
度
を
測
定
で
き
な
い
場
合
 

イ
 
明
確
な
カ
ッ
ト
オ
フ
及
び
エ
ル
ボ
ー
点
を
有
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
 

試
験
機
で
の
判
定
が
困
難
な
場
合
 

(2
) 
す
れ
違
い
用
前
照
灯
試
験
機
を
保
有
し
て
い
な
い
場
合
 

次
の
要
領
に
従
っ
て
、
原
則
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
を
、
走
行
用
前
照
灯
試
験
機
の
ス
ク
リ
ー
ン
で

検
査
す
る
。
 

な
お
、
以
下
の
場
合
に
限
り
、
特
例
的
な
取
扱
い
と
し
て
走
行
用
前
照
灯
を
検
査
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

ア
 
適
切
に
光
度
を
測
定
で
き
な
い
場
合
 

イ
 
明
確
な
カ
ッ
ト
オ
フ
及
び
エ
ル
ボ
ー
点
を
有
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
走
行
用
前
照
灯
試
 

験
機
で
の
判
定
が
困
難
な
場
合
 

ウ
 
前
照
灯
試
験
機
に
ス
ク
リ
ー
ン
が
付
属
し
て
い
な
い
場
合
（
た
だ
し
、
壁
等
に
直
接
照
射
 

し
て
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
配
光
を
検
査
す
る
こ
と
も
で
き
る
）
 

 
 
 
 
 
〔
測
定
方
法
〕
 

①
 
走
行
用
前
照
灯
試
験
機
の
受
光
部
中
心
と
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
照
明
部
中
心
を
合
わ
 

違
い
用
前
照
灯
の
要
件
が
分
け
て
規
定
さ
れ
、
新
基
準
車
に
つ
い
て
は
、
原
則
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
を
検

査
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
改
正
施
行
後
に
お
い
て
も
、
新
基
準
車
が
少
な
い
こ
と
、

す
れ
違
い
用
前
照
灯
試
験
機
が
普
及
し
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
、
当
分
の
間
の
経
過
措
置
と
し
て
、
す
れ
違

い
用
前
照
灯
の
検
査
に
代
え
て
走
行
用
前
照
灯
を
検
査
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

一
方
、
現
在
、
新
基
準
車
の
保
有
割
合
は
お
よ
そ
９
割
に
達
し
て
お
り
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
試
験
機
の
普
及

も
整
備
工
場
に
お
い
て
７
割
を
超
え
、
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
と
も
に
ほ
ぼ
完

了
し
て
お
り
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
検
査
体
制
が
概
ね
整
備
さ
れ
た
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

今
般
、
上
記
の
経
過
措
置
を
改
め
、
新
基
準
車
の
前
照
灯
を
検
査
す
る
場
合
に
は
、
原
則
、
す
れ
違
い
用
前

照
灯
を
検
査
す
る
こ
と
と
す
る
。
  

２
．
検
査
方
法
及
び
判
定
基
準
 

(1
) 
す
れ
違
い
用
前
照
灯
試
験
機
を
保
有
し
て
い
る
場
合
 

原
則
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
を
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
試
験
機
で
検
査
す
る
。
 

な
お
、
以
下
の
場
合
に
限
り
、
特
例
的
な
取
扱
い
と
し
て
走
行
用
前
照
灯
を
走
行
用
前
照
灯
試

試
機
で
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ア
 
適
切
に
光
度
を
測
定
で
き
な
い
場
合
 

イ
 
明
確
な
カ
ッ
ト
オ
フ
及
び
エ
ル
ボ
ー
点
を
有
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
 

試
験
機
で
の
判
定
が
困
難
な
場
合
 

(2
) 
す
れ
違
い
用
前
照
灯
試
験
機
を
保
有
し
て
い
な
い
場
合
 

次
の
要
領
に
従
っ
て
、
原
則
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
を
、
走
行
用
前
照
灯
試
験
機
の
ス
ク
リ
ー
ン

で
検
査
す
る
。
 

な
お
、
以
下
の
場
合
に
限
り
、
特
例
的
な
取
扱
い
と
し
て
走
行
用
前
照
灯
を
検
査
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

ア
 
適
切
に
光
度
を
測
定
で
き
な
い
場
合
 

イ
 
明
確
な
カ
ッ
ト
オ
フ
及
び
エ
ル
ボ
ー
点
を
有
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
走
行
用
前
照
灯
試
 

験
機
で
の
判
定
が
困
難
な
場
合
 

ウ
 
前
照
灯
試
験
機
に
ス
ク
リ
ー
ン
が
付
属
し
て
い
な
い
場
合
（
た
だ
し
、
壁
等
に
直
接
照
射
 

し
て
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
配
光
を
検
査
す
る
こ
と
も
で
き
る
）
 

 
 
 
 
 
〔
測
定
方
法
〕
 

①
 
走
行
用
前
照
灯
試
験
機
の
受
光
部
中
心
と
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
照
明
部
中
心
を
合
わ
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旧
 

せ
る
。
 

②
 
カ
ッ
ト
オ
フ
の
位
置
は
、
エ
ル
ボ
ー
点
の
垂
直
及
び
水
平
位
置
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
よ
り
 

目
視
で
測
定
。
な
お
、
カ
ッ
ト
オ
フ
が
確
認
で
き
な
い
場
合
（
レ
ン
ズ
の
表
面
に
く
も
り
 

が
な
い
も
の
に
限
る
。）

又
は
、
カ
ッ
ト
オ
フ
無
し
の
場
合
（
指
定
自
動
車
等
以
外
の
自
動
 

車
に
限
る
）
に
つ
い
て
は
、
④
に
よ
る
。
 

③
 
光
度
は
、
手
動
式
の
試
験
機
の
場
合
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
照
明
部
中
心
か
ら
下
方

0.
6 

度
（
当
該
照
明
部
中
心
の
高
さ
が

1m
を
超
え
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
下
方

0.
9
度
）、

 

左
方

1.
3
度
の
点
に
お
け
る
光
度
を
測
定
。〔

前
方

10
m
の
位
置
に
お
い
て
、
当
該
照
明
 

部
中
心
を
含
む
水
平
面
よ
り
下
方

11
cm
（
当
該
照
明
部
中
心
の
高
さ
が

1m
を
超
え
る
自
 

動
車
に
あ
っ
て
は
、
16
cm
）
の
直
線
及
び
当
該
照
明
部
中
心
を
含
み
、
か
つ
、
車
両
中
心
 

線
と
平
行
な
鉛
直
線
よ
り
左
方
に

23
cm

の
直
線
と
交
わ
る
位
置
に
お
け
る
光
度
を
測
 

定
。〕

 

自
動
式
の
試
験
機
の
場
合
、
光
度
が
最
大
と
な
る
点
に
お
け
る
光
度
を
測
定
。
 

④
 
カ
ッ
ト
オ
フ
が
確
認
で
き
な
い
場
合
（
レ
ン
ズ
の
表
面
に
く
も
り
が
な
い
も
の
に
限
る
。）

 

 
 
又
は
、
カ
ッ
ト
オ
フ
無
し
の
場
合
（
指
定
自
動
車
等
以
外
の
自
動
車
に
限
る
）
に
つ
い
て
 

は
、
光
度
が
最
大
と
な
る
点
の
位
置
及
び
そ
の
点
に
お
け
る
光
度
を
測
定
。
 

〔
判
定
基
準
〕
 

①
 
エ
ル
ボ
ー
点
は
、
前
方

10
m
の
位
置
に
お
い
て
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
照
明
部
中
心
を
 

含
む
水
平
面
よ
り
下
方

2c
m
の
直
線
及
び
下
方

15
cm

の
直
線
（
標
準
位
置
は
下
方

10
cm
） 

（
当
該
照
明
部
中
心
の
高
さ
が

1m
を
超
え
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
下
方

7c
m
の
直
線
 

及
び
下
方

20
cm

の
直
線
（
標
準
位
置
は
下
方

15
cm
））

並
び
に
当
該
照
明
部
中
心
を
含
 

み
、
か
つ
、
車
両
中
心
線
と
平
行
な
鉛
直
線
よ
り
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ

27
cm

の
直
線
に
囲
ま
 

れ
た
範
囲
内
（
標
準
位
置
は
照
明
部
中
心
を
通
る
垂
直
線
上
）
に
あ
る
こ
と
。
 

②
 
カ
ッ
ト
オ
フ
が
確
認
で
き
な
い
場
合
（
レ
ン
ズ
の
表
面
に
く
も
り
が
な
い
も
の
に
限
る
。）

 

又
は
、
カ
ッ
ト
オ
フ
無
し
の
場
合
（
指
定
自
動
車
等
以
外
の
自
動
車
に
限
る
）
に
つ
い
て
 

は
、
上
記
④
の
方
法
で
測
定
し
た
場
合
、
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。
 

(ｲ
) 

光
度
が
最
大
と
な
る
点
の
垂
直
位
置
は
、
照
明
部
中
心
を
通
る
水
平
線
よ
り
下
 

方
に
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
水
平
位
置
は
、
照
明
部
中
心
を
通
る
垂
直
線
よ
り
左
方
 

に
あ
る
こ
と
。
※
図
１
参
照
 

せ
る
。
 

②
 
カ
ッ
ト
オ
フ
の
位
置
は
、
エ
ル
ボ
ー
点
の
垂
直
及
び
水
平
位
置
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
よ
り
 

目
視
で
測
定
。
な
お
、
明
確
な
カ
ッ
ト
オ
フ
を
有
し
て
い
な
い
も
の
（
SA
E
灯
火
器
を
想
 

定
）
に
つ
い
て
は
、
④
に
よ
る
。
 

③
 
光
度
は
、
手
動
式
の
試
験
機
の
場
合
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
照
明
部
中
心
か
ら
下
方

0.
6 

度
（
当
該
照
明
部
中
心
の
高
さ
が

1m
を
超
え
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
下
方

0.
9
度
）、

 

左
方

1.
3
度
の
点
に
お
け
る
光
度
を
測
定
。〔

前
方

10
m
の
位
置
に
お
い
て
、
当
該
照
明
 

部
中
心
を
含
む
水
平
面
よ
り
下
方

11
cm
（
当
該
照
明
部
中
心
の
高
さ
が

1m
を
超
え
る
自
 

動
車
に
あ
っ
て
は
、
16
cm
）
の
直
線
及
び
当
該
照
明
部
中
心
を
含
み
、
か
つ
、
車
両
中
心
 

線
と
平
行
な
鉛
直
線
よ
り
左
方
に

23
cm

の
直
線
と
交
わ
る
位
置
に
お
け
る
光
度
を
測
 

定
。〕

 

自
動
式
の
試
験
機
の
場
合
、
光
度
が
最
大
と
な
る
点
に
お
け
る
光
度
を
測
定
。
 

④
 
明
確
な
カ
ッ
ト
オ
フ
を
有
し
て
い
な
い
も
の
（
SA
E
灯
火
器
を
想
定
）
に
つ
い
て
は
、
光
 

度
が
最
大
と
な
る
点
の
位
置
及
び
そ
の
点
に
お
け
る
光
度
を
測
定
。
 

  

〔
判
定
基
準
〕
 

①
 
エ
ル
ボ
ー
点
は
、
前
方

10
m
の
位
置
に
お
い
て
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
照
明
部
中
心
を
 

含
む
水
平
面
よ
り
下
方

2c
m
の
直
線
及
び
下
方

15
cm

の
直
線
（
標
準
位
置
は
下
方

10
cm
） 

（
当
該
照
明
部
中
心
の
高
さ
が

1m
を
超
え
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
下
方

7c
m
の
直
線
 

及
び
下
方

20
cm

の
直
線
（
標
準
位
置
は
下
方

15
cm
））

並
び
に
当
該
照
明
部
中
心
を
含
 

み
、
か
つ
、
車
両
中
心
線
と
平
行
な
鉛
直
線
よ
り
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ

27
cm

の
直
線
に
囲
ま
 

れ
た
範
囲
内
（
標
準
位
置
は
照
明
部
中
心
を
通
る
垂
直
線
上
）
に
あ
る
こ
と
。
 

②
 
明
確
な
カ
ッ
ト
オ
フ
を
有
し
て
い
な
い
も
の
（
SA
E
灯
火
器
を
想
定
）
に
つ
い
て
は
、
上
 

記
④
の
方
法
で
測
定
し
た
場
合
、
光
度
が
最
大
と
な
る
点
の
垂
直
位
置
は
、
照
明
部
中
心
 

を
通
る
水
平
線
よ
り
下
方
に
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
水
平
位
置
は
、
照
明
部
中
心
を
通
る
垂
 

直
線
よ
り
左
方
に
あ
る
こ
と
。
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(ﾛ
) 

光
度
が
最
大
と
な
る
点
は
、
照
明
部
中
心
を
含
む
水
平
面
よ
り
下
方

2c
m
の
直
線

及
び
下
方

15
cm

の
直
線
（
標
準
位
置
は
下
方

10
cm
）（

当
該
照
明
部
中
心
の
高
さ
が

1m
を
超
え
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
下
方

7c
m
の
直
線
及
び
下
方

20
cm

の
直
線

（
標
準
位
置
は
下
方

15
cm
））

並
び
に
当
該
照
明
部
中
心
を
含
み
、
か
つ
、
車
両
中

心
線
と
平
行
な
鉛
直
線
よ
り
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ

27
cm

の
直
線
に
囲
ま
れ
た
範
囲
内

（
標
準
位
置
は
照
明
部
中
心
を
通
る
垂
直
線
上
）
に
あ
る
こ
と
。
※
図
２
参
照
 

③
 
光
度
測
定
点
に
お
け
る
光
度
が

6,
40
0
カ
ン
デ
ラ
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

※
図
３
参
照
 

 

〔
図
１
〕
②
(ｲ
) 
最
高
光
度
点
の
判
定
基
準
 

 

           

      ③
 
光
度
測
定
点
（
路
面
点
相
当
）
に
お
け
る
光
度
が

6,
40
0
カ
ン
デ
ラ
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

※
図
１
参
照
 

 

（
新
設
）
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〔
図
２
〕
②
(ﾛ
) 

10
m
の
距
離
に
お
い
て
測
定
す
る
場
合
の
最
高
光
度
点
の
判
定
基
準
（
前
照
灯
の
照
明
部
中

心
の
高
さ
が

1m
以
下
の
場
合
）
 

 

  〔
図
３
〕
 
10
m
の
距
離
に
お
い
て
測
定
す
る
場
合
の
判
定
基
準
（
前
照
灯
の
照
明
部
中
心
の
高
さ
が

1m
以
下

の
場
合
）
 

 
 
図
（
略
）
 

 〔〔
壁
等
を
用
い
た
測
定
〕
 

 
壁
等
に
直
接
照
射
し
て
測
定
を
行
う
場
合
は
、
以
下
に
示
す
ス
ク
リ
ー
ン
を
作
成
し
、
前
照
灯
の
前
方

5m
又

は
3m

の
位
置
に
正
対
さ
せ
て
行
う
。
ス
ク
リ
ー
ン
に
示
し
て
あ
る
範
囲
内
に
エ
ル
ボ
ー
点
が
あ
れ
ば
合
格
で
あ

り
、
調
整
を
す
る
場
合
の
カ
ッ
ト
オ
フ
ラ
イ
ン
（
エ
ル
ボ
ー
点
）
の
標
準
位
置
を
太
線
で
示
し
て
あ
る
。
 

※
図
４
参
照
 

〔
図
４
〕
測
定
に
用
い
る
ス
ク
リ
ー
ン
の
例
（
前
照
灯
の
照
明
部
中
心
の
高
さ
が
１
m
以
下
の
場
合
）
 

 
 
図
（
略
）
 

 参
考
 
整
備
工
場
に
お
け
る
前
照
灯
検
査
（
整
備
）
の
流
れ
 
 

別
紙
１
へ
 

 附
則
（
令
和
６
年
８
月
６
日
 
国
自
整
第
１
０
６
号
）
 

（
新
設
）
 

            〔
図
１
〕
 
10
m
の
距
離
に
お
い
て
測
定
す
る
場
合
の
判
定
基
準
（
前
照
灯
の
照
明
部
中
心
の
高
さ
が

1m
以
下

の
場
合
）
 

 
 
図
（
略
）
 

 〔〔
壁
等
を
用
い
た
測
定
〕
 

 
壁
等
に
直
接
照
射
し
て
測
定
を
行
う
場
合
は
、
以
下
に
示
す
ス
ク
リ
ー
ン
を
作
成
し
、
前
照
灯
の
前
方

5m
又

は
3m

の
位
置
に
正
対
さ
せ
て
行
う
。
ス
ク
リ
ー
ン
に
示
し
て
あ
る
範
囲
内
に
エ
ル
ボ
ー
点
が
あ
れ
ば
合
格
で

あ
り
、
調
整
を
す
る
場
合
の
カ
ッ
ト
オ
フ
ラ
イ
ン
（
エ
ル
ボ
ー
点
）
の
標
準
位
置
を
太
線
で
示
し
て
あ
る
。
 

※
図
２
参
照
 

〔
図
２
〕
測
定
に
用
い
る
ス
ク
リ
ー
ン
の
例
（
前
照
灯
の
照
明
部
中
心
の
高
さ
が
１
m
以
下
の
場
合
）
 

 
 
図
（
略
）
 

 参
考
 
整
備
工
場
に
お
け
る
前
照
灯
検
査
（
整
備
）
の
流
れ
 
 

別
紙
１
へ
 

 （
新
設
）
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6
 

 

新
 

旧
 

１
 
本
改
正
規
定
は
、
令
和
６
年
８
月
６
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別紙１ 

（旧） 

参考 整備工場における前照灯検査（整備）の流れ 

 
  平成１０年９月１日以降に製作された自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車等を

除く。）か 

ＮＯ 

走行用前照灯を検査し、基準に適合するか 

ＹＥＳ 

整備による調整

ＮＯ 

前照灯試験機はすれ違い用前照灯試験機か 

ＹＥＳ 

走行用前照灯試験機のスクリーンを用いて

すれ違い用前照灯の検査が可能か 
（壁等に直接照射して測定も可） 

ＮＯ 

すれ違い用前照灯を検査し、基準に適合するか 

ＹＥＳ 

整備による調整 

終了（合格） 

ＮＯ 
ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

判定困難 

終了（合格） 

ＮＯ 
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（新） 

参考 整備工場における前照灯検査（整備）の流れ 

 
 平成１０年９月１日以降に製作された自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車等
を除く。）か 

ＮＯ 

走行用前照灯を検査し、基準に適合するか 

ＹＥＳ 

整備による調整

ＮＯ 

前照灯試験機はすれ違い用前照灯試験機か 

ＹＥＳ 

カットオフライン確認のうえ、走行用前照

灯試験機のスクリーンを用いてすれ違い用

前照灯の向き（エルボー点又は最高光度

点）の判定が可能か 
（壁等に直接照射して判定も可） 

ＮＯ 

すれ違い用前照灯を検査し、基準に適合するか 

ＹＥＳ 

整備による調整 

終了（合格） 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

判定困難 

終了（合格） 

ＮＯ 

すれ違い用前照灯を検査し、 
基準に適合するか 

ＹＥＳ 

ＮＯ 
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国自整第１０５号の２ 

令 和 ６ 年 ８ 月 ６ 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

国土交通省物流・自動車局 

自動車整備課長      

（公印省略） 

 

 

「指定整備記録簿の記載要領について」の一部改正について 

 

 

独立行政法人自動車技術総合機構の「審査事務規程」が一部改正され、本年８月

１日をもって施行されることにより、制動装置及び前照灯の検査の基準が一部変更

されることとなる。 

 これに伴い、今般、標記通達について一部を改正した旨を別紙のとおり地方運輸局

自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達したので通知します。 

 本取り扱いに関して了知するとともに、遺漏のないよう周知願います。 
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国自整第１０５号 

令和６年８月６日 

 

 

地方運輸局自動車技術安全部長 殿  

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

物流・自動車局自動車整備課長   

 

 

 

「指定整備記録簿の記載要領について」の一部改正について 

 

 

独立行政法人自動車技術総合機構の「審査事務規程」が一部改正され、本年８月

１日をもって施行されることにより、制動装置及び前照灯の検査の基準が一部変更

されることとなる。 

これに伴い、今般、標記通達について別添新旧対照表のとおり改正したので了知

されるとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。 

なお、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて別紙のとおり通知した

ので申し添える。 
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1
 

 

別
添
 

「
指
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」（

平
成
７
年
３
月
２
７
日
付
け
自
整
第
６
７
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
 

新
旧
対
照
表
 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

新
 

旧
 

自
整

第
６

７
号

 

平
成
７
年
３
月

27
日

 

 

各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
 

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

  

物
流
・
自
動
車
局
自
動
車
整
備
課
長
 

 

指
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
 

 

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
７
年
運
輸
省
令
第
８
号
）
が
平
成
７
年
２

月
２
８
日
に
公
布
さ
れ
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
 

省
令
の
施
行
に
伴
い
、
指
定
整
備
記
録
簿
（
以
下
「
記
録
簿
」
と
い
う
。）

の
記
載
要
領
に
つ
い
て
は
、
下
記

に
よ
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
関
係
者
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
ら
れ
た
い
。
 

 記
 

 １
．
～
５
．（

略
）
  

附
則
（
略
）
 

附
則
（
令
和
６
年
８
月
６
日
 
国
自
整
第
１
０
５
号
）
 

１
 
本
改
正
規
定
は
、
令
和
６
年
８
月
６
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

別
紙
 

 

黒
煙
及
び
粒
子
状
物
質
の
検
査
に
係
る
「
検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
の
記
載
例
 
（
略
）
 

自
整

第
６

７
号

 

平
成
７
年
３
月

27
日

 

 各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
 

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

  

自
動
車
交
通
局
技
術
安
全
部
整
備
課
長
 

 

指
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
 

 道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
７
年
運
輸
省
令
第
８
号
）
が
平
成
７
年
２

月
２
８
日
に
公
布
さ
れ
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
 

省
令
の
施
行
に
伴
い
、
指
定
整
備
記
録
簿
（
以
下
「
記
録
簿
」
と
い
う
。）

の
記
載
要
領
に
つ
い
て
は
、
下
記

に
よ
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
関
係
者
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
ら
れ
た
い
。
 

 記
 

 １
．
～
５
．（

略
）
  

附
則
（
略
）
 

（
新
設
）
 

 別
紙
 

 

黒
煙
及
び
粒
子
状
物
質
の
検
査
に
係
る
「
検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
の
記
載
例
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2
 

 

新
 

旧
 

１
．
黒
煙
規
制
車
の
検
査
に
つ
い
て
（
略
）
 

２
．
オ
パ
シ
規
制
車
の
検
査
に
つ
い
て
 

 
（
１
）（

略
）
 

 
（
削
除
）
 

      前
照
灯
の
検
査
に
係
る
「
検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
の
記
載
例
 

(1
)（

略
）
 

 
(2
) 
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
検
査
に
よ
り
判
断
し
た
場
合
 

①
 す

れ
違
い
用
前
照
灯
試
験
機
に
よ
る
検
査
で
カ
ッ
ト
オ
フ
有
り
の
場
合

 

 

  （
注
）「

取
付
高
さ
」
の
欄
に
「
す
れ
違
い
灯
」
 

を
記
入
す
る
。（

以
下
、
②
、
③
、
④
及
び
⑤
 

に
つ
い
て
も
同
じ
。）

 

 （
注
）「

光
軸
」
を
「
エ
ル
ボ
ー
点
の
位
置
」
と
 

読
み
替
え
て
数
値
を
記
入
す
る
。（

以
下
、
②
 

に
つ
い
て
も
同
じ
。）

 

 

  （
注
）「

光
度
」
の
（
副
）
の
欄
に
測
定
光
度
の
 

値
を
記
入
す
る
。（

以
下
、
②
及
び
③
に
つ
い
 

て
も
同
じ
。）

 

    

前
 
照
 
灯
 

取 付 高 さ
 

右
 

左
 

す
れ
違
い
灯
 

 

５
 ８

 
 
 c
m 

  

５
 ８

 
 
cm
 

 光
 

軸
 

 

下
 

１
 ０

  
 
cm
 

下
 

１
 ０

 
 
cm
 

左
 ・

 右
 ５
  

 
cm
 

左
 ・

 
右
 

２
 ０

 
 
cm
 

 光
 

度
 

 

主
×
10
0 

cd
 

主
×
10
0 

cd
 

副
×
10
0 ８
 ０

  
 
cd
 

副
×
10
0 

８
 ０

  
 c
d 

１
．
黒
煙
規
制
車
の
検
査
に
つ
い
て
（
略
）
 

２
．
オ
パ
シ
規
制
車
の
検
査
に
つ
い
て
 

 
（
１
）（

略
）
 

 
（
２
）
黒
煙
測
定
器
を
用
い
て
判
断
し
た
場
合
（
経
過
措
置
）
 

黒
煙
・
粒
子
状
物
質
 

視
認
・
テ
ス
タ
 

２
０
  
  
 
％
 

m-
1  

 前
照
灯
の
検
査
に
係
る
「
検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
の
記
載
例
 

(1
)（

略
）
 

 
(2
) 
す
れ
違
い
用
前
照
灯
の
検
査
に
よ
り
判
断
し
た
場
合
 

①
 す

れ
違
い
用
前
照
灯
試
験
機
に
よ
る
検
査
で
カ
ッ
ト
オ
フ
有
り
の
場
合

 

 

  （
注
）「

取
付
高
さ
」
の
欄
に
「
す
れ
違
い
灯
」
 

を
記
入
す
る
。（

以
下
、
②
及
び
⑤
に
つ
い
て
 

も
同
じ
。）

 

 （
注
）「

光
軸
」
を
「
エ
ル
ボ
ー
点
の
位
置
」
と
 

読
み
替
え
て
数
値
を
記
入
す
る
。（

以
下
、
②
 

に
つ
い
て
も
同
じ
。）

 

   （
注
）「

光
度
」
の
（
副
）
の
欄
に
測
定
光
度
の
 

値
を
記
入
す
る
。（

以
下
、
②
及
び
③
に
つ
い
 

て
も
同
じ
。）

 

   

前
 
照
 
灯
 

取 付 高 さ
 

右
 

左
 

す
れ
違
い
灯
 

 

５
 ８

 
 
 c
m 

  

５
 ８

 
 
cm
 

 光
 

軸
 

 

下
 

１
 ０

  
 
cm
 

下
 

１
 ０

 
 
cm
 

左
 ・

 右
 ５
  

 
cm
 

左
 ・

 
右
 

２
 ０

 
 
cm
 

 光
 

度
 

 

主
×
10
0 

cd
 

主
×
10
0 

cd
 

副
×
10
0 ８
 ０

  
 
cd
 

副
×
10
0 ８

 ０
  
 c
d 

- 124 -



3
 

 

新
 

旧
 

  

②
（
略
）

 

③
 
カ
ッ
ト
オ
フ
ラ
イ
ン
が
確
認
で
き
な
い
場
合
（
レ
ン
ズ
の
表
面
に
く
も
り
が
な
い
も
の
に
限
る
）
又

は
、
カ
ッ
ト
オ
フ
無
し
の
場
合
（
指
定
自
動
車
等
以
外
の
自
動
車
に
限
る
）

 

 

   （
注
）「

取
付
高
さ
」
の
欄
に
カ
ッ
ト
オ
フ
が

確
認
で
き
な
い
場
合
は
「
カ
ッ
ト
オ
フ
不
明

確
」、

カ
ッ
ト
オ
フ
が
無
い
場
合
は
「
カ
ッ
ト

オ
フ
無
し
」
と
記
入
す
る
。
 

   

        

      

前
 
照
 
灯
 

取 付 高 さ
 

右
 

左
 

す
れ
違
い
灯
 

カ
ッ
ト
オ
フ
無
し
 

５
 ８

 
 
 c
m 

  

５
 ８

 
 
cm
 

 光
 

軸
 

 

下
 

５
 
 
 
cm
 

下
 

５
 
 
cm
 

左
 ・

 右
 

１
 ０

  
 
cm
 

左
 ・

 
右
 

１
 ０

 
 
cm
 

 光
 

度
 

 

主
×
10
0 

cd
 

主
×
10
0 

cd
 

副
×
10
0 ８

 ０
  
 
cd
 

副
×
10
0 

８
 ０

  
 c
d 

  

②
（
略
）

 

③
 
カ
ッ
ト
オ
フ
無
し
の
場
合

 

 

   （
注
）「

取
付
高
さ
」
の
欄
に
「
カ
ッ
ト
オ
フ
無
 
 

し
」
と
記
入
す
る
。
 

             

       

前
 
照
 
灯
 

取 付 高 さ
 

右
 

左
 

す
れ
違
い
灯
 

カ
ッ
ト
オ
フ
無
し
 

５
 ８

 
 
 c
m 

  

５
 ８

 
 
cm
 

 光
 

軸
 

 

下
 

５
 
 
 
cm
 

下
 

５
 
 
cm
 

左
 ・

 右
 

１
 ０

  
 
cm
 

左
 ・

 
右
 

１
 ０

 
 
cm
 

 光
 

度
 

 

主
×
10
0 

cd
 

主
×
10
0 

cd
 

副
×
10
0 

８
 ０

  
 
cd
 

副
×
10
0 ８
 ０

  
 c
d 
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4
 

 

新
 

旧
 

 
④
カ
ッ
ト
オ
フ
ラ
イ
ン
の
位
置
に
よ
り
判
断
し
た
場
合
（
二
輪
自
動
車
及
び
側
車
付
二
輪
自
動
車
に
限
る
）
 

 

  (注
）「

取
付
高
さ
」
の
欄
に
「
カ
ッ
ト
オ
フ
ラ
イ

ン
」
と
記
入
す
る
。
 

 (注
)「

光
軸
の
上
下
」
の
欄
に
右

26
cm

及
び
右

44
cm

の
点
の
カ
ッ
ト
オ
フ
ラ
イ
ン
の
位
置
を
間
に

「
－
」
を
挟
ん
で
記
入
す
る
。
 

    

 

     

              

前
 
照
 
灯
 

取 付 高 さ
 

右
 

左
 

す
れ
違
い
灯
 

カ
ッ
ト
オ
フ
ラ
イ
ン
 

５
 ８

 
 
 c
m 

  

cm
 

 光
 

軸
 

 

下
 

５
－
６
  
 
cm
 

下
 

Cm
 

左
 ・

 右
 

cm
 

左
 ・

 右
 

cm
 

 光
 

度
 

 

主
×
10
0 

cd
 

主
×
10
0 

cd
 

副
×
10
0 ３

５
  
 
cd
 

副
×
10
0 

cd
 

（
新
設
）
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5
 

 

新
 

旧
 

⑤
カ
ッ
ト
オ
フ
ラ
イ
ン
の
位
置
に
よ
り
判
断
し
た
場
合
（
二
輪
自
動
車
及
び
側
車
付
二
輪
自
動
車
に
お
い
て
、

環
境
が
整
う
ま
で
の
間
に
検
査
す
る
も
の
に
限
る
）
 

 

  (注
）「

取
付
高
さ
」
の
欄
に
「
特
例
ラ
イ
ン
」
と

記
入
す
る
。
 

 (注
)「

光
軸
の
上
下
」
の
欄
に
右

26
cm

及
び
右
  
  

44
cm

の
点
の
カ
ッ
ト
オ
フ
ラ
イ
ン
の
位
置
を
間
に

「
－
」
を
挟
ん
で
記
入
す
る
。
 

     

（
注
）「

光
度
」
に
つ
い
て
す
れ
違
い
灯
の
測
定
光
 

度
の
値
を
（
副
）
の
欄
に
記
入
す
る
。
 

な
お
、
走
行
用
前
照
灯
の
測
定
光
度
で
判
断
し
 

た
場
合
に
は
（
主
）
の
欄
に
も
記
入
す
る
。
 

    

            

前
 
照
 
灯
 

取 付 高 さ
 

右
 

左
 

す
れ
違
い
灯
 

特
例
ラ
イ
ン
 

５
 ８

 
 
 c
m 

  

cm
 

 光
 

軸
 

 

下
 

５
－
６
  
 
cm
 

下
 

Cm
 

左
 ・

 右
 

cm
 

左
 ・

 右
 

cm
 

 光
 

度
 

 

主
×
10
0 

 

１
０
０
 
 
cd
 

主
×
10
0 

cd
 

副
×
10
0 ４

５
  
 
cd
 

副
×
10
0 

cd
 

（
新
設
）
 

                           

 

- 127 -



6
 

 

新
 

旧
 

制
動
装
置
の
検
査
に
係
る
「
検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
の
記
載
例
 

 
(1
) 
制
動
力
の
総
和
を
自
動
車
の
重
量
で
除
し
た
値
が

4.
90
N/
kg

以
上
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
判
断
し
た
場
合
 

 

                 

 

(2
) 
降
雨
等
の
天
候
条
件
に
よ
り
ブ
レ
ー
キ
・
テ
ス
タ
の
ロ
ー
ラ
ー
が
濡
れ
て
い
る
と
自
動
車
検
査
員
が
判

断
し
、
制
動
力
の
総
和
を
自
動
車
の
重
量
で
除
し
た
値
が

3.
92
N/
kg

以
上
で
あ
る
こ
と
を
適
用
し
た
場
合
 

 

制
 
 
 
動
 
 
 
力
 

前
 

軸
 

（
略
）
 

  後
 

  軸
 

 

後
 

前
 

軸
 

 

右
 

Ｎ
 

左
 

Ｎ
 

軸
重
 

kg
 

 

N/
kg
 

左
右
差
 

Ｎ
 

 

N/
kg
 

後
 

後
 

軸
 

 

右
 １
６
０
０
 
Ｎ
 

左
 １
５
０
０
 
Ｎ
 

軸
重
 ４

４
０
 
kg
 

 

７
．
０
４
 N
/k
g 

左
右
差
 

１
０
０
 
Ｎ
  

０
．
２
３
 N
/k
g 

計
 

８
９
０
０
 
Ｎ
 

車
両
重
量
 

１
０
３
５
 
kg
 

８
．
５
９
 
N/
kg
 

手
動
 

２
４
０
０
 
Ｎ
 

２
．
３
１
 
N/
kg
 

制
 
 
 
動
 
 
 
力
 

前
 

軸
 

（
略
）
 

  後
 

  軸
 

 

後
 

前
 

軸
 

 

右
 

Ｎ
 

左
 

Ｎ
 

軸
重
 

kg
 

 

N/
kg
 

左
右
差
 

Ｎ
 

 

N/
kg
 

後
 

後
 

軸
 

右
 

８
０
０
 
Ｎ
 

左
 

軸
重
 ４

４
０
 
kg
 

 

左
右
差
 

１
０
０
 
Ｎ
  

制
動
装
置
の
検
査
に
係
る
「
検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
」
の
欄
の
記
載
例
 

 
(1
) 
制
動
力
の
総
和
を
自
動
車
の
重
量
で
除
し
た
値
が

4.
90
N/
kg

以
上
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
判
断
し
た
場
合
 

 

                   

 

(2
) 
降
雨
等
の
天
候
条
件
に
よ
り
ブ
レ
ー
キ
・
テ
ス
タ
の
ロ
ー
ラ
ー
が
濡
れ
て
い
る
と
自
動
車
検
査
員
が
判

断
し
、
制
動
力
の
総
和
を
自
動
車
の
重
量
で
除
し
た
値
が

3.
92
N/
kg

以
上
で
あ
る
こ
と
を
適
用
し
た
場
合
 

 

制
 
 
 
動
 
 
 
力
 

前
 

軸
 

（
略
）
 

  後
 

  軸
 

 

後
 

前
 

軸
 

 

右
 

Ｎ
 

左
 

Ｎ
 

軸
重
 

kg
 

 

N/
kg
 

左
右
差
 

Ｎ
 

 

N/
kg
 

後
 

後
 

軸
 

 

右
 １
６
０
０
 
Ｎ
 

左
 １
５
０
０
 
Ｎ
 

軸
重
 ４

４
０
 
kg
 

 

７
．
０
５
 N
/k
g 

左
右
差
 

１
０
０
 
Ｎ
  

０
．
２
３
 N
/k
g 

計
 

８
９
０
０
 
Ｎ
 

車
両
重
量
 

１
０
３
５
 
kg
 

８
．
６
０
 
N/
kg
 

手
動
 

２
４
０
０
 
Ｎ
 

２
．
３
２
 
N/
kg
 

制
 
 
 
動
 
 
 
力
 

前
 

軸
 

（
略
）
 

  後
 

  軸
 

 

後
 

前
 

軸
 

 

右
 

Ｎ
 

左
 

Ｎ
 

軸
重
 

kg
 

 

N/
kg
 

左
右
差
 

Ｎ
 

 

N/
kg
 

後
 

後
 

軸
 

右
 

８
０
０
 
Ｎ
 

左
 

軸
重
 ４

４
０
 
kg
 

 

左
右
差
 

１
０
０
 
Ｎ
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    （
注
）（

略
）
 

 

 

(3
) 
前
軸
の
全
車
輪
が
ロ
ッ
ク
し
た
こ
と
に
よ
り
、
制
動
力
の
総
和
が
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な

す
こ
と
を
適
用
し
た
場
合
 

 

                   

          

 
７
０
０
 
Ｎ
 

３
．
４
０
 N
/k
g 

０
．
２
３
 N
/k
g 

計
 

 

４
４
０
０
 
Ｎ
 

車
両
重
量
 

 

１
０
３
５
 
kg
 

湿
 

４
．
２
５
 
N/
kg
 

手
動
 

２
４
０
０
 
Ｎ
 

２
．
３
１
 
N/
kg
 

制
 
 
 
動
 
 
 
力
 

前
 

軸
 

（
略
）
 

  後
 

  軸
 

 

後
 

前
 

軸
 

 

右
 

Ｎ
 

左
 

Ｎ
 

軸
重
 

kg
 

 

N/
kg
 

左
右
差
 

Ｎ
 

 

N/
kg
 

後
 

後
 

軸
 

 

右
 

８
０
０
 
Ｎ
 

左
 

７
０
０
 
Ｎ
 

軸
重
 ４

４
０
 
kg
 

 

３
．
４
０
 N
/k
g 

左
右
差
 

１
０
０
 
Ｎ
  

０
．
２
３
 N
/k
g 

計
 

４
４
０
０
 
Ｎ
 

車
両
重
量
 

１
０
３
５
 
kg
 

４
．
２
５
 
N/
kg
 

手
動
 

２
４
０
０
 
Ｎ
 

２
．
３
１
 
N/
kg
 

      （
注
）（

略
）
 

 

 

(3
) 
前
軸
の
全
車
輪
が
ロ
ッ
ク
し
た
こ
と
に
よ
り
、
制
動
力
の
総
和
が
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な

す
こ
と
を
適
用
し
た
場
合
 

 

                   

          

 
７
０
０
 
Ｎ
 

３
．
４
１
 N
/k
g 

０
．
２
３
 N
/k
g 

計
 

 

４
４
０
０
 
Ｎ
 

車
両
重
量
 

 

１
０
３
５
 
kg
 

湿
 

４
．
２
５
 
N/
kg
 

手
動
 

２
４
０
０
 
Ｎ
 

２
．
３
２
 
N/
kg
 

制
 
 
 
動
 
 
 
力
 

前
 

軸
 

（
略
）
 

  後
 

  軸
 

 

後
 

前
 

軸
 

 

右
 

Ｎ
 

左
 

Ｎ
 

軸
重
 

kg
 

 

N/
kg
 

左
右
差
 

Ｎ
 

 

N/
kg
 

後
 

後
 

軸
 

 

右
 

８
０
０
 
Ｎ
 

左
 

７
０
０
 
Ｎ
 

軸
重
 ４

４
０
 
kg
 

 

３
．
４
１
 N
/k
g 

左
右
差
 

１
０
０
 
Ｎ
  

０
．
２
３
 N
/k
g 

計
 

４
４
０
０
 
Ｎ
 

車
両
重
量
 

１
０
３
５
 
kg
 

４
．
２
５
 
N/
kg
 

手
動
 

２
４
０
０
 
Ｎ
 

２
．
３
２
 
N/
kg
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(4
) 

主
制
動
装
置
を
除
く
制
動
装
置
に
お
い
て
、
当
該
装
置
を
備
え
る
車
軸
の
全
て
の
車
輪
（
推
進
軸
制
動

の
場
合
に
は
推
進
軸
）
が
ロ
ッ
ク
し
た
こ
と
よ
り
、
制
動
力
の
総
和
が
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と

み
な
す
こ
と
を
適
用
し
た
場
合
 

 

                     （
注
）
ロ
ッ
ク
す
る
直
前

の
制
動
力
を
計
測
し
、
手

動
欄
に
計
測
値
を
記
入
す

る
と
と
も
に
、
制
動
力
計

測
値
付
近
に
「
全
車
輪
ロ
 

ッ
ク
」、

推
進
軸
制
動
の
場
 

合
は
「
推
進
軸
ロ
ッ
ク
」
 

と
記
入
す
る
。
 

 

制
 
 
 
動
 
 
 
力
 

  前
 

  軸
 

 

前
 

前
 

軸
 

 

右
 ２
８
０
０
 
Ｎ
 

左
 ３
０
０
０
 
Ｎ
 

軸
重
 

  

５
９
５
 
kg
 

左
右
差
 

２
０
０
 
Ｎ
 

 ０
．
３
４
 
N/
kg
 

前
 

後
 

軸
 

 

右
 

Ｎ
 

左
 

Ｎ
 

軸
重
 

  

kg
 

左
右
差
 

Ｎ
 

 

N/
kg
 

  後
 

  軸
 

 

後
 

前
 

軸
 

 

右
 

Ｎ
 

左
 

Ｎ
 

軸
重
 

kg
 

 

N/
kg
 

左
右
差
 

Ｎ
 

 

N/
kg
 

後
 

後
 

軸
 

 

右
 １
６
０
０
 
Ｎ
 

左
 １
５
０
０
 
Ｎ
 

軸
重
 ４

４
０
 
kg
 

 

７
．
０
４
 N
/k
g 

左
右
差
 

１
０
０
 
Ｎ
  

０
．
２
３
 N
/k
g 

 計
 

 

８
９
０
０
 
Ｎ
 

車
両
重
量
 

 

１
０
３
５
 
kg
 

 

８
．
５
９
 
N/
kg
 

 

手
動
 

 

１
９
０
０
 
Ｎ
 

 

１
．
８
３
 
N/
kg
 

（
新
設
）
 

                                      

全
車
輪
ロ
ッ
ク
 

- 130 -



9
 

 

新
 

旧
 

 

(5
) 
主
制
動
装
置
を
除
く
制
動
装
置
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
被
牽
引
自
動
車
で
あ
っ
て
路
上
で
当
該
装
置

を
備
え
る
車
軸
の
全
て
の
車
輪
が
ロ
ッ
ク
し
た
こ
と
に
よ
り
、
制
動
力
の
総
和
が
基
準
に
適
合
し
て
い
る

も
の
と
み
な
す
こ
と
を
適
用
し
た
場
合
 

 
①
主
制
動
装
置
を
省
略
し
て
い
る
車
両
総
重
量

75
0k
g
以
下
の
被
牽
引
自
動
車
 

 
②
慣
性
制
動
装
置
に
よ
る
主
制
動
装
置
を
備
え
る
車
両
総
重
量

3.
5t

以
下
の
被
牽
引
自
動
車
 

 走
行
テ
ス
ト
等
 

の
方
法
と
結
果
 

路
上
試
験
に
お
い
て
制
動
装
置
を
備
え
る
車
軸
の
全
て
の
車
輪
の
ロ
ッ
ク
を
確

認
 

   
電
子
制
御
装
置
整
備
の
一
部
を
他
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
に
外
注
し
た
場
合
の
記
載
例
 
（
略
）
 

    

 （
新
設
）
 

         電
子
制
御
装
置
整
備
の
一
部
を
他
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
に
外
注
し
た
場
合
の
記
載
例
 
（
略
）
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電子制御装置整備対象作業の

経過措置期間が終了しました！

令和2年4月1日より、特定整備制度(電子制御装置整備が新たに

追加)が始まり、該当作業を行うには新たに認証が必要となり、

施行の際に事業として経営していた作業のみ、4年間の経過措置

が設けられていましたが、

令和6年3月31日をもって経過措置期間が終了しました。

経過措置終了後は電子制御装置整備対象車両の、

・スキャンツールをつないでのエーミング
・カメラ・レーダーの取り外し、取り付け角度の変更
・カメラ・レーダー等が取り付けられている車体前部
（パンパー・グリル）、窓ガラスの脱着

などの作業は、電子制御装置整備の認証を受けていないと

作業を行うことができません。

特定整備制度の詳細については、国土交通省HP又は最寄りの運輸支局等まで

四国運輸局

特定整備 検索
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国自基第４８号の３ 

令和５年６月１３日 

 

 

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

自動車局車両基準・国際課長 

（公印省略） 

 

自動車の前面ガラスへ貼付する装置の指定について 

 

標記の件、別添のとおり国土交通大臣の指定が行われたので通知します。 
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Administrator
タイプライターテキスト
別添



1 

 

別添１ 申請する貼付物を使用して取り付けを行う装置の概要 

 

１．装置の概要 

（１）この装置は、単眼式カメラを正面窓ガラス中央部に取り付け、運転者の見落としによる車両衝

突事故、車線逸脱を運転者に知らせる後付の衝突防止のための警報装置であり、単眼カメラによ

る瞬時の画像処理で昼間・夜間・雨天時における運転者の負担を軽減・補助し、事故防止、安全

性の向上を図るものである。 

（２）この装置は、情報処理装置を内蔵した単眼カメラ、表示装置で構成され、車両側から車速・方

向指示器の信号を CAN 信号で得て（その他に制動灯、窓ふき器、追い越し用前照灯の信号を追

加可能）、車速に応じて衝突の予測を行い運転者に警報を発することで事故を回避する。 

  （非接触型の CAN アダプターで信号を取得する。又はアナログ信号を変換するアダプターを使

用する。） 

（３）単眼式カメラは、前方約１００～１５０メートル程度までの範囲を走行中常時撮影・監視し、

前方を走行中の車両後部や歩行者・自転車と衝突の危険性がある場合に車速に応じて衝突が予測

される最大２．７秒前に運転者に警報を発し自動車の停止を促す。また、車線を常時撮影・監視

し、車線を逸脱する際に運転者に知らせる。 

（４）単眼式カメラは、前面ガラス中央付近であって、貼付高さ２．８ｍ以下及び前面ガラスに密着

し、かつ窓ふき器の払拭範囲に貼付される必要がある。 

（５）当該装置の演算装置は、自動車メーカーのライン装着品として使われているものと同一である。 

（６）当該装置は、協定規則 130号車線逸脱警報装置・JIS D0802高度道路交通システム－前方車両

衝突警報システム− 性能要求事項に適合している。（一般財団法人日本自動車研究所で委託試験済） 

（７）運行記録計（保安基準・別添 89 運行記録計の技術基準でのディジタル式）等と接続・連携し、

警報発生状況や画像取得トリガーを発することができる。 

 

２．装置の構造 

 （１）貼付状況（乗用車の場合） 

   基本的に乗用車の場合には、装置が後写鏡で隠れる部分に貼付することが原則である。 

 ①運転席運転者視線レベル（座面 635㎜高さ）  ②助手席乗客視線レベル（座面 635㎜高さ） 

     

  
表示装置 単眼カメラ本体（右は純正 AEBユニット） 
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 ③前面ガラスの状況（正対）          ④前面ガラスの状況（正面） 

     

 

 

 

    

 

 （２）貼付状況（バス・トラックの場合） 

   トラック・バス等の場合には前面窓下中央部に取り付けを行っている。 

 

 

上端より２０％ラインは青線部分。 

単眼カメラ本体（現状は運転者席の運転者が、V1点から前方を視認する際、車室内後写鏡により 

遮へいされる前面ガラスの範囲での保安基準適合） 
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（３）構造図 

 

（４）配線図（例示） 

 

３．取り付け方法 

（１）取り付け講習を受講した取り付け責任者により単眼式カメラ及び表示機及び自動車から電源及

び信号取得のための配線を施工する。 

（２）取り付け後、専用ソフトをインストールしたパソコン等の情報端末により、車両とのシグナル

テストののちに下記のセットアップを行う。①車幅 ②カメラ高さ ③バンパー先端～単眼カメ
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ラレンズまでの水平距離 ④カメラから左右の A ピラーまでの水平距離 ⑤全高、バンパー先端

から GPSアンテナ、GPSアンテナから左右ピラーまでの水平距離を入力する。 

（３）車両の信号取得の方法は CAN ネットワークの信号を非接触取得、若しくはアナログ信号を取

得配線から CANアダプターで変換し行う。 

（４）設定が完了した時点で、カメラの動作状況及び撮影状況の設定を、専用ソフトをインストール

したパソコン等の情報端末により実施し、作動を確認する。 

 

４．作動手順 

  取り付け、設定後の本装置の動作は以下のとおり。 

（１）車両のイグニッションスイッチ等で始動すると同時に本装置が作動を開始する。 

（２）自動的に当該機器の電源スイッチが動作し、動作を開始する。 

   ※原則として機器本体で電源断とすることはできない。 

（３）雨天時には、窓ふき器の動作を感知し、誤警報を防止する。 

（４）以下の条件の場合、警報を発する。 

  ①前方車間距離警報 

   前方の車両までの距離を秒数に換算し表示し、設定秒数以下になると警告する。（0.1～2.5秒） 

②前方車両追突警報 

   前方車両追突警報は前方の道路走行車両をモニタリングし、追突の危険がある場合には警告する。

車速に応じて、走行車線の前方車両との距離を検知し、運転者が追突を回避するために速度を落

とさない場合に演算された衝突予測の最大２．７秒間前に警報する。対応する車速範囲は０ｋｍ

／毎時～２００ｋｍ／毎時までである。 

  ③車線逸脱警報 

   車線逸脱警報システムは走行車線を認識し、協定規則 130 号の基準である概ね 60 ㎞/毎時（車速

５５ｋｍ／毎時）以上の場合に、その車線から車両が逸脱したときに警告する。 

  ③歩行者衝突警報 

   歩行者衝突警報は、昼夜問わず１５ルクス以上の環境下で車速が１ｋｍ／毎時～５０ｋｍ／毎時

以下の速度で、前方約３０ｍの範囲で歩行者を検知し、衝突が予測される場合には最大２．０秒

前に警報する。 

    

５．前面窓ガラスに貼付する位置 

  別紙１を参照。 

 

６．前面窓ガラスに貼付する装置の仕様 

  別紙２を参照。 
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７．その他 

 （１）電磁妨害性 

    協定規則１０号の電磁妨害性基準の認可を受けている。 

 （２）車線逸脱警報の性能 

    協定規則１３０号の車線逸脱警報の試験を実施し適合している。 

 （３）前方車両衝突警報の性能 

    JIS D0802 高度道路交通システム－前方車両衝突警報システム−の試験を実施し適合している。 

 （４）無断移設は不可能 

カメラユニットは取り付け車種ごとに「カメラ高さ」「左右位置」の寸法を設定するため、 

専門の取付者以外が、無断で移設しても正常に動作しない。 

（表示部にＥＲ＜エラー＞点滅し、作動しない） 

    このため、移設時には必ず再セットアップが必要であり、無断で移設されることはない。 

 （５）ユーザー利用承諾書 

使用者からは、別紙の「ユーザー利用承諾書」を注文時に提出を求めている。 

この中においても、移設、取り付けの注意事項を記載し、了承を得たユーザーのみに販売、

取り付けを行っている。 

 

 

以上 
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別添２  衝突警報補助システム「モービルアイ」貼付物管理要綱 

１．目的 

 自動車における新車・使用過程車において、後付する衝突警報補助システム「モービルアイ」を取付け

するために前面ガラスに指定された装置及び両面テープ（以下「貼付物」という。）を貼付し、当該装置

を取り付ける場合の管理要綱を定め、適切な貼付物管理を実施し、道路交通における事故防止、安全性の

向上に寄与することを目的とする。なお、本規定は国自技第 169 号に指定された装置は対象としない。 

  

２．実施要領 

 貼付物の管理に当たっては、以下の実施要領により施工・管理するものとする。なお、貼付物の国土交

通大臣貼付物指定は、道路交通の安全と運転者の事故防止のために指定を受けるものであり、モービル

アイ商品の宣伝の目的で、本指定の内容及び指定されたことを宣伝等に使用することはできない。 

 

（１）貼付物とは 

 モービルアイ社（本社：イスラエル）が製造し、日本におけるオフィシャルデイストリビューターのジ

ャパン・トゥエンティワン株式会社が販売する衝突警報補助システム「モービルアイ」のカメラユニット

及び指定された両面テープ（以下貼付物という）を自動車の前面ガラスに貼付するものであって、国土交

通大臣の貼付物指定を受けたものを指す。 

 

（２）販売者及び施工者 

 ジャパン・トゥエンティワン株式会社（以下「J21」という。）と契約を結んだ販売者と、J21 の取付け

者講習を受講し、装置の取付け・調整・取付けに関する本規定及び道路運送車両の保安基準（以下「保安

基準」という。）に関する知識を持ち、なおかつモービルアイ社の施工者 ID を持つものを貼付物の施工

者とする。 

 なお、正規販売者及び指定施工者以外は、貼付物での施工は認められない。 

 

（３）販売者及び施工者の責務 

 販売者及び施工者は、貼付物を使用してモービルアイ装置を取付する場合、本規定及び保安基準を十

分理解し、尊守した上で、以下の責務を負わなければならない。 

   

  １）施工の方法 

    施工者は、衝突防止補助システム「モービルアイ」を J21 の指定する部品及び施工方法で施工 

し、J21 の指定する施工チェックシートに基づき確実な動作を確認しなくてはならない。 

 

  ２）貼付物の貼付 

    ①貼付物は、装置を窓ガラスの曲面に密着し、十分な貼付強度があり堅牢に固定するため、モー

ビルアイ社の指定する純正両面テープを使用しかつ、貼付物申請で指定を受けた製品に限定

する。 
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    ②貼付対象車種 

     普通自動車 

     小型自動車（二輪車を除く） 

     検査対象軽自動車（二輪車を除く） 

     大型特殊自動車 

 

    ③貼付物は、車室内の前面ガラスの中央部の上部又は下部であってより運転者の視野の妨げに

ならない位置に指定した両面テープ 1 セット（左右各 1 枚合計 2 枚）使用し装置を貼付する

ものとし、貼付位置は、装着する装置のカメラ部分が窓拭器の払拭範囲にあり、かつ運転者の

視野を妨げず、また検査標章の貼付を妨げない位置に貼付する。（別紙１参照） 

 

     Ａ．前面ガラスの上部に貼付する場合  

      （１）貼付物は、前面ガラスの上縁の車両中心線から左右 250 ㎜範囲内で、支障のない限

り中央部に近い位置に取り付けること。 

      （２）貼付物は原則、前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部

の実長の 20％以内の範囲又は従前の保安基準の規定に適合する範囲であること。（保安

基準第 29 条第 4 項第 6 号の告示で定める貼付物として取り扱える場合は、従前の通り

の取付けを原則とする。） 

ただし、これを満たすことができない車両にあっては、装置全体が、前面ガラスの上

縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の 30％以内の範囲であっ

て（３）を満たす可能な限り上部であること。（遮光塗装・H ゴム等非透過部分は含ま

ない。） 

また、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の 20％以内の範囲に貼付装置

が（１）～（４）までの条件を満たし収まることが明白である場合、又は従前の保安基

準の規定に適合する場合は、前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガ

ラス開口部の実長の 21％以上を超えて取り付けることはできない。 

      （３）貼付時に装置のカメラレンズが窓拭器のふき取り範囲内にあること。 

          （４）前面ガラスの水平面からの傾斜角度が 20 度～90 度の範囲内であること。 

 

     Ｂ．前面ガラスの下部に貼付する場合 

      （１）貼付物は、前面ガラスの下縁の車両中心線から左右 250 ㎜範囲内で、支障のない限り

中央部に近い位置にこと。 

          （２）前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部から 150mm 以内

の範囲であること。（道路運送車両の保安基準第 29 条第 4 項第 6 号の告示で定める貼

付物として取り扱える場合は、従前の通りの取付けを原則とする） 

             ただし、これを満たすことができない車両にあっては、装置全体が、前面ガラスの下

縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部から 300mm 以内の範囲であって
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（３）を満たす可能な限り下部であること。（遮光塗装・H ゴム等非透過部分は含まな

い。） 

         また、前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の

150 ㎜以内の範囲に貼付装置が（１）～（４）までの条件を満たし収まることが明白で

ある場合、又は従前の保安基準の規定に適合する場合は、車両中心面と平行な面上のガ

ラス開口部の 151 ㎜以上 300 ㎜以内に取り付けることはできない。 

          （３）貼付時に装置のカメラレンズが窓拭器のふき取り範囲内にあること。 

          （４）前面ガラスの水平面からの傾斜角度が 20 度～90 度の範囲内であること。 

        

    ④指定された貼付物以外の貼付は、本規定の規定外となり保安基準に適合しないため禁止する。

ただし、国自技第 169 号に指定された装置については 169 号の規定を適用するものとする。

又、従前の道路運送車両の保安基準第 29 条第 4 項第 6 号に規定されるものは除く。 

   

        ⑤検査標章の表示に支障が出ないよう注意し、貼付装置を取り付けること。検査標章に重複して

貼付装置を貼り付けることはできない。また、貼付装置の取付けのために止む終えず検査標章

を剥離する場合には、道路運送車両法施行規則第四十一条の二の２項に規定される再交付手

続きを取り、改めて保安基準に規定される自動車の前面ガラスの内側上部に前方から見易い

ように貼り付けることによって再表示するものとする。 

 

    ⑥貼付物の貼付期間は、当該装置の施工日から、当該貼付物の装置と両面テープを剥離するま

で、若しくは抹消登録し廃車されるまでの期間とする。 

     

    ※参考 

     道路運送車両法（昭和二十六年六月一日法律第百八十五号） 

（再交付）  

第七十条  自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は

臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で

定める場合には、その再交付を受けることができる。  

 

道路運送車両法施行規則（昭和二十六年八月十六日運輸省令第七十四号） 

（検査標章）  

第三十七条の三  検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付け

ることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつて

は、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いよう

に貼り付けることによつて表示するものとする。  

２  略 

 

（検査標章の再交付）  
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第四十一条の二  検査標章の再交付を申請する者は、自動車検査証又は限定自動車検査証の

再交付の申請と同時にする場合を除き、当該自動車検査証又は限定自動車検査証を提示しな

ければならない。  

２  検査標章の再交付を受けることができる場合は、検査標章が滅失し、き損し、又はその

識別が困難となつた場合のほか、次の各号に掲げる場合とする。  

一  検査標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場合  

二  検査標章をはりつけた自動車登録番号標又は車両番号標を表示することができなく 

なつた場合（当該自動車を引き続き運行の用に供する場合に限る。）  

三  その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合 

 

  ３）貼付物の剥離 

    ①指定された貼付物を、取り外す場合には、貼付物の装置、両面テープを確実に剥がすこと。ま

たその旨を販売者及び取付け者を通じ自動車使用者等に周知徹底すること。 

 

    ②当該装置を取り付けず、貼付物の一部である両面テープのみを前面ガラスにそのまま貼付し

ていると保安基準違反となることを自動車使用者等に周知徹底すること。 

    

  ４）貼付物の様式 

    貼付物の様式は、別紙２のとおりとする。 

 

  ５）貼付物管理ステッカー 

    ①貼付物を管理するため、貼付物管理ステッカーを作成し、1 貼付物に 1 枚交付する。なお、従

前の取付け方法であっても、本規定施行以後に新たに取付けするものや、機器の交換等で再取付

けする場合にも交付し、装置本体に貼付するものとする。 

     

    ②販売者及び施工者は指定された貼付物を使用し、装置を取付け、動作を確認した後に、貼付物

管理ステッカーに油性ボールペン等で必要事項を記入し、当該装置に貼付しなければならない。 

 

③貼付物管理ステッカーの記入事項 

    （イ）取付けをした車両の「車台番号」 （ロ）取付けをした装置の「製造番号」  

（ハ）装置を取付けした日付      （二）施工者（販売者を含む）のコード番号 

    

  ６）貼付物の管理及び貼付物管理ステッカーの管理 

     J21 は、貼付物及び貼付物管理ステッカーの配布台帳を備え、厳正な管理を行う。販売者及び

施工者が不適正な管理や不正な行為を行った場合には、その者に貼付物及び貼付物管理ステッ

カーの交付を停止し、その事実を国土交通省に遅滞なく届け出るものとする。 
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  ７）貼付物管理ステッカーの様式 

     貼付物管理ステッカーの様式は、別紙３の通りとし、一連番号で管理する。 

なお、貼付物管理ステッカーは、剥離再使用をすることは不可能な仕様である。 

 

８）装置本体の故障等で装置を交換する場合の貼付物管理ステッカーの取扱 

     装置本体が、故障又は損傷し交換する場合等、貼付物の交換が必要な場合には、新たに取り付

ける場合と同様に貼付を行い、次項の完成検査証と新たな貼付物管理ステッカーに記入し、使用

者に交付すると同時に J21 へ報告するものとする。 

     J21 は当該車台番号の貼付物管理ステッカーの一連番号を更新し、管理するものとする。 

 

（４）完成検査証 

     販売者及び施工者は、貼付物として、当該装置を取り付けたのち、完成検査証に必要事項を記

入し、取付けをした自動車の使用者に完成検査証を交付しなくてはならない。また交付した完成

検査証の写し及び車台番号の証明として車検証の写しを、当該装置本体の取付けチェックシー

トと共に J21 に提出しなくてはならない。 

   

１）完成検査証の記載事項 

 

 ①取付けをした車両の自動車検査証記載事項のうち下記の項目を転記・記載する。 

  A.自動車の「登録番号」 

  B.車名、型式、用途、事業用・自家用の区分 

  C.自動車の「車台番号」 

  D.所有者の氏名又は名称及び住所、又は所有者コード※、若しくは車両識別符号（車両 ID） 

（※備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示され、自動車検査証の枠外

左上の番号欄に、５桁の数字に続いてアルファベット「Ｂ」の標記を記入） 

  E.使用者の氏名又は名称 

F.使用者の住所若しくは車両識別符号（車両 ID） 

 

 ②取付けをした装置 

  A.施工時の貼付物として装置を取り付けた位置 

  B.装置の「製造番号」 

  C.装置に貼り付けた「貼付物管理ステッカー」のステッカーの一連番号 

  D.装置の作動状況、本規定・道路運送車両の保安基準の適否 

     

    ③販売者及び取付け者 

     A.装置を販売した販売者の名称及び記号 

     B.取付け者の氏名又は J21 が取付け者に与えた指定番号 

     C.取付け者の名称及び記号 
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     D.施工責任者の自書署名 

 

２）完成検査証の様式 

    完成検査証の様式は、別紙４の通りとし複写式若しくは電子データとする。 

 

  ３）完成検査証及び自動車検査証の写しの保管 

    J21 は、販売者及び施工者から提出された完成検査証及び自動車検査証の写しを、個人情報の保

護に関する法律（平成十五年五月三十日法律第五十七号）に基づき厳正に管理し、当該貼付物の管

理及び管理に付帯する目的以外に使用しない。 

    ただし、自動車検査証の写しは、リース会社等の車両の大量保有者であって、道路運送車両法

（昭和二十六年六月一日法律第百八十五号）第十八条の２に規定される登録識別情報の通知を受

け B タイプ車検証の交付を受けている事業者にあっては、その電子データの出力を以て替えるこ

とができる。 

 

（５）貼付物の管理 

    J21 は、販売者及び施工者から提出された完成検査証及び自動車検査証の写しにより、貼付物貼

付車両の管理を行う。具体的には「取付けをした自動車の車台番号」「装置の製造番号」「装置に貼

り付けた貼付物管理ステッカーのステッカー一連番号」を一括のデータとして管理するものとす

る。 

 

（６）道路運送車両の保安基準及び本規定への適合管理 

    J21 は、販売者及び施工者から提出された完成検査証及び当該装置本体の取付けチェックシート

にて本規定及び道路運送車両の保安基準への適合を管理し、不適切な取付けを発見した場合には

ただちに取付け者に是正措置を取らせるものとする。 

 

（７）政府機関等への情報提供 

    J21 は、貼付物の管理・貼付物で取り付けられる装置の管理の目的で、国土交通省及び各運輸局

及び運輸支局等の政府機関、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会、独立行政法人

自動車事故対策機構、公益財団法人交通事故対策センター、その他関係行政省庁から要請がある場

合には、前項の情報を提供するものとする。 

 

３．その他 

（１）本要綱は、J21 が関係行政省庁の指導を得て推進する。 

（２）本要綱の実施のために必要な事項であって本要綱に定めのない事項については、関係行政省庁の

指導・協議を得て、別途定める。 

（３）本要綱は、貼付物の指定を受けた日から施行する。 
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前面窓ガラスにカメラユニット取り付ける位置と基準について
本車両のフロントガラスに取り付けられた装置は、モービルアイ社製の衝突防止補助装置（Mobileye ME580）のカメラ
ユニットを取り付けるために、保安基準の貼付物指定をうけた装置及び両面テープを使用し取り付けたものです。取付に当
たっては以下の注意事項を厳守の上、貼付作業を行ってください。

１．貼付資格者
貼付には、ジャパン21社の実施する「モービルアイ・インストーラー講習」を受講し、認定IDを保有している作業者に限定され
ます。（装置本体の貼付物管理ステッカー・完成検査証に明記されています）

２．貼付作業
貼付作業に当たっては、下記の要領で実施してください。
（１）貼付位置は、次項を厳守して正しい位置に取り付けてください。
（２）貼付時には、貼付け面のガラスを十分清浄し、アルコールなどで十分脱脂し、確実に貼付を行ってください。

また、接着時の温度が低い場合は、貼付けガラス面や両面テープを加温して確実に貼付けを行ってください。

３．貼付の位置
運転者の視界を妨げない位置であって、前面窓ガラスの上部もしくは下部に以下の項目を満たすように貼付すること。
※これらの項目を満足することができないものは貼付不可。

Ａ．前面窓ガラスの上部に貼付の場合
（１）装置全体が前面ガラスの車両中心線から左右250㎜範囲内で、支障のない限り中央部に近いこと。
（２）貼付装置は原則、前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20％以内の範囲

であること。ただし、これを満たすことができない車両にあっては、装置全体が、前面ガラスの上縁であって、車両中心面
と平行な面上のガラス開口部の実長の30％以内の範囲であって（３）を満たし可能な限り上部であること。
（遮光塗装・Hゴム等非透過部分は含まない。）

（３）貼付時に装置のカメラレンズが窓ふき器のふき取り範囲内にあること。
（４）前面ガラスの水平面からの傾斜角度が20度～90度の範囲内であること。
（５）実長の20％以下、若しくは従前の保安基準で取り付け可能な場合には、装置の正常な稼働のため以外の正当

な理由なく、これを超えて取り付けることはできません。

Ｂ．前面窓ガラスの下部に貼付の場合
（１）装置全体が前面ガラスの上縁の車両中心線から左右250㎜範囲内で、支障のない限り中央部に近いこと。
（２）前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部から150mm以内の範囲であること。ただし、こ

れを満たすことができない車両にあっては、装置全体が、前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラス
開口部から300mm以内の範囲であって（３）を満たし可能な限り下部であること。
（遮光塗装・Hゴム等非透過部分は含まない。）

（３）貼付時に装置のカメラレンズが窓ふき器のふき取り範囲内にあること。
（４）前面ガラスの水平面からの傾斜角度が20度～90度の範囲内であること。
（５）実長の150㎜以下、若しくは従前の保安基準で取り付け可能な場合には、装置の正常な稼働のため以外の正当

な理由なく、これを超えて取り付けることはできません。

４．貼付物の管理
（１）装置及び貼付両面テープは、落下防止や形状からジャパン21社の純正指定品に限定されます。

指定品以外の使用は、道路運送車両の保安基準に適合しませんのでご注意ください。
（２）装置を取り外したり、車両が抹消登録、若しくは廃車された場合には装置と共に両面テープを撤去してください。撤去

しない場合道路運送車両の保安基準に適合しません。
（３）装置を指定両面テープで施工した場合、必ず製品同梱の「貼付物管理ステッカー」を記入し、装置本体側面に貼り

付けて表示すると同時に、使用者に「完成検査証」を交付してください。
（車台番号、製品の製造番号、施工者コード等の記入が必要です。）

（４）完成検査証の控えは、作業終了後速やかに取付チェックシートと共に当社宛てお送りください。
本装置は、道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第29条第4項第7号の規定に基づき、国土交通
大臣の貼付物指定を受けております。ただし本指定は事故防止の為の指定であり宣伝等で使用は認めておりません。

車検時の注意事項
１）上記規定に基づいて装置貼付された場合には、貼付物管理ステッカーが装置に装着されており、完成検査証も車両に搭載しております。
２）もし、あきらかに上記基準に適合しない場合や、貼付に疑義がある場合には、証票番号及び車台番号・製品番号で弊社宛てお問い合わせ
ください。不適合の場合には取付者に改修作業を命じます。

３）窓ガラスの交換、本体の交換の際には、再調整が必要ですので取付事業者又はジャパン２１へお問い合わせください。

別紙１ 位置及び期間の管理要領
愛知県豊橋市多米東町二丁目５番地１２

ジャパン・トゥエンティワン株式会社
℡ 0532-66-0021
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前面窓ガラスに指定貼付物でカメラユニット取り付ける位置について

別添

乗用車の前面ガラスの例

（１）装置全体が前面ガラスの上縁の車両中心線から左右250㎜範
囲内で、支障のない限り中央部に近いこと。

（２）貼付装置は原則、前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平
行な面上のガラス開口部の実長の20％以内の範囲であること。
ただし、これを満たすことがでない車両にあっては、装置全体が、
前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開
口部の実長の30％以内の範囲であって（３）を満たす可能な
限り上部であること。（遮光塗装・Hゴム等非透過部分は含まない）

（３）貼付時に装置のカメラレンズが窓ふき器のふき取り範囲内にあること。
（４）前面ガラスの水平面からの傾斜角度が20度～90度の範囲内で

あること。
（５）実長の20％以下、若しくは従前の保安基準で取り付け可能に

もかかわらず、正当な理由なくこれを超えて取り付けることはできません。

Ａ．前面窓ガラスの上部に貼付の場合

標準的なトラック・バスの例 対向式ワイパーのトラック・バスの例

（１）装置全体が前面ガラスの下縁の車両中心線から左右250㎜範囲内で、支障のない限り中央部に近いこと。
（２）前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部から150mm以内の範囲であること。

ただし、これを満たすことがでない車両にあっては、装置全体が、前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラ
ス開口部から300mm以内の範囲であって（３）を満たす可能な限り下部であること。
（遮光塗装・Hゴム等非透過部分は含まない）

（３）貼付時に装置のカメラレンズが窓ふき器のふき取り範囲内にあること。
（４）前面ガラスの水平面からの傾斜角度が20度～90度の範囲内であること。
（５）下端から150㎜以下、若しくは従前の保安基準で取り付け可能にもかかわらず、正当な理由なくこれを超えて取り付

けることはできません。

Ｂ．前面窓ガラスの下部に貼付の場合

指定された貼付物の管理のため、装置本体に右記の管理ス
テッカーが貼られています。
（１）指定された方法で貼付され保安基準に適合可能

な場合に交付されます。
（２）車台番号と製品製造番号が付属の完成検査証と

合致しない場合は保安基準に適合しない可能性があ
ります。

（３）装置の積み替えや交換、前面ガラスの交換で装置
の交換があった場合には、管理ステッカーも張り替える
必要があります。

※車両毎に、施工後の「完成検査証」も車検証と共に搭載
しておりますので併せてご確認ください。

貼付物管理ステッカーの様式Ｃ．貼付物管理ステッカー ME580系用
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左右250㎜以内の範囲に貼付

装置本体が車両中心線より

車両中心線

前面ガラスの実長の
上部から３０％以内の線

前面窓ガラスの上部での貼付位置図

３ １

原則ガラス縦の実長20％
取付不可の場合
実長30％まで許容

２０２２．６．１

１．０３

装置全体寸法と、右側写真の赤色部分が純正両面テープ
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貼付位置は原則
窓ガラス視界部
下端より150㎜以内
取付困難な場合300㎜以内
窓拭器払拭範囲かつ
最大限下方寄せ

３ ２

貼付物及び本体

左右250㎜以内の範囲に貼付

装置本体が車両中心線より

２０２２．６．１

１．０３

原則150㎜以内
若しくはＩ領域外
最大300㎜以内

前面窓ガラスの下部での貼付位置図
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前面窓ガラスの下部での貼付位置図
（2枚窓・対向式窓拭器の車両）

250㎜以内 250㎜以内

装置本体が車両中心線より

３ ３

貼付物及び本体

２０２２．６．１

１．０３

貼付位置は原則
窓ガラス視界部
下端より150㎜以内
取付困難な場合300㎜以内
窓拭器払拭範囲かつ
最大限下方寄せ

原則150㎜以内
若しくはＩ領域外
最大300㎜以内
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ジャパン・トゥエンティワン株式会社
モビリティ事業部 サポートチーム

愛知県豊橋市多米東町二丁目５番地１２

貼付物管理ステッカーの様式及び仕様

このステッカーは、装置が道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第29条第4項
第7号の規定に基づき、国土交通大臣の指定を受けていることを表示・管理するステッカーで重要なも
のです。（国自技169号で規定される装置とは別仕様です。）

（１）装置を自動車の窓ガラスに貼付し、モービルアイ装置を取り付けた場合は必要事項を記入し、
以下のステッカーを装置本体側面に貼り付けて表示する

（２）ME×８×シリーズ＝ME580系の仕様とする。（ME530/560/570/C2-270とは異なります）
（３）偽造の困難な様式とする。
（４）管理用に一連番号を入れる。又、取付基準や指定文書を案内するQRコードを入れる。
（５）剥離・再利用が不可能な特殊様式で、剥離した場合シール側に「VOID」の表示がされる。

本装置は、道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第29条第4項第7号の規定
に基づき、国土交通大臣の指定を受けております。

別紙３

58ｍｍ

22ｍｍ
22ｍｍ

7ｍｍ

記入スペース（油性サインペン等）

２．ステッカーの仕様及び寸法

※偽造防止のための措置
１．多色印刷
２．ホログラム加工
３．剥離再使用不可能特殊用紙

１．ステッカーの様式

一連番号

QRコード
（コード読込で取付根拠ページへリンク）
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令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ２ 日 

自動車局車両基準・国際課 

    審査・リコール課 

 

二輪自動車の後面衝突警告表示灯等の国連基準を導入します 
～道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

 

自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、社会や技術の変化を踏まえ、国際的な整

合を図りつつ、順次、拡充・強化等を進めています。 

今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）において、「二輪自動

車等の灯火器の取り付けに関する国連協定規則（第53号）」の補足改訂等が採択され、新たに二

輪自動車等においても後面衝突警告表示灯の備付けが可能となったことから、我が国において

も、改正された国連協定規則を保安基準に反映させることなどを目的として、保安基準の改正

等を行います。 
 
１．主な改正の概要 

⑴ 後面衝突警告表示灯（衝突するおそれがあることを、後続車両に知らせるために使用される

灯火）について、二輪自動車及び二輪の一般原動機付自転車への備付けを可能とし、備えた

場合の要件を規定する。 

 【要件概要】 

Vr(km／ｈ) 作動条件 

Vr＞30km／ｈ TTC≦1.4 

Vr≦30km／ｈ TTC≦1.4×Vr／30 

Vr(相対速度)：後面衝突警告表示灯を装着した車両と、同一レーン上の後続車両との速度の差 

TTC(衝突までの時間(s))：相対速度が一定であると仮定した際の後面衝突警告表示灯を装着した車両と後

続車両が衝突するまでの予想時間 

 

【作動のイメージ図】 

 
 

 

⑵ バックカメラシステムについて、認証の選択肢を拡げ、検査における手続きを簡素化し、安

全なバックカメラシステムの普及をより一層図るため、国連協定規則（第 158 号）と調和さ

後続車に衝突の危険を知らせる機能として、これまで四輪自動車に導入されている

「後面衝突警告表示灯」について、我が国も参加する国連WP29での議論を経て、新たに

二輪自動車等においても備付けを可能とする国連基準の改正が成立したところ、当該

基準を国内の保安基準に導入するための所要の法令等の整備を行います。 
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せつつカメラ及びモニターの取付範囲の指定等を規定し、装置単位での認証を可能とする。 

併せて、車両後面に設置するカメラ等について、安全上支障が無く車体から突出するものに

ついては車両寸法に含めないこととする。（別紙参照） 

 

 
 

２．公布・施行 

公 布 ： 令和５年（2023年）９月２２日 

施 行 ： 令和５年（2023年）９月２４日（１．⑵の装置認証については公布の日） 
 

 問い合わせ先 
自動車局 車両基準・国際課：山村、佐藤 
電話 03-5253-8111（内線 42532）、03-5253-8602（直通） 

 審査・リコール課：福薗、高嶋 
電話 03-5253-8111（内線 42313）、03-5253-8596（直通） 

【車両に装着されるカメラ】 

カメラ 

後端からの突出を 
寸法測定から除外 

車両の長さ 

【車両後面で突出するカメラの場合】 
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道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令及び 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について 
 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全基準等について国際的な整合性を図り自動車の安全性等を確保するため、

国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和さ

れた技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相

互承認のための条件に関する協定」に平成 10年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以下「協

定規則」という。）について段階的に採用を進めているところである。 

今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 189 回会合において、

「二輪自動車等の灯火器の取り付けに関する協定規則（第 53号）」等の補足改訂等が採択された。 

また、後退時車両直後確認装置について、当該装置の一つの後方視界看視装置（車両後方を撮影

するカメラ及び当該カメラが撮影した映像を映すモニターからなる装置。いわゆるバックカメラシ

ステム。以下同じ。）の選択肢を拡げるため、これまでの車両単位での認証から装置単位での認証（装

置型式指定）を可能とする措置等の必要が生じている。 

これらを踏まえ、道路運送車両の保安基準（昭和 26年運輸省令第 67号）、装置型式指定規則（平

成 10 年運輸省令第 66 号）、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告

示第 619号）、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項

を定める告示（平成 15年国土交通省告示第 1318号）等について、所要の改正を行うこととする。 

 

２．改正の概要 

⑴ 道路運送車両の保安基準及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号。以下「法」という。）第３章の規定に基づく保安基

準について、以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 後面衝突警告表示灯について、二輪自動車及び二輪の一般原動機付自転車への備付けを可能

とし、備えた場合の要件を規定する。 

【要件概要】（本紙参照）、【適用日】令和５年９月 24日 

② タイヤについて、新たに導入された摩耗状態のウェットグリップの規制値並びに強化された

転がり抵抗及び新品時のウェットグリップの規制値に適合しなければならないこととする。 

【要件概要】 

   小型商用車用ノーマルタイヤ(主に非駆動軸へ装着するために設計されたタイヤ)の場合 

  現行規制値 新規制値 

摩耗状態のウェットグリップ指数* 規制なし ≧0.82 

ウェットグリップ指数*  ≧0.95 ≧1.1 

転がり抵抗係数** ≦9.0 ≦8.5 

* ウェットグリップ指数：試験用規格タイヤ比のウェットグリップ性能 

** 転がり抵抗係数：転がり抵抗値（N）／試験荷重（kN） 

 

別紙 
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試験法例： ウェットグリップのトレーラー法 

                                         

 

 

 

 

 

 

【適用日】 

・乗用車用等のタイヤ 

 新 型 車：令和８年７月７日 

 継続生産車：令和９年７月７日 

・商用車用等のタイヤ 

 新 型 車：令和 10年９月１日 

 継続生産車：令和 11年９月１日 

③ 後方視界看視装置（バックカメラシステム）について、装置単位での認証を可能とする技術

基準を設ける。 

【要件概要】 

 右図（協定規則第 158 号と調和）の車両直後の範囲が確認

可能であること 

 当該要件等を満たすカメラ及び一定の視界要件を満たすモ

ニターの車両への設置範囲を指定すること 

 当該設置範囲内で車両に取り付けられていること 

【適用日】 

令和５年９月 22日 

④ 車両後面に設置するカメラ等について、安全上支障が無く車体から突出するものについては

車両寸法に含めないこととする。 

【要件概要】 

 取り外した状態で寸法を計測する装置の対象について、車両後面に設置するカメラ等を

含め「周辺監視装置」として追加 

 安全上支障が無いよう、高さ 2m 以下に取り付けた場合には装置外部表面に曲率半径

2.5mm未満の突起を有さないこと 

【適用日】 

令和５年 10月１日 

⑵ 装置型式指定規則の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 法第 75条の３第１項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、後退時車両直後

確認装置の後方視界看視装置を追加する。 

② 協定規則の改訂に伴い、国内に受け入れる協定規則の番号を改める。 

専用のタイヤ試験車に試験タイヤを装着し、制動力を加

えた際の最大制動力係数μ（＝摩擦特性）を測定。 

対象物 
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⑶ 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項

を定める告示の一部改正 

転がり抵抗及び新品時のウェットグリップの規制値が強化された改正に伴う、商用車用タイヤ

の過渡規定を設けるほか、所要の改正を行う。 

⑷ その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係する告示の規定について所要の改正を行う。 

 

３．スケジュール 

公 布：令和５年９月 22日 

施 行：令和５年９月 24日（２．⑴③及び⑵①は公布の日） 
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「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第 119条第２項等及び「自動車検査業務等

実施要領（依命通達）」に係る細部取扱いについて」の一部改正について 

 

 

令和５年 11月 

国土交通省物流・自動車局 

車両基準・国際課 

 

 

１．背 景 

使用過程において原動機等の変更を行った自動車の排出ガス性能に係る保安基準適合性

の取扱いについては、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第 119 条第２項等及び

「自動車検査業務等実施要領（依命通達）」に係る細部取扱いについて」（平成８年４月 15

日自環第 94 号）（以下「本通達」という。）に定められているところであるが、同一の製作

者等が指定を受けた型式指定自動車において、構造・装置等（車名・型式を除く。）が同一

であっても、車名・型式を異にするもの（以下「OEM車」という。）があることから、今般、

OEM車において試験自動車と検査申請車両の構造・装置等（車名・型式を除く。）が同一の場

合における試験結果証明書の取扱いについて定めるため、本通達を改正する。 

 

２．改正の概要 

次の①から④に掲げる要件の全てに該当する検査申請車両については、発行された試験結

果証明書を当該検査申請車両のものとみなすことができるものとする。 

① 試験自動車と同一の製作者等が指定を受けた型式指定自動車であるもの 

② 構造・装置等（車名及び型式を除く。）が試験自動車と同一であるもの 

③ 車名及び型式が試験自動車のものと異なるもの 

④ 試験自動車と同日にその型式について指定を受けたもの又は試験自動車の型式と

重要でない部分のみが異なる型式として指定を受けたもの 
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国自基第 128号の３  

令和５年 11 月７日  

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 会長 殿 

 

 

国土交通省物流・自動車局 

車両基準・国際課長 

（公印省略） 

 

 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第 119 条第２項等及び

「自動車検査業務等実施要領（依命通達）」に係る細部取扱いについ

ての一部改正について 

 

 

標記について、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第 119 条第２項等及

び「自動車検査業務等実施要領（依命通達）」に係る細部取扱いについて」（平成８年

４月 15日付、自環第 94号）の一部を別添新旧対照表の通り改正し、別紙のとおり各

地方運輸局自動車技術安全部長及び内閣府沖縄総合事務局運輸部長あて通知しまし

たので、了知願います。 

  

- 161 -



別紙 

国 自 基 第 1 2 8 号  

令和５年 11 月７日  

 

 

四国運輸局 自動車技術安全部長 殿 

 

 

国土交通省物流・自動車局 

車両基準・国際課長 

（公印省略） 

 

 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第 119 条第２項等及び

「自動車検査業務等実施要領（依命通達）」に係る細部取扱いについ

ての一部改正について 

 

 

標記について、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第 119 条第２項等及

び「自動車検査業務等実施要領（依命通達）」に係る細部取扱いについて」（平成８年

４月 15日付、自環第 94号）の一部を別添新旧対照表のとおり改正したので、了知さ

れたい。 

  

- 162 -



別
添

 

1
/2

 

 

「
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
第

11
9
条
第
２
項
等
及
び
「
自
動
車
検
査
業
務
等
実
施
要
領
（
依
命
通
達
）
」

 

に
係
る
細
部
取
扱
い
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

新
旧
対
照
表

 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

制
 
 
定
：
平
成
８
年
４
月

15
日
自

環
第

9
4
号
 

最
終
改
正
：
令
和
５
年

11
月
７
日
国
自
基
第

12
8
号
 

新
 

旧
 

「
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
第

1
1
9
条
第
２
項
等
及
び
「
自
動
車
検
査
業

務
等
実
施
要
領
」
に
係
る
細
部
取
扱
い
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

近
年
に
お
け
る
ユ
ー
ザ
ー
ニ
ー
ズ
の
一
層
の
多
様
化
に
伴
い
、
使
用
過
程
車
に
お
い
て
、
排
出
ガ
ス

対
策
又
は
熱
害
対
策
に
影
響
を
及
ぼ
す
原
動
機
、
消
音
器
等
の
改
造
が
増
加
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
、
自
動
車
検
査
業
務
等
の
適
正
、
か
つ
、
効
率
的
な
実
施
を
図
る
た
め
、

平
成
８
年
４
月

1
5
日
付
け
自
技
第

5
8
号
・
自
環
第

8
7
号
「
自
動
車
検
査
業
務
等
実
施
要
領
の
一
部

改
正
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）
」
が
通
達
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
通
達
別
紙
２
に
係
る
細
部
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
下
記
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
了
知
さ
れ
た
い
。

 

な
お
、
別
紙
の
通
り
関
係
団
体
あ
て
通
知
し
た
の
で
申
し
添
え
る
。

 

 

記
 

 １
．

 
細
目
告
示
第

1
1
9
条
第
２
項
第

1
号
及
び
第

1
9
7
条
第
２
項
第
１
号
関
係

 

（
１
）

 
（
略
）
 

（
２
）
公
的
試
験
機
関
が
実
施
し
た
試
験
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面
（
当
該
書
面
に
は
、
当
該
自
動

車
の
原
動
機
等
の
変
更
部
位
の
写
真
等
が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
以
下
「
試
験
結
果
証
明
書
」

と
い
う
。
）
又
は
そ
の
写
し
に
よ
り
判
定
す
る
場
合
に
は
、
当
該
試
験
結
果
証
明
書
に
係
る
試

験
自
動
車
の
構
造
・
装
置
等
と
検
査
申
請
車
両
の
構
造
・
装
置
等
が
同
一
で
あ
る
こ
と
。

 

ま
た
、
構
造
・
装
置
等
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
発
行
さ
れ
た
試
験
結
果
証
明
書

を
当
該
検
査
申
請
車
両
の
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

な
お
、
「
構
造
・
装
置
等
」
と
は
、
試
験
自
動
車
の
車
名
、
型
式
（
原
動
機
等
の
変
更
に
よ

り
「
改
」
を
付
し
た
も
の
以
外
は
、
「
改
」
を
除
く
。
）
、
構
造
・
装
置
及
び
原
動
機
の
変
更

部
位
等
（
６
モ
ー
ド
法
、
１
３
モ
ー
ド
法
、
Ｊ
Ｅ
０
５
モ
ー
ド
法
又
は
Ｗ
Ｈ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に

よ
る
試
験
に
係
る
自
動
車
（
以
下
「
重
量
車
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
構
造
・
装
置
及
び

「
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
第

1
1
9
条
第
２
項
等
及
び
「
自
動
車
検
査
業

務
等
実
施
要
領
」
に
係
る
細
部
取
扱
い
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

近
年
に
お
け
る
ユ
ー
ザ
ー
ニ
ー
ズ
の
一
層
の
多
様
化
に
伴
い
、
使
用
過
程
車
に
お
い
て
、
排
出
ガ
ス

対
策
又
は
熱
害
対
策
に
影
響
を
及
ぼ
す
原
動
機
、
消
音
器
等
の
改
造
が
増
加
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
、
自
動
車
検
査
業
務
等
の
適
正
、
か
つ
、
効
率
的
な
実
施
を
図
る
た
め
、

平
成
８
年
４
月

1
5
日
付
け
自
技
第

5
8
号
・
自
環
第

8
7
号
「
自
動
車
検
査
業
務
等
実
施
要
領
の
一
部

改
正
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）
」
が
通
達
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
通
達
別
紙
２
に
係
る
細
部
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
下
記
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
了
知
さ
れ
た
い
。

 

な
お
、
別
紙
の
通
り
関
係
団
体
あ
て
通
知
し
た
の
で
申
し
添
え
る
。

 

 

記
 

 １
．

 
細
目
告
示
第

1
1
9
条
第
２
項
第

1
号
及
び
第

1
9
7
条
第
２
項
第
１
号
関
係

 

（
１
）

 
（
略
）

 

（
２
）
公
的
試
験
機
関
が
実
施
し
た
試
験
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面
（
当
該
書
面
に
は
、
当
該
自
動

車
の
原
動
機
等
の
変
更
部
位
の
写
真
等
が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
以
下
「
試
験
結
果
証
明
書
」

と
い
う
。
）
又
は
そ
の
写
し
に
よ
り
判
定
す
る
場
合
に
は
、
当
該
試
験
結
果
証
明
書
に
係
る
試

験
自
動
車
の
構
造
・
装
置
等
と
検
査
申
請
車
両
の
構
造
・
装
置
等
が
同
一
で
あ
る
こ
と
。

 

ま
た
、
構
造
・
装
置
等
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
発
行
さ
れ
た
試
験
結
果
証
明
書

を
当
該
検
査
申
請
車
両
の
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

な
お
、
「
構
造
・
装
置
等
」
と
は
、
試
験
自
動
車
の
車
名
、
型
式
（
原
動
機
等
の
変
更
に
よ

り
「
改
」
を
付
し
た
も
の
以
外
は
、
「
改
」
を
除
く
。
）
、
構
造
・
装
置
及
び
原
動
機
の
変
更

部
位
等
（
６
モ
ー
ド
法
、
１
３
モ
ー
ド
法
、
Ｊ
Ｅ
０
５
モ
ー
ド
法
又
は
Ｗ
Ｈ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に

よ
る
試
験
に
係
る
自
動
車
（
以
下
「
重
量
車
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
構
造
・
装
置
及
び

- 163 -



別
添

 

2
/2

 

 

原
動
機
等
の
変
更
部
位
等
）
を
い
い
、
「
構
造
・
装
置
等
が
同
一
で
あ
る
」
と
は
、
当
該
試
験

結
果
証
明
書
の
排
出
ガ
ス
試
験
結
果
成
績
表
中
の
「
自
動
車
諸
元
」
欄
に
記
載
さ
れ
る
項
目
に

お
け
る
「
試
験
時
の
総
走
行
キ
ロ
数
」
、
「
試
験
自
動
車
重
量
」
、
「
車
台
番
号
」
、
「
車
両

総
重
量
」
、
「
等
価
慣
性
重
量
」
（
重
量
車
に
限
る
。
）
及
び
「
駆
動
車
輪
タ
イ
ヤ
空
気
圧
」

を
除
い
た
構
造
・
装
置
等
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
次
の
①
か
ら
④
に
掲
げ
る

要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
検
査
申
請
車
両
に
つ
い
て
は
、
発
行
さ
れ
た
試
験
結
果
証
明
書
を

当
該
検
査
申
請
車
両
の
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

①
 
試
験
自
動
車
と
同
一
の
製
作
者
等
が
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
で
あ
る
も
の
 

②
 
構
造
・
装
置
等
（
車
名
及
び
型
式
を
除
く
。
）
が
試
験
自
動
車
と
同
一
で
あ
る
も
の

 

③
 
車
名
及
び
型
式
が
試
験
自
動
車
の
も
の
と
異
な
る
も
の

 

④
 
試
験
自
動
車
と
同
日
に
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
も
の
又
は
試
験
自
動
車

の
型
式
と
重
要
で
な
い
部
分
の
み
が
異
な
る
型
式
（
以
下
「
同
一
と
認
め
ら
れ
る
型
式
」

と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
を
受
け
た
も
の

 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
同
一
と
認
め
ら
れ
る
型
式
」
と
は
、
「
自
動
車
型
式
認
証

実
施
要
領
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）
」
（
平
成

10
年

11
月

12
日
自
審
第

1
2
5
2
号
）

別
添
自
動
車
型
式
認
証
実
施
要
領
附
則
１
の
別
表
第
１
に
掲
げ
る
「
型
式
を
区
別
す
る

事
項
」
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
き
と
す
る
。

 

（
３
）

 
（
略
）
 

（
４
）

 
（
略
）
 

２
．

 
（
略
）

 

原
動
機
等
の
変
更
部
位
等
）
を
い
い
、
「
構
造
・
装
置
等
が
同
一
で
あ
る
」
と
は
、
当
該
試
験

結
果
証
明
書
の
排
出
ガ
ス
試
験
結
果
成
績
表
中
の
「
自
動
車
諸
元
」
欄
に
記
載
さ
れ
る
項
目
に

お
け
る
「
試
験
時
の
総
走
行
キ
ロ
数
」
、
「
試
験
自
動
車
重
量
」
、
「
車
台
番
号
」
、
「
車
両

総
重
量
」
、
「
等
価
慣
性
重
量
」
（
重
量
車
に
限
る
。
）
及
び
「
駆
動
車
輪
タ
イ
ヤ
空
気
圧
」

を
除
い
た
構
造
・
装
置
等
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
 

            （
３
）

 
（
略
）

 

（
４
）

 
（
略
）

 

２
．

 
（
略
）

 

附
 
則

 

こ
の
改
正
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令和５年 12 月 19 日 

物 流 ・ 自 動 車 局 

技 術 ・ 環 境 政 策 課 

保安基準に適合した電動キックボード等を購入・使用しましょう！ 

～インターネットにおいて販売されている車両に気を付けましょう～ 

１．性能等確認制度について 

国土交通省では、特定小型原動機付自転車（特定原付）の保安基準適合性を確認する「性能等確認制

度」を令和４年12月に創設しました。保安基準への適合が確認された特定原付の型式は国土交通省ホ

ームページにおいて公表するとともに、車体に「性能等確認済」を示すシール※２が貼付されています。 

なお、10月末現在、22車種の性能等確認がなされております。      ※２ シールの様式 

２．市場調査（サーベイランス）について 

インターネットを中心に流通する特定原付の保安基準適合性の市場調査において、流通している81

車種のうち、特に保安基準に適合しないおそれがある10車種（10台）に対し調査を実施した結果、６台

の不適合が確認されました。 

これら６車種のうち、３車種は既に保安基準適合に向けて自主的に対応しており、残りの３車種に

ついては、当該車両の製造・販売事業者に対して以下の指導をしております。 

 車両を改良し、性能等確認を受けること 

 既に販売した車両について、不適合箇所を改修する措置を講じること 

 「特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン」を遵守す

ること 

 さらにオンラインマーケットプレイスでは保安基準不適合車両を削除済みであり、また、警察庁、消

費者庁及び経済産業省に対して情報提供を行っております。 

 国土交通省では、引き続き、調査未実施となっている49車種についても性能等確認や市場調査を行

ってまいります。 

３．特定原付を購入・使用される皆様へ 

インターネットで特定原付を購入する際は、保安基準不適合品にご注意ください。商品説明欄に「公

道走行不可」等の記載がなされているものがありますので、よくお確かめください。不適合品の販売情

報については、情報提供窓口に通報ください。 

保安基準適合性が確認された特定原付の車種一覧、市場サーベイランスに関する詳細及び不適合品

の情報提供窓口は、以下のページをご覧ください。 

■特定小型原動機付自転車について：https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html 

国土交通省では、安全な特定小型原動機付自転車（電動キックボード※１等）の普及を図るため、

保安基準適合性を確認する制度を令和４年12月に創設し、加えて、今般、インターネットにおいて

販売されている車両を中心に保安基準適合性の調査を実施したところ、保安基準に適合しない車両

が複数確認されました。 

インターネットで購入し、公道で使用する際は、保安基準に適合したものを選んでいただきます

ようお願いいたします。 

＜問い合わせ先＞ 

物流・自動車局 技術・環境政策課 久手、島 

電話 03-5253-8111（内線 42254）、03-5253-8590（直通） 

※１ 電動キックボードには特定小型原動機付自転車のほか、一般原動機付自転車に該当するものがあります。 
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市場サーベイランス調査対象10車種

注）不適合が確認された６車種については、試験車両における主な不適合箇所を記載。

・前方の左右方向指示器の最内縁の間隔が
基準値 （24cm以上）を下回る。

・後輪ブレーキの制動距離が基準値（11.5m）
を超過している。

・前方の方向指示器が前方30mから視認
できない。
・前方の方向指示器が、昼間、指示する
方向の100m先から点灯を確認できない。

・駐車制動装置が装備されていない。

・ミラーを含めると幅が60cmを超え、特定小型原付に
該当せず、一般原付となる。

・方向指示器の左右の間隔が基準値
（前方は最内縁が24cm以上、後方は照明部の中心
間隔が15cm以上）を下回る。

・前照灯の取付け位置が基準値（照明部の下縁が
地上50cm以上、上縁の高さが地上130cm以下）
を下回る。

オールジャパン企画（Yoi-S1）

Smacircle（S1M）

MOBI-BIKE（EXCEED TKG Ver）

・車体の安定性不良。

参考資料１
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LUUP
（KK-254BJ-WT-4）※3

BIRD（BirdTwo）①※2 BIRD（BirdTwo）②※2

FUGU（MF-EKRA01S-BK）※1

RICH BIT（ES1-Pro） COSWHEEL（MIRAI T-Lite）

・灯火器類（最高速度表示灯、方向指示器、制動灯）が
装備されていない。

※１ 一般原動機付自転車として販売していたが、改正道路交通法
施行後（令和５年7月以降）、特定小型原動機付自転車に該当

・制動灯（尾灯兼用）の明るさ
が基準値（尾灯の5倍）を
下回る。

・方向指示器の点滅回数が
基準値（60~120回/分）以内
でない。

※2 灯火器（方向指示器）が異なる別車種。

○以下は調査の結果、保安基準に適合していたもの

LUUP
（KK-254BJ-WT ）※3

※3 スタンド等が異なる別車種。
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国土交通省で確認できた
電動キックボード等

８１車種

○電動キックボード等の市場調査 フローチャート

性能等確認済

２２車種
※令和５年１０月末現在

市場調査（サーベイランス）対象

５９車種

現車確認試験を実施したもの

１０車種（１０台）

保安基準不適合が確認されたもの

６車種（６台）

【基準不適合の内容】
①灯火器類の光量不足等：４台
②走行安定性不良：１台
③制動力不足：１台
※赤字は重大と考えられる不適合

不具合情報ホットラインなどの情報提供
をもとに、特に保安基準不適合のおそれが
ある１０車種を選定。（残り４９車種につ
いても年度内に確認予定）

【基準不適合となった６車種について】
◆３車種は既に自主的に対応 ※全て不適合内容①
１車種：車両を改良し、市場措置実施済。
２車種：車両を改良し、性能等確認申請済。

市場措置検討中。

◆残りの３車種への対応
※不適合内容①②③各１車種

・車両の改良等を指導。
・オンラインマーケットプレイスへ削除を依頼し、
削除済み。

・さらに関係省庁に情報共有し、取締り、
措置命令等に活用。

◆国土交通省の取組に関するプレス発表

◆基準不適合６車種について
・基準不適合情報をホームページへ掲載

参考資料２
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令 和 ６ 年 １ 月 ５ 日 
物流・自動車局車両基準・国際課 
物流・自動車局審 査 ・ リコール課 

自動車からの排出ガスをさらにクリーンにします！ 
～道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

 

１．主な改正の概要 （詳細は別紙参照） 
⑴ ディーゼル乗用車等（軽油を燃料とする乗車定員９人以下の乗用車及び車両総重量 3.5 ト

ン以下の自動車）の型式認証における路上排出ガス試験法として、国連自動車基準調和世
界フォーラム（WP.29）で成立した「路上走行時の軽・中量車排出ガスに係る協定規則（規
則第 168 号）」を導入します。これに伴い、路上排出ガス試験における窒素酸化物（NOx）
の規制値を、試験室内での台上排出ガス試験の規制値の 1.1 倍以内とする強化（従前は
2.0 倍以内）を行います。 

⑵ ガソリン・LPG特殊自動車（ガソリン又は液化石油ガス（LPG）を燃料とする特殊自動車であ
って定格出力が 19kW 以上 560kW 未満である原動機を備えるもの）の排出ガス規制値を
強化するとともに、ブローバイ・ガス還元装置（原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガス
を還元させる装置をいう。）の備え付けを義務付けます。 

⑶ 運行記録計について、装置のデジタル化等を踏まえ、多様な運行記録の方法を認めるため、速
度の情報の取得方法や記録方法などの技術基準を見直します。 

⑷ チャイルドシートについて、難燃性要件や幼児の接触できる箇所の材料の安全性要件等を改
正します。 

２．公布・施行 
公 布 ： 令和６年（2024年）１月５日 
施 行 ： 公布の日（１．⑴については３月26日） 

 
 
 

ディーゼル乗用車等の排出ガスは、実際に道路を走行する際の排出量を計測して規制（以下
「路上排出ガス試験」という。）していますが、今般、国土交通省では、この規制値を大幅に強化
するなど、自動車からの排出ガスをさらにクリーン化することに取り組みます。 

併せて、物流事業者による多様な車両運行データの取得・活用を通じて、物流ネットワークの
「見える化」を促進し、物流の効率化等をさらに進めるため、運行記録計の技術基準を見直しま
す。 

問い合わせ先 
物流・自動車局 車両基準・国際課：山田、志村（1.(1)(2)関係） 

山村、藤澤（1.(3)(4)関係） 
電話 03-5253-8111（内線 42525）、03-5253-8602（直通） 

物流・自動車局 審 査 ・ リコール課：福薗、高嶋 
電話 03-5253-8111（内線 42313）、03-5253-8596（直通） 
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【別紙】 

 

装置型式指定規則等の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の細

目を定める告示等の一部を改正する告示案について 
 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全・環境基準について国際的な整合性を図り自動車の安全性・環境性を確保

するため、国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係

る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる

認定の相互承認のための条件に関する協定」に平成 10 年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以

下「協定規則」という。）について段階的に採用を進めているところです。 

今般、国連自動車基準調和世界フォーラム（WP.29）第 190 回会合において、「路上走行時の軽・中

量車排出ガスに係る協定規則（第 168 号）」が新たに採択されたほか、「大型車の制動装置に係る協定

規則（第 13号）」及び「二輪自動車等の制動装置に係る協定規則（第 78号）」等の改訂が採択されま

した。併せて、「軽・中量車の世界統一排出ガス測定法に係る協定規則（第 154 号）」については、電

気自動車等の普及に伴い、同規則に基づく自動車の電費性能等に関する認定の活用機会が増えてきた

ことから、相互承認の対象となる装置を整理することが必要となりました。 

また、令和２年８月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」（第 14

次答申）において、ガソリン又は LPG を燃料とする特殊自動車であって定格出力が 19kW 以上 560kW 未

満である原動機を備えるもの（以下「ガソリン・LPG 特殊自動車」という。）について、排出ガス規制

値を強化するとともに、排出ガス試験サイクルに過渡サイクル等を導入すること及びブローバイ・ガ

スの大気開放を禁止することが適当であるとされ、令和６年末までに措置することとされています。 

さらに、車載装置等のデジタル化の状況を踏まえ、運行記録計について、走行速度や走行距離とい

った情報の取得に用いることができる信号の種類の拡大とともに、車載装置にシステムとして取り込

まれており独立した筐体を持たないものを想定した技術基準とすることを検討してきました。 

これらを踏まえ、装置型式指定規則（平成 10年運輸省令第 66 号）、共通構造部型式指定規則（平成

28 年国土交通省令第 15号）、道路運送車両法関係手数料規則（平成 28年国土交通省令第 17 号）及び

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等について、所

要の改正を行います。 

 

２．改正の概要 

⑴ 装置型式指定規則の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行います。 

① 道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号。以下「法」という。）第 75 条の３第１項の規定によ

り型式指定の対象となる特定装置の種類に、自動車の電費性能等に関するもの（「自動車駆動用

電力消費装置」等）を追加します。 

② 法第 75条の３第１項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、協定規則第 168号

に基づく認定に対応するものとして「ディフィートストラテジー防止装置（路上走行時に排出

ガス等の発散防止装置の機能が低下することを防止する装置をいう。以下同じ。）」を追加しま

す。 
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③ 法第 75 条の３第８項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、協定規則第 154

号に基づき認定された「自動車駆動用電力消費装置」等を追加します。 

④ 法第 75 条の３第８項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、協定規則第 168

号に基づき認定された「ディフィートストラテジー防止装置」を追加します。 

⑤ 協定規則の改訂に伴い、国内に受け入れる協定規則の番号を以下のとおり改めます。 

 

 

 

⑥ 法第 75 条の４第１項の規定に基づく特別な表示を定める様式に、型式指定を受けた「ディフ

ィートストラテジー防止装置」に付すことができる特別な表示を追加します。 

⑵ 共通構造部型式指定規則の一部改正 

法第 75 条の２第７項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定共通構造部を構成する特

定装置に、２．⑴①の改正内容を追加するほか、所要の改正を行います。 

⑶ 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正 

法第 102 条第４項及び道路運送車両法関係手数料令（昭和 26 年政令第 255 号）第３条第２項の

規定に基づき、二輪自動車等の制動装置の型式について指定を申請する者が、保安基準適合性につ

いての審査を受けるに際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実費を

勘案して改めるほか、所要の改正を行います。 

⑷ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行います。 

① ディーゼル乗用車等（軽油を燃料とする乗車定員９人以下の乗用車及び車両総重量 3.5ｔ以下

の自動車）の型式認証における路上排出ガス（RDE*1）試験法として、協定規則第 168 号を導入

します。これに伴い、路上排出ガス試験により排出される窒素酸化物（NOx）の規制値を、台上

排出ガス試験の規制値とほぼ同等（台上排出ガス試験の規制値の 1.1 倍*1）まで大幅に強化し

ます。 

*1車載型排出ガス測定装置（PEMS）の計測誤差分（10%）を考慮した値。 

従前は台上排出ガス試験の規制値の 2 倍まで許容。 

【適用日】 

新 型 車：令和 10年 10 月 1 日  継続生産車：令和 12年 10 月 1日 

② ガソリン・LPG 特殊自動車の排出ガス試験サイクルとして、過渡試験サイクル（LSI-NRTC：Large 

Spark Ignition engines Non-Road Transient Cycle）及び定常試験サイクル（7M-RMC：7 Mode 

Ramped Modal Cycle）を追加するとともに、排出ガス規制値を下表のとおり強化します。 

自動車の種別 試験サイクル 

排出ガス規制値（平均値（上限値））[g/kWh] 

一酸化炭素 

（CO） 

炭化水素 

（HC） 

窒素酸化物 

（NOx） 

ガソリン・LPG 

特殊自動車 

LSI-NRTC 15.0 

(20.0) 

0.60 

(0.80) 

0.30 

(0.40) 7M-RMC*2 
*2 従前の７モード法も選択可能 

【適用日】 

新 型 車：令和６年 10 月１日  継続生産車：令和９年 10 月１日 

第 13 号第 12 改訂版 ⇒ 第 13 号第 13 改訂版 

第 78 号第５改訂版 ⇒ 第 78 号第６改訂版 
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③ ガソリン・LPG 特殊自動車について、ブローバイ・ガス還元装置（原動機の燃焼室からクラン

クケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。）の備え付けを義務付けます。 

【適用日】 

新 型 車：令和６年 10月 1 日  継続生産車：令和９年 10 月 1日 

 

④ 運行記録計について、デジタル式運行記録計が走行速度や走行距離といった情報を取得する際

に、車速パルス以外の信号を用いる場合の要件を規定するとともに、車載装置にシステムとし

て取り込まれている運行記録計も想定した新たな技術基準を設けます。 

 
 

従前 改正後 備考 

速度データの

取得方法 
車速パルス FMS コネクタ*3等も可 

車両側が持つデジタルデータ

を活用し記録 

機器の筐体 筐体を前提 
ECU*4等に組み込まれ

たものも想定 

 

車内記録 

（１年分） 
必須 

クラウドが 

あれば不要 

通信不成立に備え 24 時間分

の車内記録は必要 

データ出力 

端子 
必須 

Wi-Fi 等が 

あれば不要 

 

*3 車両運行管理に用いるデータの標準仕様に基づく出力端子 (FMS: Fleet Management System) 

*4 Electronic Control Unit 電子回路を用いて制御する装置 

 

【適用日】 

令和６年１月５日 

 

⑤ 年少者用補助乗車装置（いわゆるチャイルドシート）について、引火性（火炎伝播速度）を一

定値以下とする難燃性要件を更新及び幼児の接触できる箇所に使用する材料の毒性要件を更新

するとともに、衝突時の評価に使用するダミーに適した評価値へ変更します。 

【適用日】 

令和６年１月５日 

 

⑸ その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係する告示の規定について所要の改正を行います。 

 

３．スケジュール 

公 布：令和６年１月５日 

施 行：公布の日 

ただし、ディフィートストラテジー防止装置に係る部分【２．⑴②、④及び⑥、⑷①並びに

⑸の一部】は令和６年３月 26 日施行とします。 
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令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日 
物流・自動車局車両基準・国際課 

幼児用バスにもシートベルトの装備が進みます！ 
～幼児に適したシートベルトのガイドラインをとりまとめました～ 

 

１．概要 
⑴ 幼児用バスについては、2013 年（平成 25 年）3 月に「幼児専用車の車両安全性

向上のためのガイドライン」をとりまとめ、座席後面への緩衝材の追加及び座席高

さの変更が促進されてきました。この 2013 年のガイドラインにおいて、シート

ベルトについては、「幼児用座席に適した座席ベルトを開発し、適切な幼児用座席

ベルトの装備を望む使用者が、新車購入時に選択できるようになることを目指す」

こととされていました。 

⑵ 昨日開催されました車両安全対策検討会（座長：稲垣敏之 筑波大学学長特別補

佐・特命教授）において、これまで議論されてきた「幼児専用車の幼児用座席に適

した座席ベルトに関するガイドライン」がまとめられました。 

⑶ 今後、国土交通省では同ガイドラインに基づき、自動車メーカー及び自動車部品メ

ーカーに、幼児専用車の幼児用座席に適したシートベルトをできるだけ速やかに

（2026 年度（令和 8 年度）中を目途に）市場投入するよう要請することとして

います。 

⑷ これらを通じて、今後、幼児用バスにもシートベルトの装備が進み、更なる安全性

向上が期待されます。 
 

２．ガイドライン  
（主な要件）※別紙１参照 

・扱いやすい 2 点式の巻取り装置付 

・一般的なシートベルトより小さいサイズと操作力 

・取付部の強度は一般的なシートベルトと同様 

・シートバックの対策も合わせて運用 

（詳細） 

別紙２：幼児用専用車の幼児用座席に適した座席

ベルトに関するガイドライン（本文） 

 

 
 

幼児用バスのシートベルトについては、交通事故件数が比較的少ないことや、幼児のシートベル
トの脱着に時間がかかることなどから、その開発・実用化が進んでいない状況です。このため、国土
交通省では有識者会議の議論を踏まえ、幼児用座席に適したシートベルトの要件をまとめたガイド
ラインを策定しました。これにより各自動車メーカー等による幼児用のシートベルトの開発・実用化が
進められ、安全性がさらに向上することが期待されます。 

問い合わせ先 
物流・自動車局 車両基準・国際課：山村、森 
電話 03-5253-8111（内線 42525）、03-5253-8602（直通） 
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令和６年３月２９日 

物 流 ・ 自 動 車 局 

車両基準・国際課 

 

能登半島地震等を踏まえた自動車の安全・環境基準の適用延期 

 

能登半島地震により車両生産に関連する企業が被災したことなどから、車両生産の遅

れが生じており、４月以降順次適用される新基準に適合させることが困難な状況となっ

ているため、特例措置として新基準の適用を延期します。 

 

１．背景 

自動車は、受注から納車まで一定期間を要することから、自動車メーカーは、生産に必

要な期間を考慮しながら、自動車を受注しています。今般、能登半島地震により自動車の

生産に関連する企業が被災したことなどから生産の遅れが生じており、４月以降順次適用

されることとなっていた新基準の適用日までに、受注済みの自動車の生産が完了しない状

況が生じていることから、特例措置として本年４月から順次適用される基準の適用日を延

期することとします。 

２．改正概要 

本年４月１日以降順次継続生産車に適用される以下等の基準について、適用日を本年 11

月 1日に延期するよう「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整

理のための必要な事項を定める告示」の一部を改正します。 

延期基準及び当初の適用日（主なもの） 

延期基準（新基準の内容） 当初の適用日 

空気入りゴムタイヤ（表示義務等） 令和６年４月１日 

空気入りゴムタイヤの取付（規制対象拡大）  〃  ４月１日 

側方衝突警報装置（大型車等への装着義務化）  〃  ５月１日 

後退時車両直後確認装置（装着義務化）  〃  ５月１日 

側面衝突時の乗員保護（規制対象拡大）  〃  ７月５日 

後面衝突時の乗員保護（新規要件適用）  〃  ９月１日 

水素燃料電池自動車（識別表示義務化等）  〃  ９月１日 

実走行時での排ガス測定（排出量規制強化）  〃  10月１日 

３．スケジュール 

公布日 令和６年３月 29日 

施行日 公布の日 

 

 （お問い合わせ先） 

物流・自動車局 車両基準・国際課 山村 藤澤 

電話： 03-5253-8111（内線42532）、03-5253-8602（直通） 
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令和６年３月 

物流・自動車局 

 

道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の 

整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示案について 

 

１．背景 
 

本年１月１日に発生した能登半島地震により、被災した自動車部品メーカーから

の部品供給難が発生し、国内メーカーにおける自動車の製作に遅れが生じている。

また、海外で主要部分を生産し本邦に輸入後、本邦で製作を完了させる自動車につ

いても、紅海付近の政情不安により昨年末から輸送に遅れが生じている。 

これらにより、当初の製作スケジュールが後ろ倒しとなり、４月１日から 10 月

31日までの期間に順次適用される保安基準（以下「改正保安基準」という。）に適

合していない自動車が製作され得る状況となっている。この状況に対処するため、

特例措置として所定の自動車への改正保安基準の適用を免除するため、道路運送車

両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のための必要な事項を定

める告示（平成 15 年国土交通省告示第 1318 号。以下「適用整理告示」という。）

を改正する必要がある。 

 

２．概要 
 

本年４月１日から 10月 31日までの期間に製作される自動車及び同期間に発行さ

れた出荷検査証に係る自動車について、改正保安基準（※）の適用を免除するよう

適用整理告示の一部を改正する。 

 

（※）改正保安基準（主なもの） 

空気入りゴムタイヤ（保安基準第９条） 

空気入りゴムタイヤの取付（保安基準第９条） 

側方衝突警報装置（保安基準第 43条の９） 

後退時車両直後確認装置（保安基準第 44条の２） 

側面衝突時の乗員保護（保安基準第 15条等） 

後面衝突時の乗員保護（保安基準第 15条等） 

水素燃料電池自動車（保安基準第 15条等） 

実走行時排ガス測定（保安基準第 31条等） 

 

３．スケジュール 
 
公 布：令和６年３月２９日 

施 行：公布の日 
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延期となる
適用整理告示の条項

条の見出し 新たな基準の概要
当初の
継続生産車適用日

第5条第5項 走行装置等
空気入ゴムタイヤの車外騒音・ウエット路面上の摩擦力・転がり
抵抗に関し、細目告示第一節※１において、協定規則第117号
の技術的要件を課す

令和6年4月1日

第5条第11項 走行装置等

空気入ゴムタイヤの装着に関し、細目告示第一節※１におい
て、協定規則第142号の技術的要件を課すとともに、装着され
るタイヤについて協定規則第30号、協定規則第54号の技術的
要件を課す(適用範囲の拡大)

令和6年4月1日

第51条の5 側方衝突警報装置
車両総重量 8 トン超の貨物自動車（被牽引自動車を除く。）に
側方衝突警報装置の装着を義務づける。

令和6年5月1日

第52条の2
後退時車両直後確
認装置

自動車（二輪自動車等を除く。）に後退時車両直後確認装置
（バックカメラ、バックソナー等）の装着を義務づける

令和6年5月1日

第14条第24項 電気装置
サイバーセキュリティ及びソフトウェアアップデートについて協定
規則の技術的要件を課す（自動運行装置を備える自動車以外
の自動車であって「一号特定改造非対応自動車」以外の自動

令和6年7月1日

第14条第25項 電気装置
サイバーセキュリティ及びソフトウェアアップデートについて協定
規則の技術的要件を課す（自動運行装置を備える自動車）

令和6年7月1日

第12条第18項 燃料装置
乗用車等に側面衝突時の乗員保護についての協定規則第95
号の技術的要件を課す

令和6年7月5日

第14条第30項 電気装置
乗用車等に側面衝突時の乗員保護についての協定規則第95
号の技術的要件を課す

令和6年7月5日

第15条第39項 車枠及び車体
乗用車等に側面衝突時の乗員保護についての協定規則第95
号の技術的要件を課す

令和6年7月5日

第8条第7項 施錠装置等
二輪自動車等の電子的な施錠装置の電磁両立性について協
定規則第10号の技術的要件を課す

令和6年9月1日

第12条第16項 燃料装置
乗用車等に後面衝突時の乗員保護について協定規則第153号
の技術的要件を課す

令和6年9月1日

第13条第21項
高圧ガスを燃料とす
る自動車の燃料装置

乗用車等に後面衝突時の乗員保護について協定規則第153号
の技術的要件を課す

令和6年9月1日

第14条第31項 電気装置
乗用車等に後面衝突時の乗員保護について協定規則第153号
の技術的要件を課す

令和6年9月1日

第13条第23項
高圧ガスを燃料とす
る自動車の燃料装置

圧縮水素ガスを燃料とする重量車の車体に識別表示を義務づ
ける

令和6年9月1日

第18条の2第2項 運転者席

乗車定員 10 人未満の乗用車の前面ガラス等に投影される、
運転者による認知を支援するための視界アシスタント（FVA：
Field of Vision Assistant）情報について、運行中に表示してよ
いものを運転に関連する情報に限る等の要件を課す

令和6年9月1日

第27条第34項 騒音防止装置
二輪車の騒音規制強化（型式認可時の騒音測定法変更
/UNR41の05シリーズ適用）

令和6年9月1日

第28条第178項
ばい煙、悪臭のある
ガス、有害なガス等
の発散防止装置

型式指定時における路上走行時の排出ガス試験を導入し、当該試験
により排出される窒素酸化物（NOx）の規制値を台上排出ガス試験に
よる規制値の２倍とする。

令和6年10月1日

第28条第180項
ばい煙、悪臭のある
ガス、有害なガス等
の発散防止装置

3.5トン超の重量車に課しているサイクル試験について電気式
ハイブリッド自動車に対応したものに変更

令和6年10月1日
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令 和 ６ 年 ６ 月 ７ 日 

物流・自動車局技術・環境政策課 

 
自動運転の社会実装に係る取組を推進します 

 

 

１． 初期投資支援の実施 

 

令和 6年 4月 5日から 5月 7日まで公募をしていました、地域公共交通確保維持改善事業

費補助金（自動運転社会実装推進事業）において、全国を網羅する形で約 100 事業を採択す

ることとしました。（別紙１参照。個別の地方公共団体名は、関連する手続きが完了後、速

やかに公表いたします。） 

 

２． 自動運転の審査手続の迅速化 

 

 国土交通省は、警察庁・経済産業省と連携して、審査手続の迅速化のため、「自動運転の

審査手続に必要な透明性・公平性を確保するための取組」として 

 

① 国によるサポート体制の構築 

② 審査内容、手続及び様式等の明確化 

③ 過去の審査事例の公表・共有等による審査の円滑化 

に係る取組をとりまとめました。 

 

これらの取組とデジタル化の徹底により、自動運転に係る審査・行政手続について、 

２ヶ月の完了を目指します。（別紙２参照） 

 

本取組の本文については、以下の国土交通省ウェブサイトからご覧ください。 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000045.html 
 
 

特定条件下における完全自動運転である自動運転レベル４の社会実装は、地域の移動の

足の不足や担い手の不足の課題への重要な対応策です。そのため、自動運転の新規参入拡

大を促し、関係者の裾野を広げるため、初期投資の支援と審査手続の迅速化を進めます。 

 

（問い合わせ先） 
物流・自動車局技術・環境政策課 林・磯・浅沼 
代表：03-5253-8111（内線 42255） 
直通：03-5253-8592 
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徴
・
・
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な
い
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限
定
空
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走
行
、

12
km
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以
下

通
年
運
行
実
施
自
治
体

②
秋
田
県
上
小
阿
仁
村

⑦
愛
知
県
春
日
井
市

⑫
福
井
県
永
平
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大
阪
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⑯
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縄
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谷
町
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小
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自
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転

自
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転
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県
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初
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補
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計
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道
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策
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又
は
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指
す
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業
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国
で
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転
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0

自
動
運
転
の
審
査
に
必
要
な
手
続
の
透
明
性
・公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
の
取
組

①
国
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト体
制
の
構
築

→
伴
走
型
で
き
め
細
か
く支
援

→
国
土
交
通
本
省
及
び
警
察
庁
が
主
導
して
、審
査
手
続
を
迅
速
に
実
施
。

自
動
運
転
の
審
査

手
続
に
係
る
課
題

取
組
の
結
果

取
組

②
審
査
内
容
、手
続
及
び
様
式
等
の
明
確
化

（
車
両
法
）
安
全
確
保
ガ
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定
（
車
両
性
能
等
の
説
明
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式
の
明
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等
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道
交
法
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特
定
自
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運
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係
る
申
請
書
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の
記
載
事
項
、審
査
の
着
眼
点
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明
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→
新
規
参
入
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で
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③
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化

事
業
者
の
行
政
手
続
に

係
る
負
担
を
軽
減

上
記
「取
組
」の
実
施
及
び
新
規
参
入
を
促
進
す
る
こと
に
よ
り、
自
動
運
転
の
普
及
に
向
け
た
好
循
環
を
確
保
。
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縮

※
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の
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。
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。

あ
ら
ゆ
る
地
域
で
の
新
規
参
入
を
促
す
こ
と
に
よ
り
、
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。
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な
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、
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必
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、

デ
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、
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月
の
完
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２

地
域
限
定
型
の
無
人
自
動
運
転
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の
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2
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（
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で
）
1
0
0
か
所
以
上
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令 和 ６ 年 ７ 月 ５ 日 

物流・自動車局 

技術・環境政策課 

 
 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金 

（自動運転社会実装推進事業）の公募結果について 
 

 

 

・交付決定を行った地方公共団体 

別紙資料に記載のある地方公共団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動運転は、人手不足など地域公共交通が直面する課題に対応する手段の一つとして期

待されております。その実現に向けて、国土交通省では、地方公共団体が地域づくりの一

環として行うバスサービス等の自動運転に係る事業に対して補助を行っております。 

本年は、令和 6年 4月 5日から令和 6年 5月 7日まで公募を実施し、地方公共団体から

申請のあった事業のうち、99 事業について事業対象として交付決定を行いましたのでお

知らせいたします。国土交通省としましては、本事業等を通じて、引き続き、自動運転の

社会実装に向けて取り組んでまいります。 

 

（問い合わせ先） 

物流・自動車局技術・環境政策課 家邊・磯 

代表：03-5253-8111（内線 42255） 

直通：03-5253-8592  
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1 北海道帯広市  34 石川県小松市  67 大阪府四條畷市 

2 北海道上士幌町  35 福井県永平寺町  68 兵庫県養父市 

3 北海道利尻富士町  36 福井県越前市  69 兵庫県三田市 

4 北海道苫小牧市  37 山梨県富士吉田市  70 奈良県 

5 北海道当別町  38 山梨県甲斐市  71 奈良県 

6 北海道千歳市  39 長野県塩尻市  72 奈良県宇陀市 

7 北海道網走市  40 岐阜県  73 和歌山県和歌山市 

8 青森県  41 岐阜県岐阜市  74 鳥取県鳥取市 

9 岩手県釜石市  42 岐阜県中津川市  75 島根県美郷町 

10 宮城県仙台市  43 静岡県浜松市  76 岡山県備前市 

11 秋田県上小阿仁村  44 静岡県静岡市  77 広島県東広島市 

12 秋田県大館市  45 静岡県沼津市  78 広島県福山市 

13 山形県長井市  46 愛知県  79 山口県 

14 福島県田村市  47 愛知県日進市  80 徳島県那賀町 

15 福島県磐梯町  48 愛知県安城市  81 香川県土庄町 

16 茨城県日立市  49 愛知県小牧市  82 香川県三豊市 

17 茨城県常陸太田市  50 愛知県岡崎市  83 香川県高松市 

18 茨城県境町  51 愛知県常滑市  84 愛媛県松山市 

19 栃木県  52 愛知県豊橋市  85 愛媛県伊予市 

20 群馬県前橋市  53 愛知県春日井市  86 高知県 

21 群馬県渋川市  54 愛知県名古屋市  87 福岡県北九州市 

22 埼玉県深谷市  55 三重県多気町  88 福岡県宗像市 

23 埼玉県和光市  56 三重県桑名市  89 佐賀県 

24 千葉県横芝光町  57 三重県伊勢市  90 長崎県 

25 千葉県松戸市  58 三重県明和町  91 熊本県熊本市 

26 東京都  59 滋賀県  92 熊本県宇城市 

27 東京都  60 京都府  93 大分県佐伯市 

28 東京都大田区  61 京都府  94 宮崎県西都市 

29 神奈川県川崎市  62 京都府宮津市  95 鹿児島県南さつま市 

30 神奈川県平塚市  63 大阪府大阪市  96 沖縄県 

31 新潟県弥彦村  64 大阪府大阪市  97 沖縄県豊見城市 

32 新潟県佐渡市  65 大阪府大阪市  98 沖縄県石垣市 

33 富山県富山市  66 大阪府河内長野市  99 沖縄県南城市 

 

 

 

別紙 
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令 和 ６ 年 ６ 月 １ 4 日 

物流・自動車局車両基準・国際課 

審 査 ・ リコール課 

 

大型車に事故時の車両情報の計測・記録装置が搭載されます！ 

～道路運送車両の保安基準等の一部改正について～ 

 

１．主な改正の概要 （詳細は別紙１参照） 

⑴ 大型車の事故時の車両情報（加速度、ステアリング操作、衝突被害軽減ブレーキの作動状

態等）を記録するために備える EDR※1 について、国連自動車基準調和世界フォーラム

（WP.29）において、その記録性能等の要件を定めた国連基準が成立しました。 

これを踏まえ、大型車（乗車定員 10 人以上の乗用車及び車両総重量 3.5ｔを超える貨物

車）を対象として、令和 8年12月以降の新型車より段階的に、EDRを備えることとします※2。 

（EDR の作動イメージ） 

 

※１EDR は事故直前の加速度などの車両の挙動や装置の状態に関するデータ等を記録す

るものであり、車両周辺や車内の映像等を記録するドライブレコーダーとは異なります。 

※２乗用車等の小型車は、既に国連基準に適合した EDR を備えることとされています。  

 

⑵ その他 WP.29 における国連基準の成立及び改正を踏まえ、以下の改正を行います。 

①バス（乗車定員 10 人以上の乗用車）にビルトイン型（座席一体型）のチャイルドシートを

備える場合には、従来のチャイルドシートと同等の乗員保護性能を確保する構造にすること等

の要件を満たさなければならないこととします。 

②ヘッドレストを備える場合には、その座席位置にかかわらず、運転席に備えるものと同等の乗員

保護性能を確保する構造にすること等の要件を満たさなければならないこととします。 

 

２．公布・施行 

公 布 ： 令和６年（2024年）6月14日 

施 行 ： 令和６年（2024年）6月15日（１．⑴及び⑵①については6月20日） 

 

大型車の事故時の車両情報を分析しより安全な車両の導入や安全装置の開発を促進するた

め、事故時のデータを記録する事故情報計測・記録装置（EDR：Event Data Recorder）を

備えることとします。 

問い合わせ先 
物流・自動車局 車両基準・国際課：山村、稲吉 
電話 03-5253-8111（内線 42525）、03-5253-8602（直通） 

物流・自動車局 審 査 ・ リコール課：柴崎、野田 
電話 03-5253-8111（内線 42313）、03-5253-8596（直通） 
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【別紙１】 

 

道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令及び 

道路運送車両の保安基準の細目を定める 

告示等の一部を改正する告示について 
 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全・環境基準について国際的な整合性を図り自動車の安全性・環境性を確保

するため、国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係

る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる

認定の相互承認のための条件に関する協定」に平成 10 年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以

下「協定規則」という。）について段階的に採用を進めているところです。 

今般、国際連合自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 191 回会合において、「大型車用事故情報

計測・記録装置に係る協定規則（第 169 号）」及び「バスの座席一体型年少者補助乗車装置に係る協定

規則（第 170 号）」が新たに採択されたほか、「シート及びシートアンカーに係る協定規則（第 17号）」

等の改訂が採択されました。 

これを踏まえ、道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号。以下「保安基準」という。）、

装置型式指定規則（平成 10 年運輸省令第 66号）、共通構造部型式指定規則（平成 28 年国土交通省令

第 15 号）、道路運送車両法関係手数料規則（平成 28 年国土交通省令第 17 号）及び道路運送車両の保

安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等について、所要の改正を行いま

す。 

 

２．改正の概要 

⑴ 道路運送車両の保安基準の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等

の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行います。 

① 事故時の車両に関する情報（加速度、ステアリング操作、衝突被害軽減ブレーキの作動状態等）

を記録するために備える事故情報計測・記録装置（EDR：Event Data Recorder）について、こ

れまでの乗用車等の小型車に加え、大型車（乗車定員 10 人以上の乗用車及び車両総重量 3.5ｔ

を超える貨物車）においても、協定規則第 169 号（大型車用事故情報計測・記録装置に係る協

定規則）の要件を満たす EDR を備えなければならないこととします。 

【主な要件】 

（別紙２参照） 

【適用日】 

新型車：令和８年 12 月１日  継続生産車：令和 11 年 12 月１日 

② バス（乗車定員 10 人以上の乗用車）にビルトイン型（座席一体型）の年少者用補助乗車装置

（チャイルドシート）を備える場合には、協定規則第 170 号（バスの座席一体型年少者用補助

乗車装置に係る協定規則）の要件を満たさなければならないこととします。 

【主な要件】 

・ラベル等により使用上の制限を表示すること 
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・バスの座席を前提として協定規則で定められた試験条件において、従来のチャイルドシー

ト（ビルトイン型ではない取り外し可能なもの）と同等の乗員保護性能を確保すること 

【適用日】 

令和６年６月 20日 

（バスに備える座席一体型チャイルドシートの例） 

   

※国連の専門家会議における海外メーカー発表資料より 

協定規則第 170 号への適合が確認されたものではない 

③ 自動車の前向き座席に頭部後傾抑止装置（ヘッドレスト）を備える場合には、その座席位置にか

かわらず、協定規則第 17 号（シート及びシートアンカーに係る協定規則）に定める運転席等に

備える頭部後傾抑止装置と同等の要件を満たさなければならないこととします。 

【主な要件】 

（運転席等に備えるヘッドレストに同じ） 

【適用日】 

令和８年９月１日 

④ 協定規則の改訂に伴い、保安基準において引用する協定規則の番号を以下のとおり改めます。 

第 16 号第８改訂版 ⇒ 第 16 号第９改訂版 

第 17 号第 10 改訂版 ⇒ 第 17 号第 11 改訂版 

第 53 号第３改訂版 ⇒ 第 53 号第４改訂版 

第 94 号第４改訂版 ⇒ 第 94 号第５改訂版 

第 95 号第５改訂版 ⇒ 第 95 号第６改訂版 

第 129 号第３改訂版 ⇒ 第 129 号第４改訂版 

第 134 号改訂版 ⇒ 第 134 号第２改訂版 

第 137 号第２改訂版 ⇒ 第 137 号第３改訂版 

第 145 号 ⇒ 第 145 号改訂版 

第 160 号改訂版 ⇒ 第 160 号第２改訂版 

 

⑵ 装置型式指定規則の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行います。 

① 協定規則の改訂に伴い、装置型式指定規則において引用する協定規則の番号を上記の⑴④と同

様に改めます。 

② 法第 75 条の３第１項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、協定規則第 169 号

に基づき認定された「事故情報計測・記録装置」（大型車用のもの。以下同じ。）及び協定規則第

170 号に基づき認定された「年少者用補助乗車装置」（バス用のもの。以下同じ。）を追加しま
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す。 

③ 法第 75 条の３第８項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、協定規則第 169

号に基づき認定された「事故情報計測・記録装置」及び協定規則第 170 号に基づき認定された

「年少者用補助乗車装置」を追加します。 

④ 法第 75 条の４第１項の規定に基づく特別な表示を付すことができる特定装置として、協定規則

第 169 号に基づき認定された「事故情報計測・記録装置」及び協定規則第 170 号に基づき認定

された「年少者用補助乗車装置」を追加します。 

⑶ 共通構造部型式指定規則の一部改正 

協定規則第０号の改訂に伴い、共通構造部型式指定規則において引用する協定規則に第０号第６

改訂版を加えるほか、所要の改正を行います。 

⑷ 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正 

協定規則第 169 号の新規採択に伴い、「大型車用事故情報計測・記録装置」が特定装置となったた

め、型式の指定を申請する者が、当該装置の保安基準適合性審査を受ける際に独立行政法人自動車

技術総合機構に納付すべき手数料の額を新たに規定するほか、所要の改正を行います。 

⑸ その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係する省令及び告示の規定について所要の改正を行います。 

 

３．スケジュール 

公 布：令和６年６月 14 日 

施 行：令和６年６月 15 日 

ただし、２．⑴①及び②、⑵②、③及び④並びに⑸の一部は令和６年６月 20 日施行とします。 
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国連の車両等の型式認定相互承認協定（１９５８年協定）の概要 

 

１．協定の目的 

1958 年に締結された国連の多国間協定であり、正式名称は、「車両並びに車両への取付け又は車両における使

用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に

基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」（以下「車両等の型式認定相互承認協定」という。）

である。 

車両等の型式認定相互承認協定は、自動車の装置ごとの安全・環境に関する基準の国際調和及び認証の相

互承認を推進することにより、安全で環境性能の高い自動車を普及するとともに、自動車の国際流通の円滑化を図

ることを目的としている。 

 

２．加入状況 

令和６年（2024 年）６月現在、61 か国、１地域が加入。 

日本は、平成 10 年（1998 年）11 月 24 日に加入。 

ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ハンガリー、チェコ、スペイン、セルビア、イギリス、オー

ストリア、ルクセンブルク、スイス、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、ルーマニア、ポーランド、ポルトガル、ロシア、

ギリシャ、アイルランド、クロアチア、スロべニア、スロバキア、ベラルーシ、エストニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ラトビ

ア、ブルガリア、リトアニア、トルコ、アゼルバイジャン、マケドニア、欧州連合（ＥＵ）、日本、オーストラリア、ウクライ

ナ、南アフリカ、ニュージーランド、キプロス、マルタ、韓国、マレーシア、タイ、モンテネグロ、チュニジア、カザフスタン、

アルバニア、エジプト、ジョージア、サンマリノ、モルドバ、アルメニア、ナイジェリア、パキスタン、ウガンダ、フィリピン、

アンドラ、ベトナム、キルギス 

（下線はＥＵ加盟国、  はアジア諸国） 

 

３．基準の制定・改訂 

(1) 協定に基づく規則（以下「国連規則」という。）は、国連の自動車基準調和世界フォーラム（ＷＰ.29）での検討を

経て、制定・改訂が行われる。同フォーラムには、上記締約国の他、アメリカ、カナダ、中国等が参加している。 

(2) 令和６年（2024 年）６月現在、172 の国連規則（基準）が制定されている。 

 

４．協定に基づく認証の相互承認の流れ 

(1) 協定締約国は、国内で採用する国連規則を選択する。 

(2) 協定締約国は、採用した国連規則について、当該国連規則による認定を行った場合には、国番号付きの認定

マーク（ Ｅ43 ：日本の場合）と認定番号を与える。 

(3) 認定を取得した装置については、当該国連規則を採用した他の協定締約国での認定手続きが不要になる。 

 

５．日本における規則の採用状況及び今後の方針 

日本は令和６年（2024 年）６月現在、乗用車の制動装置、警音器等の 105 の国連規則を採用している。今後

も、新技術を踏まえた基準の策定等により積極的に基準調和を進めていくこととしている。 

参考１ 
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令和6年6月現在
No. 　項　目　名　 No. 　項　目　名　 No. 　項　目　名

0 国際的な車両認証制度 61 外部突起(商用車) 123 配光可変型前照灯

1 前照灯    　 62 施錠装置（二輪車） 124 乗用車ホイール

2 前照灯白熱球 63 騒音(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 125 直接視界(乗用車)

3 反射器 64 応急用予備走行装置 126 客室と荷室の仕切り

4 後部番号灯 65 特殊警告灯 127 歩行者保護

5 ｼｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾑ前照灯 66 ｽｰﾊﾟｰｽﾄﾗｸﾁｬｰ強度（バス） 128 LED光源

6 方向指示器 67 LPG車用装置 129 新幼児拘束装置

7 車幅灯、尾灯、制動灯、前部・後部上側端灯 68 最高速度測定法 130 車線逸脱警報装置

8 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯 69 低速車の後部表示板 131 衝突被害軽減制動制御装置

9 騒音（三輪車） 70 大型車後部反射器 132 排ガスレトロフィット

10 電波妨害抑制装置 71 農耕用ﾄﾗｸﾀの視界 133 リサイクル

11 ドアラッチ及びヒンジ 72 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(二輪車) 134 水素燃料電池自動車

12 ステアリング機構 73 大型車側面保護 135 ポール側面衝突時の乗員保護

13 制動装置 74 灯火器の取付（ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 136 電気自動車（二輪車）

13H 制動装置（乗用車） 75 タイヤ（二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 137 フルラップ前突時乗員保護　

14 シートベルト・アンカレッジ 76 前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 138 車両接近通報装置

15 排出ガス規制 77 駐車灯 139 BAS（ブレーキアシストシステム）

16 シートベルト 78 制動装置（二・三輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 140 ESC（横滑り防止装置）

17 シート及びシートアンカー 79 かじ取装置 141 タイヤ空気圧監視装置

18 施錠装置（四輪車） 80 シート（大型車） 142 タイヤ取付

19 前部霧灯 81 後写鏡(二輪車) 143 重量ﾃﾞｭｱﾙｴﾝｼﾞﾝのﾚﾄﾛﾌｨｯﾄｼｽﾃﾑ

20 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(H4前照灯） 82 ﾊﾛｹﾞﾝ前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 144 事故自動緊急通報装置

21 内部突起 83 燃料要件別排出ガス規制 145 年少者用補助乗車装置取付具

22 ヘルメット及びバイザー 84 燃費測定法 146 水素燃料電池自動車（二輪車）

23 後退灯         85 馬力測定法 147 連結装置（農耕用）

24 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ自動車排出ガス規制 86 灯火器の取付け（農耕用ﾄﾗｸﾀ） 148 信号灯火に係る規則

25 ヘッドレスト 87 ﾃﾞｲﾀｲﾑﾗﾝﾆﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ 149 照射灯火に係る規則

26 外部突起(乗用車) 88 反射タイヤ(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ、自転車） 150 反射器に係る規則

27 停止表示器材 89 速度制限装置 151 側方衝突警報装置

28 警音器 90 交換用ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞ 152 衝突被害軽減制動制御装置

29 商用車運転席乗員の保護 91 側方灯 153 後面衝突における燃料漏れ及び電気安全

30 タイヤ(乗用車) 92 交換用消音器（二輪車） 154 軽・中量車の世界統一排出ガス測定法

31 ﾊﾛｹﾞﾝｼｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾑ前照灯 93 ﾌﾛﾝﾄｱﾝﾀﾞｰﾗﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀ 155 サイバーセキュリティ

32 後部衝突における車両挙動 94 オフセット前突時乗員保護　 156 ソフトウェアアップデート

33 前方衝突における車両挙動 95 側突時乗員保護 157 自動車線維持機能

34 車両火災の防止 96 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（農耕用ﾄﾗｸﾀ） 158 後退時車両直後確認装置

35 ﾌｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ類の配列 97 警報装置及びイモビライザ 159 低速走行時前方衝突警報装置

36 バスの構造（１階建て） 98 前照灯(ｶﾞｽﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ式) 160 事故情報計測・記録装置

37 白熱電球 99 ｶﾞｽﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ光源 161 施錠装置

38 後部霧灯 100 電気自動車 162 イモビライザ

39 スピードメーター 101 乗用車のCO2排出量と燃費 163 盗難発生警報装置

40 排出ガス規制（二輪車） 102 連結装置 164 スタッデッドタイヤ

41 騒音（二輪車） 103 交換用触媒 165 車両後退通報装置

42 バンパー 104 大型車用反射材 166 直前直左右確認装置

43 窓ガラス 105 危険物輸送車両構造 167 大型車の直接視界

44 幼児拘束装置 106 タイヤ(農耕用ﾄﾗｸﾀ) 168 路上走行時の軽・中量車排出ガス測定法

45 ヘッドランプ・クリーナー 107 バスの構造（２階建て含む） 169 大型車用事故情報計測・記録装置

46 後写鏡 108 再生タイヤ 170 バスの座席一体型年少者用補助乗車装置

47 排出ガス規制（ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 109 再生タイヤ(商用車)

48 灯火器の取付け 110 CNG・LNG自動車

49 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ排出ガス規制 111 ﾀﾝｸ自動車のﾛｰﾙｵｰﾊﾞｰ

50 灯火器(二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ)　　 112 非対称配光型ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟの配光

51 騒音 113 対称配光型ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟの配光

52 小型バスの構造（１階建て） 114 後付エアバック

53 灯火器の取付け（二輪車） 115 CNG、LPGﾚﾄﾛﾌｨｯﾄｼｽﾃﾑ
54 タイヤ（商用車） 116 盗難防止装置
55 車両用連結装置 117 タイヤ単体騒音
56 前照灯(ﾓﾍﾟｯﾄﾞ) 118 バス内装難燃化
57 前照灯(二輪車) 119 コーナリングランプ
58 突入防止装置 120 ﾉﾝﾛｰﾄﾞ馬力測定法
59 交換用消音器 121 ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾃﾙﾃｰﾙ
60 ｺﾝﾄﾛｰﾙ類の表示(二輪車、ﾓﾍﾟｯﾄﾞ） 122 ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ規則

採用済

国連の車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目 

参考２

- 190 -



ＳＳ

記録事務代行サービスにより

OSS申請が便利に
運輸支局に訪れる必要がありません！

※記録事務代行サービスを利用した申請に限ります

窓口申請よりも手数料(検査)がお得！

窓口申請：1,800円⇒OSS申請：1,600円

ICタグ(電子車検証)の記録

検査標章の印刷

車検依頼

車検完了

記録等事務代行者

②車検証の更新

運輸支局等

記録等事務代行アプリ

ピッ

ユーザ

記録等事務代行制度

③処理可能通知

指定整備事業者の皆様へ

①OSS申請

【来訪不要】

国土交通省 OSS申請・詳細はポータルサイトから 自動車 OSS
https://www.oss.mlit.go.jp
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１ OSS申請のために準備しておくことはありますか？

➢ パソコン（インターネット環境が必要）とICカードリーダーが必要です。顧客の

マイナンバーカードも利用できます。また、書類を読み込むスキャナが必要な場

合もあります。

２ OSS申請に際して、手数料・重量税はどのように支払うのですか？

➢ 印紙によるお支払いではなく、ATM、インターネットバンキング等によるお支払

いとなります。

ＳＳ

詳しくはポータルサイト

をご覧ください。

【お問合せについて】

チャットボット

で調べる

OSSヘルプデスク 050-5540-2000 受付時間 8:30～17:00（年末年始を除く平日）

記録等事務代行制度の特定記録等事務代行者とは？

記録事務代行ポータル

➢ 記録等事務代行制度とは、車検証への記録等に関する事務を

国土交通大臣が一定の要件を備える者へ委託する制度です。

➢ 特定記録等事務代行者とは、継続検査にかかる車検証情報の

書き換えを実施できます。

このため、運輸支局等への来訪が不要となります。

3 OSS申請をまとめて申請することはできますか？

➢ 可能です。一括利用者システム（大量申請者向けの申請補助システム）

を活用することで、効率的に申請ができます。

2023.8
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 申
請
・
納
付
手
続
き
の
た
め
、
各
行
政
機
関
を
訪
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
※

3

 い
つ
で
も
申
請
が
可
能
で
す
。

 （
2

4
時
間

3
6

5
日
申
請
可
能
）

自
動
車
保
有
関
係
の
手
続
き
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す

➢
自
動
車
を
保
有
す
る
た
め
に
は
複
数
の
行
政
機
関
に
対
し
て
多
く
の
手
続
き
を
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。
※

1

➢
こ
れ
ら
の
手
続
き
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
、
一
括
し
て
行
う
こ
と
が
可
能
で
す
。
※

2

※
1
:申
請
（
検
査
登
録
、
保
管
場
所
証
明
申
請
等
）

 、
納
付
（
検
査
登
録
手
数
料
、
保
管
場
所
証
明
申
請
手
数
料
、
自
動
車
税
（
種
別
割
・
環
境

 
性
能
割
）
、
自
動
車
重
量
税
等
）

※
2
: 
軽
自
動
車
（
四
輪
、
三
輪
）
で
は
「
軽
自
動
車
保
有
関
係
手
続
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
」
が
一
部
手
続
で
利
用
で
き
ま
す
。

O
S
S
対
象
車
種
は
、
運
輸

支
局
等
の
取
扱
業
務
の
う
ち
小
型
二
輪
車
や
軽
二
輪
車
を
除
き
ま
す
（
そ
の
他
対
象
外
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は

O
S
S
ポ
ー
タ
ル

 サ
イ
ト
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

)。

※
3
:手
続
き
完
了
後
、
原
則
、
車
検
証
や
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
等
の
受
取
り
に
運
輸
支
局
等
へ
出
向
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
印
鑑
証
明
書
及
び
実
印
を

目
視
確
認
す
る
場
合
等
、
申
請
に
必
要
な
書
類
を
運
輸
支
局
等
へ
持
ち
込
ん
で
頂
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
（

O
S
S
）
と
は

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

が
便
利
！

O
S
S
の
メ
リ
ッ
ト

都
道
府
県
税
事
務
所

（
税
申
告
）

警
察
署

（
保
管
場
所
）

運
輸
支
局
等

（
検
査
登
録
）

行
政
機
関

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス

シ
ス
テ
ム

申
請
者

①
電
子
申
請
＆
電
子
納
付

②
申
請
デ
ー
タ
管
理

③
 車
検
証
等

 交
付

※
3

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス

申
請
者

窓
口
で
申
請

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
で
申
請

申
請
・
納
付
手
続
き
の
た
め
、

各
機
関
を
訪
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す

国
土
交
通
省

O
S
S
申
請
・
詳
細
は
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら

自
動
車

O
S
S

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.o
ss

.m
li
t.

g
o

.jp

都
道
府
県
税

事
務
所

（
税
申
告
）

運
輸
支
局
等

（
検
査
登
録
）

警
察
署

（
保
管
場
所
）

Ｓ
Ｓ

３
O

S
S
申
請
の
た
め
に
準
備
し
て
お
く
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

➢
パ
ソ
コ
ン
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
必
要
）
と

IC
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
が
必
要
で
す
。

IC
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
の
代
わ
り
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
読
取
り
可
能
な
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
も
利
用
で
き
ま
す
。
ま
た
、
書
類
を
読
み
込
む
ス
キ
ャ
ナ
が
必
要
な
場

合
も
あ
り
ま
す
。

４
O

S
S
申
請
を
利
用
す
る
際
に
、
利
用
料
金
は
か
か
り
ま
す
か
？

➢
O

S
S
の
利
用
料
は
無
料
で
す
が
、
申
請
時
の
税
金
や
手
数
料
等
の
支
払
い

は
必
要
で
す
。
支
払
い
方
法
は
、

A
T
M
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
・
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
等
に
よ
る
電
子
納
付
と
な
り
ま
す
。

１
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
利
用
で
き
ま
す
か
？

➢
主
に
、
新
車
購
入
時
の
「
新
規
登
録
」
、
住
所
や
氏
名
変
更
時
の
「
変
更
登

録
」
、
名
義
変
更
時
の
「
移
転
登
録
」
、
廃
車
時
の
「
抹
消
登
録
」
、
車
検
時

の
「
継
続
検
査
」
が
可
能
で
す
。

２
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て

O
S
S
申
請
は
可
能
で
す
か
？

➢
個
人
の
申
請
の
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
利
用
で
き
ま
す
。

➢
法
人
の
申
請
の
場
合
は
、
商
業
登
記
認
証
局
よ
り
発
行
さ
れ
た
電
子
証
明

書
な
ど
が
利
用
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
お
問
合
せ
に
つ
い
て
】

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト

で
調
べ
る

O
S
S
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

0
5

0
-5

5
4

0
-2

0
0

0
受
付
時
間

 8
:3

0
～

17
:0

0
（
年
末
年
始
を
除
く
平
日
）

Ｓ
Ｓ

2
0
2
3
.8
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新
車
新
規
登
録
は
、

O
S
S
申
請
が
便
利
で
すＳ
Ｓ

書
類
管
理
の
手
間
が
削
減
！

申
請
者

O
S
S

シ
ス
テ
ム

行
政
機
関

②
審
査

③
車
検
証
等
の
受
取
り

（
運
輸
支
局
等
へ
来
訪
）

①

O
S
S
申
請

＆
電
子
納
付

窓
口
申
請
よ
り
も
手
数
料

(検
査
登
録

)が
お
得
！

窓
口
申
請
：

2
,8

0
0
円

 ⇒
 O

S
S
申
請
：

2
,2

0
0
円

（
新
車
新
規
登
録
の
場
合
）

都
道
府
県
税
事
務
所

（
税
申
告
）

運
輸
支
局
等

（
検
査
登
録
）

警
察
署

（
保
管
場
所
）

新
車
販
売
店
の
皆
様
へ

国
土
交
通
省

O
S
S
申
請
・
詳
細
は
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら

自
動
車

O
S
S

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.o
ss

.m
li
t.

g
o

.jp

警
察
署
へ
出
向
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
！

保
管
場
所
標
章
の
受
取
り
は
郵
送
も
可
能

１
O

S
S
申
請
の
た
め
に
準
備
し
て
お
く
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

➢
パ
ソ
コ
ン
と

IC
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
が
必
要
で
す
。
顧
客
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
も
利

用
で
き
ま
す
。
ま
た
、
書
類
を
読
み
込
む
ス
キ
ャ
ナ
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

２
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
利
用
で
き
ま
す
か
？

４

O
S
S
の
対
象
車
種
は
？

３

顧
客
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
あ
り
ま
す
か
？

➢
顧
客
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
申
請
す
れ
ば
、
印
鑑
証
明
書
の
必

要
が
な
く
、
ま
た
、
紙
の
委
任
状
の
取
り
扱
い
も
不
要
と
な
る
た
め
、
運
輸
支

局
へ
書
類
の
持
ち
込
み
が
な
く
な
り
ま
す
。

Ｓ
Ｓ

詳
し
く
は
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
お
問
合
せ
に
つ
い
て
】

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト

で
調
べ
る

O
S
S
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

0
5

0
-5

5
4

0
-2

0
0

0
受
付
時
間

 8
:3

0
～

17
:0

0
（
年
末
年
始
を
除
く
平
日
）

➢
主
に
、
新
車
購
入
時
の
「
新
規
登
録
」
、
住
所
や
氏
名
変
更
時
の
「
変
更
登

録
」
、
名
義
変
更
時
の
「
移
転
登
録
」
、
廃
車
時
の
「
抹
消
登
録
」
、
車
検
時

の
「
継
続
検
査
」
が
可
能
で
す
。

➢
運
輸
支
局
等
の
取
扱
業
務
の
う
ち
、
小
型
二
輪
車
や
軽
二
輪
車
を
除
き
ま

す
（
そ
の
他
対
象
外
が
あ
り
ま
す
。
）
。

➢
な
お
、
軽
自
動
車
（
四
輪
、
三
輪
）
の
新
車
新
規
検
査
、
継
続
検
査
は
、

「
軽
自
動
車
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
」
が
利
用
で
き
ま
す
。

2
0
2
3
.8
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Ｓ
Ｓ

※
O
S
S
に
お
い
て
行
政
書
士
の
み
可
能
な
申
請
方
法
。
た
だ
し
新
車
新
規
登
録
に
限
り
ま
す
。

✓
資
格
者
代
理
人
申
請

※
を
使
う
と
運
輸
支
局
等
へ

出
向
く
回
数
が
一
回
に
な
り
ま
す
。

✓
保
管
場
所
標
章
の
受
取
り
を
郵
送
に
す
れ
ば
、
警

察
署
へ
出
向
く
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

✓
記
録
等
事
務
代
行
制
度
に
よ
り
窓
口
へ
出
向
く
必

要
が
な
く
な
り
ま
す
。
（
電
子
車
検
証
の
券
面
に
変
更
が
な

い
申
請
に
限
る
）

出
頭
回
数

が
削
減

事
務
処
理

の
軽
減

手
数
料

が
お
得

✓
書
類
管
理
の
手
間
が
削
減
！

✓
現
金
払
い
が
不
要

(印
紙
等
の
購
入
・
貼
付
も
不
要

)

✓
窓
口
申
請
よ
り
も
手
数
料

(検
査
登
録

)が
安
価
！

窓
口
申
請
：

2
,8

0
0
円

O
S
S
申
請
：

2
,2

0
0
円

（
新
車
新
規
登
録
の
場
合

)

行
政
書
士
の
皆
様
へ

国
土
交
通
省

O
S
S
申
請
・
詳
細
は
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら

自
動
車

O
S
S

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.o
ss

.m
li
t.

g
o

.jp

Ｓ
Ｓ

詳
し
く
は
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
お
問
合
せ
に
つ
い
て
】

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト

で
調
べ
る

O
S
S
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

0
5

0
-5

5
4

0
-2

0
0

0
受
付
時
間

 8
:3

0
～

17
:0

0
（
年
末
年
始
を
除
く
平
日
）

2
O

S
S
申
請
の
た
め
に
準
備
し
て
お
く
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

➢
パ
ソ
コ
ン
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
）
と

IC
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
が
必
要
で
す
。
顧
客
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
も
利
用
で
き
ま
す
。
ま
た
、
書
類
を
読
み
込
む
ス
キ
ャ
ナ
が
必
要
な
場
合
も
あ
り

ま
す
。

１
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
利
用
で
き
ま
す
か
？

➢
主
に
、
新
車
購
入
時
の
「
新
規
登
録
」
、
住
所
や
氏
名
変
更
時
の
「
変
更
登
録
」
、
名

義
変
更
時
の
「
移
転
登
録
」
、
廃
車
時
の
「
抹
消
登
録
」
、
車
検
時
の
「
継
続
検
査
」
が

可
能
で
す
。

記
録
等
事
務
代
行
者
と
は
？

記
録
事
務
代
行
ポ
ー
タ
ル

➢
記
録
等
事
務
代
行
者
と
は
、
車
検
証
へ
の
記
録
等
に
関
す
る
事
務
を
国
土

交
通
大
臣
か
ら
一
定
の
要
件
を
備
え
る
者
と
し
て
の
委
託
を
受
け
た
者
で
す
。

➢
委
託
を
受
け
る
と
、
変
更
登
録
等
や
継
続
検
査
に
か
か
る
車
検
証
情
報
の

書
き
換
え
を
行
政
書
士
事
務
所
等
に
お
い
て
実
施
で
き
る
た
め
、
運
輸
支

局
等
へ
の
来
訪
が
不
要
と
な
り
ま
す
。

4
記
録
等
事
務
代
行
者
に
な
り
た
い
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
で
す

か
？

➢
記
録
等
事
務
代
行
者
に
な
る
に
は
運
輸
支
局
長
等
の
承
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
運
輸
支
局
等
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

3
O

S
S
申
請
を
ま
と
め
て
申
請
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

➢
可
能
で
す
。
一
括
利
用
者
シ
ス
テ
ム
（
大
量
申
請
者
向
け
の
申
請
補
助
シ
ス
テ
ム
）

を
活
用
す
る
こ
と
で
、
効
率
的
に
申
請
が
で
き
ま
す
。

2
0
2
3
.8
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自
動
車
保
有
関
係
の
手
続
き
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
一
括
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す

※
１

:中
古
車
新
規
登
録
（
一
時
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
を
再
度
利
用
す
る
と
き
に
必
要
と
な
る
手
続
）
や
移
転
登
録
（
売
買
に
よ
っ
て
名
義

変
更
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
に
行
う
手
続
き
）
な
ど

※
２

:手
続
き
完
了
後
、
原
則
、
車
検
証
や
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
等
の
受
取
り
に
運
輸
支
局
等
へ
出
向
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
申
請
に
必
要
な
書
類
を

運
輸
支
局
等
へ
持
ち
込
ん
で
頂
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
（

O
S
S
）
と
は

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

が
便
利
！

都
道
府
県
税
事
務
所

（
税
申
告
）

警
察
署

（
保
管
場
所
）

運
輸
支
局
等

（
検
査
登
録
）

行
政
機
関

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス

シ
ス
テ
ム

申
請
者

①
電
子
申
請
＆
電
子
納
付

②
申
請
デ
ー
タ
管
理

③
 車
検
証
等

 交
付

※
2

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス

申
請
者

窓
口
で
申
請

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
で
申
請

申
請
・
納
付
手
続
の
た
め
、

各
機
関
を
訪
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す

都
道
府
県
税

事
務
所

（
税
申
告
）

運
輸
支
局
等

（
検
査
登
録
）

警
察
署

（
保
管
場
所
）

Ｓ
Ｓ

中
古
車
の
手
続
き
※

1 は
、

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
便
利
で
す
！

中
古
車
販
売
店
の
皆
様
へ

申
請
代
理
人
が
効
率
的
に
申
請
で
き
ま
す
！

（
行
政
書
士
）

O
S
S
の
メ
リ
ッ
ト

書
類
管
理
の
手
間
が
削
減
さ
れ
ま
す
。

国
土
交
通
省

O
S
S
申
請
・
詳
細
は
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら

自
動
車

O
S
S

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.o
ss

.m
li
t.

g
o

.jp

・
申
請
・
納
付
で
訪
れ
る
必
要
な
し

・
い
つ
で
も
申
請
が
可
能
。

Ｓ
Ｓ

詳
し
く
は
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
お
問
合
せ
に
つ
い
て
】

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト

で
調
べ
る

O
S
S
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

0
5

0
-5

5
4

0
-2

0
0

0
受
付
時
間

 8
:3

0
～

17
:0

0
（
年
末
年
始
を
除
く
平
日
）

※
 申
請
（
検
査
登
録
、
保
管
場
所
証
明
申
請
等
）

 、
納
付
（
検
査
登
録
手
数
料
、
保
管
場
所
証
明
申
請
手
数
料
、

自
動
車
税
（
種
別
割
・
環
境
性
能
割
）
、
自
動
車
重
量
税
等
）

２

O
S
S
で
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
利
用
で
き
ま
す
か
？

➢
主
に
、
新
車
・
中
古
車
購
入
時
の
「
新
規
登
録
」
、
住
所
や
氏
名
変
更
時
の

「
変
更
登
録
」
、
名
義
変
更
時
の
「
移
転
登
録
」
、
廃
車
時
の
「
抹
消
登
録
」
、

車
検
時
の
「
継
続
検
査
」
が
可
能
で
す
。

よ
く
あ
る
問
合
せ

１ ３

O
S
S
の
対
象
車
種
は
？

➢
運
輸
支
局
等
の
取
扱
業
務
の
う
ち
、
小
型
二
輪
車
や
軽
二
輪
車
を
除
き
ま

す
（
そ
の
他
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は

 O
S
S
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
）
。

➢
な
お
、
軽
自
動
車
（
四
輪
、
三
輪
）
の
一
部
手
続
（
新
車
新
規
検
査
、
継

続
検
査
）
は
、
「
軽
自
動
車
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
」
が
利
用
で
き
ま
す
。

顧
客
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
あ
り
ま
す
か
？

➢
顧
客
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
申
請
す
れ
ば
、
印
鑑
証
明
書
の
必

要
が
な
く
、
ま
た
、
紙
の
委
任
状
の
取
り
扱
い
も
不
要
と
な
る
た
め
、
運
輸
支

局
へ
書
類
の
持
ち
込
み
が
な
く
な
り
ま
す
。

2
0
2
3
.8
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自
動
車
保
有
関
係
の
手
続
き
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す

※
１

:一
時
抹
消
登
録
、
永
久
抹
消
登
録
、
輸
出
抹
消
仮
登
録
、
一
時
抹
消
登
録
後
の
解
体
届
出
、
一
時
抹
消
登
録
後
の
輸
出
予
定
届
出

 等

※
２

:原
則
、
車
検
証
や
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
等
の
返
納
に
運
輸
支
局
等
へ
出
向
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
申
請
に
必
要
な
書
類
を
運
輸
支
局
等
へ
持

ち
込
ん
で
頂
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

が
便
利
！

都
道
府
県
税
事
務
所

（
税
申
告
）

運
輸
支
局

（
検
査
登
録
）

行
政
機
関

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス

シ
ス
テ
ム

申
請
者

①
電
子
申
請
＆
電
子
納
付

②
申
請
デ
ー
タ
管
理

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス

申
請
者

窓
口
で
申
請

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
で
申
請

申
請
・
納
付
手
続
の
た
め
、

各
機
関
を
訪
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す

運
輸
支
局

（
検
査
登
録
）

Ｓ
Ｓ

解
体
・
輸
出
に
関
わ
る
手
続

※
1 は
、

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
便
利
で
す
！

解
体
・
輸
出
業
者
の
皆
様
へ

申
請
代
理
人
が
効
率
的
に
申
請
で
き
ま
す
！

（
行
政
書
士
）

O
S
S
の
メ
リ
ッ
ト

書
類
管
理
の
手
間
が
削
減
さ
れ
ま
す
。

国
土
交
通
省

O
S
S
申
請
・
詳
細
は
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら

自
動
車

O
S
S

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.o
ss

.m
li
t.

g
o

.jp

都
道
府
県
税

事
務
所

（
税
申
告
）

③
 手
続
完
了
※
２

・
申
請
・
納
付
で
訪
れ
る
必
要
な
し

・
い
つ
で
も
申
請
が
可
能
。

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
（

O
S
S
）
と
は

Ｓ
Ｓ

３
O

S
S
の
対
象
車
種
は
？

➢
運
輸
支
局
等
の
取
扱
業
務
の
う
ち
、
小
型
二
輪
車
や
軽
二
輪
車
を
除
き
ま

す
（
そ
の
他
対
象
外
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は

 O
S
S
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
）
。

➢
な
お
、
軽
自
動
車
（
四
輪
、
三
輪
）
の
一
部
手
続
（
新
車
新
規
検
査
、

継
続
検
査
）
は
、
「
軽
自
動
車
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
」
が
利
用
で
き
ま
す
。

４
解
体
・
輸
出
に
関
わ
る

O
S
S
申
請
は
ど
こ
か
ら
申
請
で
き
ま
す
か
？

➢
O

S
S
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
が
、
一
部
の
一
括
利
用
シ
ス
テ

ム
（
大
量
申
請
者
向
け
の
申
請
補
助
シ
ス
テ
ム
）
が
連
携
し
て
お
り
、
当
該

シ
ス
テ
ム
か
ら
申
請
で
き
ま
す
。

O
S
S
に
つ
い
て
詳
し
く
は

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

【
お
問
合
せ
に
つ
い
て
】

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト

で
調
べ
る

O
S
S
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

0
5

0
-5

5
4

0
-2

0
0

0
受
付
時
間

 8
:3

0
～

17
:0

0
（
年
末
年
始
を
除
く
平
日
）

よ
く
あ
る
お
問
合
せ

自
動
車
保
有
関
係
手
続
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
（

O
S
S
）
と
は

１

➢
自
動
車
を
保
有
す
る
た
め
に
は
複
数
の
行
政
機
関
に
対
し
て
多
く
の
手
続
き
※

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

➢
こ
れ
ら
の
手
続
き
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
、
一
括
し
て
行
う
こ
と
が
可
能
と
し
た

サ
ー
ビ
ス
で
す
。

解
体
等
届
出
の
ほ
か
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
利
用
で
き
ま
す
か
？

２

➢
主
に
、
車
両
購
入
時
の
「
新
規
登
録
」
、
住
所
や
氏
名
変
更
時
の
「
変
更
登

録
」
、
名
義
変
更
時
の
「
移
転
登
録
」
、
廃
車
時
の
「
抹
消
登
録
」
、
車
検
時

の
「
継
続
検
査
」
が
可
能
で
す
。

※
 申
請
（
検
査
登
録
、
保
管
場
所
証
明
申
請
等
）

 、
納
付
（
検
査
登
録
手
数
料
、
保
管
場
所
証
明
申
請
手
数
料
、

自
動
車
税
（
種
別
割
・
環
境
性
能
割
）
、
自
動
車
重
量
税
等
）

2
0
2
3
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回答

1

2

3

4

5

自動車特定整備事業者は、特定整備をしたときは、請求により、特定整
備記録簿の写しを当該自動車の使用者に交付しなければならない。

整　備　事　業　関　係

　次の各々に掲げる事項について、適切なものには「○」を、適切でないものには「×」とし
て考えてみて下さい。

設　　　問

新規検査の際、自動車に指定部品が固定的取付方法により装着されて
おり、当該自動車の長さが登録識別情報等通知書に記載された長さと
比較して３ｃｍ長くなっていたが、当該指定部品が装着された状態で自動
車検査員は保安基準適合証に保安基準に適合する旨の証明を行った。

指定自動車整備事業者において保安基準適合証を交付しようとする自
動車の点検・整備において、他の自動車特定整備事業者に電子制御装
置整備の全部を外注することはできない。

自動車検査員は、当該検査に係る自動車の整備作業に直接従事しては
ならないが、点検と併せて行うことが合理的である油脂液類の補充及び
交換の作業は実施しても差し支えない。

貨物の運送の用に供する小型自動車で、最大積載量が１トンであり、か
つ、当該自動車に係る登録識別情報等通知書の車体の形状の欄に
「キャブオーバ」と記載されているものは、有効な保安基準適合証の提出
をもって、道路運送車両法第7条に規定する国土交通大臣に対する自動
車の提示を省略することができる。
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解答

1 ×

2 ○

3 ×

4 ×

5 ×

この場合、車体の形状がバンではないため提示を省略すること
ができせん。

【道路運送車両法第７条第３項第３号、道路運送車両法施行規
則第２条の３】

請求の有無に関わらず、使用者に交付しなければなりません。

【道路運送車両法第９１条第２項】

油脂液類の補充は認められますが、交換作業は認められませ
ん。

【自動車整備事業の取扱い及び指導要領について　別紙３の
２、２（５）】

指定自動車整備事業者が保安基準適合証を交付するときは、
指定自動車整備事業規則第６条第１項各号に掲げる点検の結
果、必要となった整備を実施する必要があるため、電子制御装
置整備を全部外注することはできません。

【道路運送車両法第９４条の５、電子制御装置整備に係る構内
外注及び外注の取扱要領について２（１）】

整　備　事　業　関　係

設問に対する解説
この場合、登録識別情報等通知書に記載された構造等に関す
る事項と同一でなければ、保安基準に適合する旨の証明をして
はいけません。

【道路運送車両法第９４条の５第５項】
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回答

1

2

3

4

5

普通乗用自動車に備える前部霧灯の個数について、４個備えられていた
が、同時に３個以上点灯しないように取付けられていたので、保安基準
適合と判断した。

検　査　業　務　関　係

　次の各々に掲げる事項について、適切なものには「○」を、適切でないものには「×」とし
て考えてみて下さい。なお、特にことわりのない限り自動車の製作年月日は令和６年１月１
日とします。

設　　　問

最低地上高を測定する場合、測定する自動車は審査時車両状態とす
る。

小型乗用自動車に備える後部反射器の取付け高さを測定したところ、そ
の反射部の下縁の高さが地上２００ｍｍであったので、保安基準適合と
判断した。

車両総重量４，０００ｋｇの貨物自動車（バン型）に補助制動灯が備えられ
ていなかったので、保安基準不適合と判断した。

専ら砂利、土砂の運搬に用いる小型貨物自動車の荷台（傾斜するものに
限る。）であって、当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積（０．１㎥
未満は切り捨てるものとする。）で除した数値が１．２ｔ／㎥であったので、
保安基準不適合と判断した。
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解答

1 ×

2 ×

3 ○

4 ×

5 ○

小型貨物自動車にあっては １．３ｔ／ｍ3未満のものは基準に適
合しません。

【審査事務規程７－５２－１（１）②】

前部霧灯は同時に 3 個以上点灯しないように取付けられていな
ければなりません。

【審査事務規程７－７０－３（１）①】

貨物の運送の用に供する自動車（バン型に限る）の場合、車両
総重量が３．５ｔ以下のものは備えなければなりません。

【審査事務規程７－８９－１（２）】

この場合、反射部の下縁の高さは地上２５０ｍｍ以上でなけれ
ばなりません。

【審査事務規程７－８５－３（１）①】

検　査　業　務　関　係

設問に対する解説
この場合、測定する自動車は空車状態でなければなりません。

【審査事務規程７－３－１②ア（ア）】
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令和 5年 8月 25 日 

独立行政法人自動車技術総合機構 

 

審査事務規程の一部改正について（第 51次改正） 

 

１．改正概要 

（１）自動車の検査等関係 

① 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等

の一部改正に伴う改正 

○ 歩行者保護に係る協定規則へARHSS（Adjustable Ride Height Suspension System）

を備えた自動車に対する基準及び試験方法が追加されたことに伴い、審査方法等を

規定します。［7-33］ 

○ 乗車定員 10 人の乗用車に適用する運転者の視野に係る基準を変更します。［6-41、

7-41、8-41］ 

○ 乗車定員 10 人未満の乗用車及び車両総重量 3.5t 以下の貨物車には、運転者から

の死角となる当該自動車の直前及び側面に近接する歩行者や障害物を確認できるよ

う、ミラー、カメラ又は検知装置を備えなければならないものとして、審査方法等

を規定します。［7-107、8-107］ 

② OBD 検査に係る取扱い等の新設 

OBD 検査（※）の対象となる自動車及び審査方法等を規定します。［4-10、9-15 等］ 

※目視により判断できない電子制御装置の故障等に対応するため、検査用スキャンツールを用いて車

載式故障診断装置の診断結果を読み出し、特定の情報等の記録状況を検査すること。 

③ その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

（２）自動車の型式の指定等関係 

今回は該当なし 

 

２．関係する省令等 

・道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令（令和5年6月 5日国土交通省令第45号） 

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（令和 2 年 8 月 5 日国

土交通省告示第 788 号、令和 5年 6月 5日国土交通省告示第 572 号） 

・道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定

める告示の一部を改正する告示（令和 2 年 8 月 5 日国土交通省告示第 788 号、令和 5 年 1

月 4 日国土交通省告示第 1号、令和 5年 6月 5日国土交通省告示第 572 号） 

 

３．施行日 

令和 5年 9月 1日 
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令和 5年 9月 22日 

独立行政法人自動車技術総合機構 

 

審査事務規程の一部改正について（第 52次改正） 

 

１．改正概要 

（１）自動車の検査等関係 

① 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14年国土交通省告示第 619号）等

の一部改正に伴う改正 

○ 自動車の長さ、幅及び高さを測定する際にその対象から除外する項目として、前

面及び後面の周辺監視装置を追加します。 

○ 自動車の外側に突出する周辺監視装置について、突出量の測定方法を規定します。 

 

（２）自動車の型式の指定等関係 

今回は該当なし 

 

２．関係する省令等 

・道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令（令和 5年 9月 22日国土交通省令第 714号） 

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（令和 5年 9月 22日国土交通省告示第

969号） 

・道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部

を改正する告示（令和 5年 9月 22日国土交通省告示第 969号） 

 

３．施行日 

令和 5年 9月 22日 
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令和 5年 11 月 30 日 

独立行政法人自動車技術総合機構 

 

審査事務規程の一部改正について（第 54次改正） 

 

１．改正概要 

（１）自動車の検査等関係 

① 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等

の一部改正に伴う改正 

○ 空気入りゴムタイヤに係る協定規則へ摩耗状態でのウエット路面上の摩擦力に係

る基準が追加されたことに伴い、審査方法等を規定します。［6-11］ 

○ 高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204 号）体系下で行われる容器検査等（容器検

査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査をいう。）と同等の安全性の担保が可

能となる技術基準等が規定されたことに伴い、審査方法等を規定します。［4-25、6-25、

7-25、8-25、様式 16］ 

○ 二輪自動車へ後面衝突警告表示灯を備えることができることに伴う改正を行いま

す。［7-95、8-95］ 

○ 細目告示別添 129「後方視界看視装置の技術基準」及び細目告示別添 130「後方視

界看視装置取付装置等の技術基準」が規定されたことに伴い、当該装置の審査方法

等を規定します。［6-108、7-108、8-108、別添 2］ 

② その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

（２）自動車の型式の指定等関係 

今回は該当なし 

 

２．関係する省令等 

・道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令（令和 5年 9月 22 日国土交通省令第 74 号） 

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和 5年 9月 22 日国土交通省告示

第 969 号、令和 5年 10 月 20 日国土交通省告示第 1048 号） 

 

３．施行日 

令和 5年 12 月 21 日 
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 令和 6年 3月 28 日 

独立行政法人自動車技術総合機構 

 

審査事務規程の一部改正について（第 56 次改正） 

 

１．改正概要 

（１）自動車の検査等関係 

① 道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安基準

の細目を定める告示（平成 14年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正に伴う改正 

○ ガソリン又はLPGを燃料とする特殊自動車であって定格出力が19kW以上560kW未

満である原動機を備えるものの排出ガス試験サイクルとして、過渡試験サイクル

（LSI-NRTC）及び定常試験サイクル（7M-RMC）に係る基準が追加され、排出ガス規

制値が強化されたことに伴い、審査方法等を規定します。［7-58、9-6］ 

○ ガソリン又はLPGを燃料とする特殊自動車であって定格出力が19kW以上560kW未

満である原動機を備えるものについて、ブローバイ・ガス還元装置（原動機の燃焼

室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。）の備え付けが規定さ

れたことに伴い、審査方法等を規定します。［7-60、8-60］ 

○ 自動車には、車両後退通報装置を備えなければならないものとして、対象とする

自動車及び審査方法を規定します。［6-105 の 2、7-105 の 2、8-105 の 2］ 

② 新車の指定自動車等について、第 7 章の規定によらず第 6 章の規定のみで審査ができ

るよう構成を見直します。［6-14、6-35、6-37、6-38、6-41、6-99、6-100、6-106、6-107、

6-109、6-110、6-114、6-115］ 

③ その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

（２）自動車の型式の指定等関係 

今回は該当なし 

 

２．関係する省令等 

・道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令（令和 5年 1月 4日国土交通省令第 1号） 

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和 2 年 12 月 25

日国土交通省告示第 1577 号、令和 5年 1月 4日国土交通省告示第 1 号、令和 6年 1月 5 日

国土交通省告示第 2号） 

 

３．施行日 

令和 6年 4月 1日 
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令和 6年 6月 27 日 

独立行政法人自動車技術総合機構 

審査事務規程の一部改正について（第 57次改正） 

 

１．改正概要 

（１）自動車の検査等関係 

① 電動パーキングブレーキ搭載車が増加していることに伴い、ブレーキテスタを用いた

制動装置検査（駐車ブレーキ計測）について、ブレーキテスタのローラ上で駐車ブレー

キを備える車軸の全ての車輪がロックし、それ以上の制動力を計測することが困難な場

合には、その状態で必要な制動力の総和を有しているものとみなすこととします。 

［9-3］ 

② 平成 10 年 9 月 1 日以降に製作された自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速

度 35km/h 未満の大型特殊自動車、最高速度 20km/h 未満の自動車及び被牽引自動車を除

く。）については、ヘッドライトテスタを用いた前照灯検査においてロービームを計測し、

夜間に前方 40m の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有することや照射光線

が他の交通を妨げないことを検査しているところですが、カットオフラインが確認でき

ない自動車などに対応するための計測方法を変更し、対象車及び判定エリアを追加しま

す。また、規定全体の構成を見直します。 

［9-8］ 

 

（２）自動車の型式の指定等関係 

今回は該当なし 

 

 

２．関係する省令等 

今回は該当なし 

 

 

３．施行日 

令和 6年 8月 1日 
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自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会からのお知らせ
令和6年6月

平成10年9月1日以降に製作された自動車※1  につい
ては、ヘッドライトテスタを用いた前照灯検査において
ロービームを計測しているところですが、カットオフラ
インが確認できない自動車などに対応するために、令和
6年8月1日から、最高光度点の位置によるロービーム計
測方法を見直します。

※1：二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、
最高速度20km/h未満の自動車及び被牽引自動車を除きます。

１．対象となる自動車
・カットオフラインが確認できないすれ違い用前照灯（レンズの

表面にくもりがないものに限る。）を備える自動車
・指定自動車等以外の自動車

２．計測値の判定
・最高光度点の位置 ：次のいずれかの範囲内にあること
・最高光度点における光度：1灯につき6,400cd以上であること

※照明部中心高さ1m超えの場合は、
20mmを70mmに、150mmを200mmに読み替える。

又は

カットオフラインが確認できない自動車
などのロービーム計測について

最高光度点の位置によるロービーム計測方法

(注) 指定自動車等以外の自動車は「エルボー点の位置による計測」又は
「最高光度点の位置による計測」のいずれかでロービームを計測します。
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国土交通省・自動車技術総合機構・軽自動車検査協会からのお知らせ
令和6年5月

ヘッドライトテスタを用いた
前照灯検査（ロービーム計測）の
全国移行期限を延期します

平成10年9月1日以降に製作された自動車（二輪車、

側車付二輪車、大型特殊自動車及びトレーラを除く）のヘッドライ
トの検査は、令和6年8月1日以降、全車ロービーム
計測に移行する予定でしたが、周知期間中にいただ
いた様々なご意見を踏まえ、全国的に移行する期限
を「令和8年8月1日」に延期します。

過渡期においては、円滑な移行に向けた取り組み
を実施し、準備・調整が整い次第、地域ごとに全車
ロービーム計測に移行してまいりますので、ご理解
とご協力のほどよろしくお願いいたします。

※ 裏面もご確認ください。

【ロービーム検査の必要性について】
夜間走行しているとき、対向車やバックミラーに映るヘッドライトがまぶしく

感じることはありませんか？また、暗くて不安を感じることはありませんか？
ヘッドライトの照射光線は走行時の振動等によりズレていくものですので、適

切に点検・整備・調整をして性能を維持し続けないと、その照射光線が他の交通
を妨げてしまったり、自己の運転に支障をきたすことになります。

このため、車検制度において定期的に検査することとしています。

対向車のまぶしいヘッドライト バックミラーに映るまぶしいヘッドライト
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ロービームの光度及び向きの

適切な整備・調整のお願い
自動車のヘッドライトは樹脂製が主流です。ロービー

ム計測で基準不適合となる自動車は、①レンズ面のくも
り②内部リフレクタの劣化③前照灯ユニットと相性の悪
いバルブに交換した等により、光度が不足した状態や配
光が崩れた状態のまま受検しているものがほとんどです。

ロービーム計測対象車については、ロービームの光度
及び向きが基準に適合するよう、適切な整備・調整をお
願いします。

◎レベリング装置の位置を標準状態に戻してから調整開始！
◎照射光線は合格エリアの端部ではなく中央に合わせる！

正常な光度と配光 光度不足かつ崩れた配光

内部リフレクタの劣化レンズ面のくもり 相性の悪いバルブに交換

これらは適切な整備・調整が必要です！
整備・調整には費用がかかります。料金は自動車整備工場等にご確認ください。

- 209 -



Copyright © National Agency for Automobile and Land Transport TechnologyCopyright© National Agency for Automobile and Land Transport Technology

OBD検査の概要

独立行政法人自動車技術総合機構

四国検査部

Copyright © National Agency for Automobile and Land Transport Technology 1

1．OBD検査とは

OBD検査とは、従来の自動車の検査では発見できなかった電子制御装置の故障に対応する電子的な検査です。現在
の自動車の検査では検出できない不具合をシステムを利用して検査することができます。

車両に搭載された電子制御装置の状態を監視して故障を記録するOBD（車載式故障診断装置）とスキャンツールを
接続することで、車両に記録されたDTC（故障コード）を読み取り合否判定を行います。

OBD検査の対象となる車両は、国産車は令和3年10月1日以降の新型車、輸入車は令和4年10月1日以降の新型車で
す。 ※ただし、大型特殊自動車、被牽引自動車、二輪自動車は除きます。

自動車の検査に電子制御装置の検査を導入するPoint

車載式故障診断装置（OBD）を活用した自動車検査手法

OBD検査車載式故障診断装置（OBD） 検査用スキャンツール

電子装置の状態を監視
し、故障を記録する。

OBDに記録された
DTC（故障コード）を
読み取る。

接続

対象車両
・国産車：令和3年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）

・輸入車：令和4年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）
※1 保安基準に規定があるものに限る。

①運転支援装置 ※1

アンチロックブレーキシステム（ABS）、横滑り防止装置
（ESC）、ブレーキアシスト、自動ブレーキ、車両接近通報

②自動運転機能 ※1

自動車線維持、自動駐車、自動車線変更など

③排ガス関係装置

検査用スキャンツールで読み取っ
たDTCに特定DTC（※2）が含まれる
場合、不適合と判定する。
※2  特定DTCとは、保安基準に不適合とな

る故障コードです。

- 210 -



Copyright © National Agency for Automobile and Land Transport Technology

令和5年 令和6年 令和7年
4月 10月 4月 10月 4月 10月

指定工場
認証工場

OBD
検査業務

2

2．OBD検査導入スケジュールの紹介
OBD検査の導入スケジュールは以下のとおりです。

令和5年4月～ OBD検査システムへの登録開始

プレ運用 本格運用

登録

令和6年10月～ OBD検査本格運用

令和7年10月～ OBD検査本格運用

輸入車の場合

令和5年10月～ OBD検査プレ運用

国産車の場合

※プレ運用ではOBD検査の合否判定は必須ではありませんが、本格運用に向けて、この期間に操作習熟をお願いします。
本格運用開始以降では合否判定が必須となります。

輸入車

Copyright © National Agency for Automobile and Land Transport Technology 3

3．OBD検査対象の車両について
以下の車両がOBD検査の対象になります（ただし、大型特殊自動車、被牽引自動車、二輪自動車を除く）。

国産車：令和3年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）
輸入車：令和4年10月1日以降の新型車（フルモデルチェンジ車）

OBD検査対象車の車検証および電子車検証の備考欄には、「OBD検査対象車」（電子車検証の場合は「OBD検査
対象」）などの記載があります。ただし、OBD検査の対象と記載がある車両でも、OBD検査が不要となる場合が
あります。
※OBD検査の要否は、特定DTC照会アプリやOBD検査結果参照システムで確認することができます。

車検証 電子車検証

OBD検査対象車かどうかを
車検証や電子車検証で確認

Point

OBD検査対象
備考
OBD検査対象OBD検査対象車

備考
OBD検査対象車

以下の場合、OBD検査対象車であってもOBD検査不要と判定されます。
• 検査日が令和6年9月30日以前（輸入車は令和7年9月30日以前）である
• 検査日が型式指定年月日から２年を経過していない
• 検査日が初度登録年月または初度検査年月の前月の末日から起算して

10ヶ月を経過していない- 211 -
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OBD検査対象装置

■かじ取り装置
（UN R79の「高度運転者支援ステアリングシステム」に係る部分に限る。）

■制動装置のうち
「走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を

有効に防止することができる装置」

■制動装置のうち
「走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り又は転覆を

有効に防止することができる装置」

■制動装置のうち
「緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置」

■衝突被害軽減制動装置

■排出ガス発散防止装置

■車両接近通報装置

■自動運行装置
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4．OBD検査システムの紹介

OBD検査に関連する業務として、以下があります。

OBD検査システムは３つのシステム・アプリで構成されるPoint

OBD検査を実施する事業場や利用者の登録・管理（検査実施前に行う業務）
OBD検査の実施
OBD検査結果の確認

これらの業務は、OBD検査業務のために開発されたOBD検査システムを利用して行います。OBD検査システムは、
インターネットを経由してOBD検査用サーバーに接続して利用することができます。
OBD検査システムは、以下のシステムとアプリで構成されています。

OBD検査システムの利用申請や利用者を登録・管理するための
システムです。

車両がOBD検査の対象であるか確認を行い、車両と通信して
OBD検査の合否を判定するためのアプリケーションです。

OBD検査の結果を確認して出力したり、OBD検査の対象であるかどうかを
車両情報から確認するためのシステムです。

O
B
D
検
査
シ
ス
テ
ム

利用者管理システム

特定DTC照会アプリ

OBD検査結果参照システム
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5．マニュアルの紹介

OBD検査で利用するアプリおよび各システムの操作を説明した、以下のマニュアルを用意しています。
操作に困ったときなどにマニュアルを参照してください。

OBD検査ポータルよりOBD検査業務実施時に参照
するマニュアルをダウンロードできる

Point

OBD検査業務開始前の事前準備の際の事業場や利用者（工員または検
査員）、OBD検査業務開始後の事業場や利用者（工員または検査員）
の管理について説明しています。

利用者管理システム操作マニュアル

車両のOBD検査の要否確認、OBD検査の実施手順、OBD検査結果
の確認について説明しています。

特定DTC照会アプリ操作マニュアル

OBD検査の前後に検査結果を確認したり、問い合わせに応じてOBD検査
の対象型式かどうかを確認する操作について説明しています。

OBD検査結果参照システム操作マニュアル

マニュアルは、OBD検査ポータルよりダウンロードができます。または、各システムにログイン後、
「FAQ（よくあるご質問）」より確認できます。

Copyright © National Agency for Automobile and Land Transport Technology

令和5年 令和6年 令和7年
4月 10月 4月 10月 4月 10月

指定工場／認証工場

OBD
検査業務

7

6．OBD検査の開始にあたり準備するもの

事前にインターネット環境や各種機器、クライアント証明書、特定DTC照会アプリの準備が必要Point

※検査用スキャンツールは、OBD検査に対応した機器を使用する必要があります。
対象機器の詳細については、日本自動車機械工具協会のホームページを参照のうえ各自ご準備ください。

通信環境および検査で使用するPCまたはタブレット、検査用スキャンツールなどの機器を準備する必要があります。
PCまたはタブレット、検査用スキャンツールには、クライアント証明書をインストールする必要があります。また、検査用ス
キャンツールには、特定DTC照会アプリをインストールする必要があります。OBD検査の導入スケジュールに合わせて、ご準備ください。

環境・機器の準備

インターネット環境 PC
検査用スキャンツール※

車検証読み取り用
手入力も可能なため、必要に応じて準備

二次元コードリーダ ICタグリーダ利用者管理システム／OBD検査
結果参照システムで必要なもの

特定DTC照会アプリで必要なもの

Windows 10以上

プレ運用 本格運用

登録

令和5年10月～

Windowsがインストール
されたPCまたはタブレットVCI

インターネット
環境

※1：1台の端末で特定DTC照会アプリ／利用者管理システム／OBD検査結果参照システムを使用することもできます。

※1

※1

令和5年4月～

輸入車
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7．OBD検査の事前準備、業務の流れ

OBD検査の事前準備は、利用者管理システムを利用して行います。

OBD検査の事前準備の流れ

OBD検査は、特定DTC照会アプリを利用して行います。

普段の業務（OBD検査）の流れ

申請結果が
メールで
後日届く 検査用スキャン

ツール（端末）

事業場
登録

クライアント
証明書

インストール

ログイン/
利用者
登録

アプリ
ダウンロード

アプリ
インストール

車両入庫

特定DTC
照会アプリ
起動

車両受付 検査要否
確認

検査実施 検査結果
確認

車両情報を
入力

OBD検査が
必要か確認

インターネット
経由で自動検査

検査終了

帳票印刷

OBD検査の事前準備⇒OBD検査の実施Point

検査結果
確認

OBD検査結果参照システムを利用して、OBD検査結果を確認します。
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8．OBD検査の実施概要

DTC（故障コード）を
OBD検査用サーバーに
送る。

検査結果（合否）
が送られる。

車両 検査用スキャンツール

ECUから検査用スキャンツールを
経由してDTC（故障コード）を読
み取る。

OBD検査用サーバー

検査用スキャンツールで読み
取ったDTC（故障コード）をも
とに、合否を自動判定する。

自動車に検査用スキャ
ンツールを接続する。

検査員が特定DTC照会アプリで検査結果を確認する。

OBD検査は、車両に検査用スキャンツールを接続し、特定DTC照会アプリを利用して行います。車両から読み出し
たDTC（故障コード）を特定DTC照会アプリからOBD検査用サーバーに送り、OBD検査用サーバーが合否を自動
判定します。その後、検査結果を特定DTC照会アプリで確認します。

特定DTC照会アプリを
インストールした端末

VCI

DTC（故障コード）を読み取り、
サーバーで判定した結果を確認する

Point

特定DTC照会アプリ
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OBD検査における注意点

• OBDコネクタに外部出力器等の機器類が装着されている場合、OBD検査の結
果に影響がある場合があるので、それらを取り外し何も取り付けられていない
状態で検査用スキャンツールを接続して下さい。

OBDコネクタ
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9．ポータルの紹介

OBD検査に関する情報発信、学習支援メニューとして、「OBD検査ポータル」を設置しています。
OBD検査ポータルでは、OBD検査システムへのログイン、マニュアルの確認、動画による自主学習、お知らせの
確認、チャットボットでの問い合わせができます。また、検査用スキャンツールに関する情報が掲載されています
ので、検査用スキャンツールに関するお問い合わせがあった際も情報を確認することができます。

OBD検査システムへのログインやOBD検査に関する情報の閲覧ができるPoint

https://www.obd.naltec.go.jp

動画による自主学習OBD検査システムへ
ログイン

お知らせ確認

チャットボットによる
問い合わせ

OBD検査で使用する機器の紹介
（日本自動車機械工具協会HP：

https://www.jasea.org）

マニュアルの確認

OBD検査ポータル
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OBD検査ポータル

https://www.obd.naltec.go.jp/

OBD検査ポータル（各種マニュアル）

https://www.obd.naltec.go.jp/mainte/manual/#download-link

OBD検査ポータル（よくある質問（FAQ））

https://www.obd.naltec.go.jp/faq/

OBD検査ポータル（システム利用申請・インストール）

https://www.obd.naltec.go.jp/mainte/beginner/#apply-for-system-use

参考：OBD検査ポータルへのQRコード

Copyright © National Agency for Automobile and Land Transport Technology 13

お問い合わせ先

本システムについてのお問い合わせ先は以下になります。

電話番号：0570-022-574
対応時間：9時00分～17時00分（12月29日から1月3日を除き、年中無休）

お問い合わせ先：OBD検査コールセンター
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■OBD検査の対象車を受検する場合は、 運転者席下部などにあるデータリンクコネクタに
は何も取り付けられておらず、検査用スキャンツールを接続できる状態で受検してくだ
さい。
また、必要に応じ、データリンクコネクタ附近のカバー類の取外しにご協力ください。

受検者のみなさまへのお知らせとお願い

データリンクコネクタ
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装置の種類 事例
排出ガス関係装置
（排出ガス発散防止装置）

・OBD検査対象装置の車載式故障診断装置が正常に機能するために十分な電圧
が確保されていないもの

・警告灯を点灯させるための信号（MIL信号）が出力されているもの

・1つもレディネスコード（故障診断の前提条件が成立していることを示す
コード）が記録されていないもの

・当該装置に係る特定DTC（OBD検査対象装置が細目告示第一節に規定する基
準に適合しなくなると識別できるコード）が1つ以上記録されているもの

・上記項目に該当するかどうかの判定に必要な情報がOBD検査対象装置の車載
式故障診断装置から読み出せないもの

安全関係装置
（排出ガス発散防止装置以
外の装置）

・当該装置に係る特定DTCが1つ以上記録されているもの

■OBD検査対象装置の車載式故障診断装置に記録されている情報を読み出した結果、事
例欄に該当する場合は、保安基準不適合となります。

【参考】OBD検査の基準は？
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自 動 車 技 術 総 合 機 構 か ら の お 知 ら せ 

～秩序維持のための遵守事項について～ 

自動車機構の敷地等において、秩序を維持する観点から、受検者等の方は次の事項を遵守してください。 

遵守しない場合は、必要に応じて、公務執行妨害行為や不退去罪等として警察へ通報するなどの、厳正な措置を

行います。 

 

  

① 検査担当者等に対し、暴力、暴言、脅迫、威迫、不当な要求等の行為をしないこと。 

② 検査担当者等に対し、合格、説明及び検査の強要をしないこと。 

③ 検査機器、検査設備等を損傷させ又は破壊しないこと。 

④ 敷地等において、座り込み、立ちふさがり又は自動車並びに物品の放置その他の迷惑行為をしないこと。 

⑤ 受検車両の運転者（1 名に限る。）以外の者は、検査担当者等の許可なく検査コースに立ち入らないこと。 

⑥ 敷地等において、検査担当者等の許可なく自動車を 4km/h を超える速度で運行しないこと。 

また、急発進や急停止をしないこと。 

⑦ 検査担当者等の許可なく敷地等において、指示された経路以外で自動車を運行しないこと。 

⑧ 検査担当者等の許可なく受検車両以外の自動車を検査コースに入場させないこと。 

⑨ 敷地等において、自動車の整備等をしないこと。 

⑩ 検査担当者の許可なく検査機器、検査設備等を使用しないこと。 

⑪ 凶器、爆発物等の危険物（自動車の燃料タンク内にある燃料を除く。）、旗、のぼり、プラカード類を敷地等に持ち込ま

ないこと。 

⑫ 検査担当者の許可なく、拡声器等の放送設備を使用し、騒音を発しないこと。 

⑬ 現車審査中の検査担当者又は事前書面審査の窓口担当者に対して、検査担当者等の許可なく、自身が現に受検

又は届出している車両に関すること以外の内容について話しかけないこと。 

⑭ 相談等について、検査担当者等から場所や日時などを指定された場合にはその指示に従うこと。 

⑮ 他の受検車両の状態や他の受検者等の相談等に対し、干渉しないこと。 

⑯ 検査担当者の許可なく審査中又は敷地等に所在している間は、携帯電話及び受検車両の検査に関係ない電子機

器類は操作及び使用しないこと。 

⑰ 審査中又は敷地等に所在している間は、喫煙しないこと。 

⑱ 検査担当者の許可なく敷地等の撮影、録画又は録音をしないこと。 

⑲ 検査担当者等が審査業務を的確で厳正かつ公正に実施するために必要な事項について指示をした場合は従うこと。 

⑳ その他審査業務上又は敷地等の管理上の支障となる行為をしないこと。 
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自 動 車 技 術 総 合 機 構 か ら の お 知 ら せ 

～検査実施のための遵守事項について～ 

自動車機構の敷地等において、的確で厳正かつ公正な検査を実施する観点から、受検者等の方は次の事項の遵

守をお願いします。遵守しない場合は、審査を中断します。また、必要に応じて、警察へ通報するなどの厳正な措置を

行うことがあります。 

① 受検車両については次に掲げる状態とすること。 

ア 泥、雪等の付着がなく、装置等の確認ができる状態 

イ 汚れ等の付着がなく、車台番号及び原動機の型式の打刻等が確認できる状態 

ウ 排気管にプローブが挿入できる状態 

エ 荷台等に物品等が積載されていない状態 

オ 座席、座席ベルト、非常信号用具及び消火器等が確認できる状態 

カ 窓ガラスが取外されていない状態 

キ 全ての車輪のホイールキャップ又はセンターキャップを取外した状態 

ク 灯火器等に装着されているカバー等を取外した状態 

ケ 走行距離計は総走行距離（オドメータ）を表示した状態 

コ エンジンルーム内の審査を行う際には、原動機を停止し、ボンネット（フード）を開け又はキャビンを上げて支持棒等に

より保持した状態 

サ 窓ガラスの審査を行う際には、窓ガラスを閉じた状態 

シ 寸法及び重量を計測する場合にあっては、スペアタイヤ、予備部品、工具その他の携帯物品を取外した空車状態 

ス 脱着式スタンション型のセミトレーラにあっては、必要本数のスタンションを装着した状態 

セ 軽油を燃料とする自動車にあっては、アクセルペダルのストッパボルト又はアクセルワイヤの改造等により当該原動機

の最高回転数を一時的に低下させていない状態 

ソ 専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車であって積載物の飛散を防止するための装置を装着している場合には、次

に掲げる状態（審査事務規程7-6-1(1)④に定める安定性の審査を除く。） 

(ｱ) 積載物の飛散を防止するための装置を固定するための金具等を備えている場合には、固定させた状態 

(ｲ) 積載物の飛散を防止するための装置が電力によって作動し、かつ、任意の位置で停止させることができる場

合には、垂直位置又は垂直位置より荷台内側へ傾斜している位置で停止させた状態 

(ｳ) （ｱ）又は（ｲ）に該当しない積載物の飛散を防止するための装置にあっては、荷台内側方向に格納させた状

態 

タ OBD 検査対象車にあっては、当該自動車のデータリンクコネクタには何も取付けられておらず、検査用スキャンツー

ルを接続できる状態 

② 受検車両の検査コース又は審査場所について、検査担当者からの指示があった場合にはその指示に従うこと。 

③ 受検中は自動車検査票を保持すること。 

④ 検査担当者からの指示により、警音器、方向指示器等灯火器又は窓ふき器等を作動させること。 

また、指示がある場合以外はこれら装置を作動させないこと。 

⑤ 検査機器の表示器による表示又は検査担当者からの指示により、原動機の始動及び停止（ハイブリッド自動車、アイド

リングストップ機構付自動車にあっては整備モードへの移行等によるアイドリング状態の維持を含む。）を行うこと。 

⑥ 排気管に一酸化炭素・炭化水素測定器のプローブを入れたまま、原動機の始動又は原動機回転数の上昇を行わない
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こと。 

⑦ 受検車両の構造・装置に応じ検査機器の申告ボタンの操作を行うこと。 

⑧ 検査コース内における受検車両の移動、停止位置での停車を行うこと。 

⑨ 検査機器の表示器による表示又は検査担当者の指示に応じテスタ等への乗り入れ、脱出及び前照灯の点灯操作等

を行うこと。 

⑩ 記録器のある検査コースにおいては記録器による検査結果の記録を行うこと。 

⑪ 検査コースでの審査が終了又は中断したときは、個別の審査結果にかかわらず、その都度、総合判定室に立ち寄るこ

と。 

また、総合判定を受けたあとは自動車検査票を運輸支局等の窓口に提出すること。 

⑫ 検査担当者がエア・クリーナのカバーの取外しを指示した場合は、当該カバーを取外すこと。 

⑬ ３次元測定・画像取得装置を使用して画像の撮影及び諸元測定を行っている場合は、受検車両以外の写り込みを防

ぐため受検車両の近傍に近寄らないこと。 

⑭ 検査担当者からの指示により、牽引自動車と被牽引自動車を連結又は分離すること。 

⑮ ハイブリッド自動車、アイドリングストップ機構付自動車の場合、排気ガス検査の際には、整備モードへの移行等によりア

イドリング状態を維持すること。 

⑯ トラクションコントロール装置、横滑り防止装置、坂道発進補助装置等の装置を装着している場合、検査コースに進入

する前に当該装置の作動状態を確認するとともに、必要に応じその機能を解除すること。 

⑰ 検査担当者がデータリンクコネクタ附近のカバー類の取外しを指示した場合は、当該カバー類を取外すこと。 
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1.協会の業務等 

 

（１）業務内容 

1．軽自動車の検査事務 

2．検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務 

3．検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付の確認の事務 

4．検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損額賠償責任共済 

の契約の締結の確認の事務 

5．前各号の業務に付帯する業務 

6．前各号に掲げるもののほか、軽自動車検査協会の目的を達成するために必要な業務 

 

（２）事務所所在地等 

事務所 〒 所在地 ＴＥＬ 

香川主管事務所 769-0103 
高松市国分寺町福家甲１２５８番地１８ 

（国分寺流通センター内） 
050-3816-3122 

徳島事務所 771-1156 徳島市応神町応神産業団地１番地３ 050-3816-3123 

愛媛事務所 791-1112 松山市南高井町１８１４番地の２ 050-3816-3124 

高知事務所 781-0270 高知市長浜３１０６番地２ 050-3816-3125 

 

（３）業務受付時間 

窓口 午前８時４５分から１１時４５分まで、午後１時から４時まで 

検査 午前９時から１２時まで、午後１時から４時まで 

（土・日・祝日、１２／２９～１／３は休業） 

 

（４）ユーザー車検予約システム（平成２７年１月３０日～） 

○パソコン（インターネット）、スマートフォン、 

第３世代以降の機種による携帯電話（WEB）での検査予約 

https://www.kei-reserve.jp/ 

 

○固定電話での検査予約（音声案内に従って検査の予約を行います。） 

香川主管事務所  050-3818-8669 

徳島事務所    050-3818-8670   

愛媛事務所    050-3818-8671 

高知事務所    050-3818-8672 

     

※ インターネット予約、電話予約とも初回予約時に利用者情報の登録（アカウント登録）が 

必要です。 

第五章　軽自動車検査協会関係
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平成29年1⽉19⽇

お 知 ら せ

●「検査時における⾞両状態」とは次に掲げる全ての要件を満たすものをいいます。

異常等が⽣じている⾃動⾞については修理後に検査することを
明確にするため、「検査時における⾞両状態」として以下の事項
を規定しました。
平成２９年２⽉以降、これに該当しない受検⾞両については検

査を⾏わないよう規定いたしましたので、確実に修理をした後に
受検していただきますようよろしくお願いいたします。

１．空⾞状態（積載物がない状態）の⾃動⾞に運転者１名が乗⾞した状態であるこ
と。

２．原動機の作動中において、運転者が運転者席に着席した状態で容易に識別でき
る位置に備える次に掲げるテルテールの識別表⽰が継続して点灯⼜は点滅してい
ない状態であること。

３．原動機の作動中において運転者席の運転者に警告するブザー類が継続して吹鳴
していない状態であること。

４．受検⾞両に装着しているタイヤは応急⽤スペアタイヤでないこと。

 

①前⽅エアバック
 

②側⽅エアバック
 

③ブレーキ
 

④ＡＢＳ
 

⑤原動機

（例） （例）（例）（例）（例）
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受検者の皆様へ 

 

「受検者の秩序維持のための遵守事項」 

 

（1）受検者等は、敷地等における秩序を維持するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

① 暴力、暴言、脅迫、威迫、不当な要求等の行為をしないこと。 

② 検査担当者等に対し、合格、説明及び検査の強要をしないこと。 

③ 検査機器、検査設備、備品等を損傷させ又は破壊しないこと。 

④ 敷地等において、座り込み、立ちふさがり又は自動車並びに物品の放置その他の迷惑行為をしないこ

と。 

⑤ 受検車両の運転者（1 名に限る。）以外の者は、検査担当者等の許可なく検査コースに立ち入らないこ

と。 

⑥ 検査コース内において、検査担当者等の許可なく自動車を歩行速度を超える速度で運行しないこと。ま

た、急発進や急停止をしないこと。 

⑦ 検査担当者等の許可なく敷地等において、指示された経路以外で自動車を運行しないこと。 

⑧ 検査担当者等の許可なく受検車両以外の自動車を検査コースに入場させないこと。 

⑨ 敷地等において、自動車の整備等をしないこと。 

⑩ 検査担当者等の許可なく検査機器、検査設備、備品等を使用しないこと。 

⑪ 凶器、爆発物等の危険物（自動車の燃料タンク内にある燃料を除く。）、旗、のぼり、プラカード類を敷

地等に持ち込まないこと。 

⑫ 検査担当者等の許可なく、拡声器等の放送設備を使用し、騒音を発しないこと。 

⑬ 現車検査中の検査担当者又は書面確認中の検査担当者に対して、検査担当者等の許可なく、自身が現に

受検又は届出している車両に関すること以外の内容について話しかけないこと。 

⑭ 相談等について、検査担当者等から場所や日時などを指定された場合にはその指示に従うこと。 

⑮ 他の受検車両の状態や他の受検者等の相談等に対し、干渉しないこと。 

⑯ 検査担当者等の許可なく検査中又は検査コースに所在している間は、携帯電話及び受検車両の検査に

関係ない電子機器類は操作及び使用しないこと。 

⑰ 検査中又は敷地等の定められた場所以外では、喫煙しないこと。 

⑱ 検査担当者等が検査業務を公正かつ確実に実施するために必要な事項について指示をした場合は従う

こと。 

⑲ その他検査業務上又は敷地等の管理上の支障となる行為をしないこと。 

（2）何人も事務所等の長の許可なく敷地等の撮影、録画又は録音をしないこと。また、これらの撮影等の情

報をソーシャルメディア等に配信又は投稿しないこと。 

（3）受検者は、検査担当者が検査業務を公正かつ確実に実施するため、次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

① 受検車両については次に掲げる状態とすること。 

ア 泥、雪等の付着がなく、装置等の確認ができる状態 

イ 汚れ等の付着がなく、車台番号及び原動機の型式の打刻等が確認できる状態 

ウ 排気管にプローブが挿入できる状態 

エ 荷台等に物品等が積載されていない状態 
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オ 座席、座席ベルト、非常信号用具及び消火器等が確認できる状態 

カ 窓ガラスが取外されていない状態 

キ 全ての車輪のホイールキャップ又はセンターキャップを取外した状態 

ク 灯火器等に装着されているカバー等を取外した状態 

ケ 走行距離計は総走行距離（オドメータ）を表示した状態 

コ エンジンルーム内の検査を行う際には、原動機を停止し、ボンネット（フード）を開け又はキャビン

を上げて支持棒等により保持した状態 

サ 窓ガラスの検査を行う際には、窓ガラスを閉じた状態 

シ 寸法及び重量を計測する場合にあっては、スペアタイヤ、予備部品、工具その他の携帯物品を取外し

た空車状態 

ス 専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車であって積載物の飛散を防止するための装置を装着している場

合には、次に掲げる状態（審査事務規程 7-6-1(1)④に定める安定性の検査を除く。） 

（ｱ）積載物の飛散を防止するための装置を固定するための金具等を備えている場合には、固定させた

状態 

（ｲ）積載物の飛散を防止するための装置が電力によって作動し、かつ、任意の位置で停止させること

ができる場合には、垂直位置又は垂直位置より荷台内側へ傾斜している位置で停止させた状態 

（ｳ）（ｱ）又は（ｲ）に該当しない積載物の飛散を防止するための装置にあっては、荷台内側方向に格納

させた状態 

セ OBD 検査対象車にあっては、当該自動車のデータリンクコネクタには何も取付けられておらず、検査

用スキャンツールを接続できる状態 

② 受検車両の入場検査コース又は検査場所について、検査担当者等からの指示があった場合にはその指

示に従うこと。 

③ 受検中は軽自動車検査票を保持すること。 

④ 検査担当者からの指示により、警音器、方向指示器等灯火器又は窓ふき器等を作動させること。また、

指示がある場合以外はこれら装置を作動させないこと。 

⑤ 検査機器の表示器による表示又は検査担当者等からの指示により、原動機の始動及び停止（ハイブリ

ッド自動車、アイドリングストップ機構付自動車にあっては整備モードへの移行等によるアイドリン

グ状態の維持を含む。）を行うこと。 

⑥ 排気管に一酸化炭素・炭化水素測定器のプローブを入れたまま、原動機の始動又は原動機回転数の上

昇を行わないこと。 

⑦ 受検車両の構造・装置に応じ検査機器の申告ボタンの操作を行うこと。 

⑧ 検査コース内における受検車両の移動、停止位置での停車を行うこと。 

⑨ 検査機器の表示器による表示（音声案内を含む。）又は検査担当者等の指示に応じテスタ等への乗り

入れ、脱出及び前照灯の点灯操作等を行うこと。 

⑩ 記録器のある検査コースにおいては記録器による検査結果の記録を行うこと。 

⑪ 検査コースでの検査が終了又は中断したときは、個別の検査結果にかかわらず、その都度、検査担当

者から総合判定の通知を受けること。 

また、検査コースでの検査が終了し、総合判定の通知を受けたあとは軽自動車検査票を所定の窓口に

提出すること。 

⑫ 検査担当者がエア・クリーナのカバーの取外しを指示した場合は、当該カバーを取外すこと。 

⑬ 画像取得装置を使用して画像の取得を行っている場合は、受検車両以外の写り込みを防ぐため受検車

両の近傍に近寄らないこと。 - 231 -



⑭ 検査担当者からの指示により、牽引自動車と被牽引自動車を連結又は分離すること。 

⑮ ハイブリッド自動車、アイドリングストップ機構付自動車の場合、排気ガス検査の際には、整備モー

ドへの移行等によりアイドリング状態を維持すること。 

⑯ トラクションコントロール装置、横滑り防止装置、坂道発進補助装置等の装置を装着している場合、

検査コースに進入する前に当該装置の作動状態を確認するとともに、必要に応じその機能を解除する

こと。 

⑰ 検査担当者等がデータリンクコネクタ附近のカバー類の取外しを指示した場合は、当該カバー類を取

外すこと。 

 

「不適切な補修の禁止等」 

 

(1) 第 4 章及び第 5 章の規定に基づく基準適合性検査にあたり、持込検査後の取外し及び一時的な取付け等

を防止するため、自動車の装置又は部品の取付け、取外し若しくは補修及び車体又は装置への表示につい

て、次に掲げる例による方法及びこれらに類する方法により措置されたものであることが外観上確認され

た場合は、指定自動車等と同一の構造を有すると認められる場合を除き、保安基準に適合しないものとし

て取扱うものとする。 

① 装置又は部品の取付け 

ア 粘着テープ類（自動車用部品の取付けを目的として設計・製作されたものを除く。）、ロープ類又

は針金類による取付け 

イ 挟込み又は差込みによる取付け等、工具を用いずに容易に取外すことのできる方法による取付け

（指定自動車等において脱着を可能としているもの及び貨物の積みおろしのために一時的な取外

しを要するものを除く。） 

ウ 扉、窓ガラス等の開閉により脱落する又はそのおそれがある取付け 

エ 走行装置の回転部分附近の車体（フェンダー等）にベルト類、ホース類、粘着テープ類（自動車

用部品の取付けを目的として設計・製作され、当該目的のために貼付されたものを除く。）、紙類、

布類、段ボール類、スポンジ類、発泡スチロールが取付けられているもの 

オ 灯火器（審査事務規程 7-65(8-65)から 7-95(8-95)に規定する灯火等のうち装備義務があるもの

に限る。）の配線（配線の周囲の保護部材等を含む。）が、バンパ及び後写鏡等を含む自動車の外側

表面上に確認できるもの（溶接、リベット、ボルト・ナット又はねじにより確実に取付けられてい

ることが明らかな灯火器にあっては、当該灯火器を取付けるための必要最小限の配線部分を除く。） 

カ 審査事務規程 7-41（8-41）に規定する保護棒又は保護仕切であって、車体側に保護棒又は保護仕

切を備えるための受け口を設けずに内側から押し広げる力によって両側壁等を突っ張る仕組みの

もの 

② 装置又は部品の取外し 

ア 緊急自動車の警光灯に形状が類似した灯火（赤色以外のものを含む。）であって、当該灯火に係

る電球、全ての配線及び灯火器本体（カバー類、粘着テープ類その他の材料により覆われているも

のを含む。）が取外されていないもの 

イ 不点灯状態にある灯火（審査事務規程 7-65(8-65)から 7-95(8-95)に規定する灯火等（反射器を

除く。）及びその他の灯火をいい、アの灯火を除く。）であって、当該灯火に係る電球（光源）及び

全ての配線が取外されていないもの 

③ 装置又は部品の補修 
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ア 粘着テープ類（自動車用部品の補修を目的として設計・製作されたものを除く。）、ロープ類又は

針金類による補修 

イ 灯光の色の基準に適合させるため、灯火器の表面に貼付したフィルム等がカラーマジック、スプ

レー等で着色されているもの 

ウ 空き缶、金属箔、金属テープ又は非金属材料を用いて排気管の開口部が延長又は変更されている

もの 

エ 排気管又は消音器に空き缶、軍手、布類、金だわし等、騒音防止を目的として設計・製作された

もの以外の異物が詰められているもの 

オ 灯火器の照射方向の調整が、段ボール、木片等、照射方向の調整を目的として設計・製作された

もの以外の異物の挟込み、差込み又は取付けによる方法その他工具を用いない方法で行われている

もの 

カ 後写鏡に内蔵された灯火が、粘着テープ類その他の材料により覆われているもの 

キ 前照灯の光度や照射光線の向きの基準に適合させるため、レンズ面に油類を塗布しているもの又

は粘着テープ類を貼付しているもの 

④ 車体又は装置への表示 

ア 貼付けられた紙又は粘着テープ類（表示を目的として製作されたステッカーを除く。）に記入さ

れているもの 

イ 表示された内容が容易に消えるもの 

ウ マグネット、吸盤等により取付けられており手で容易に取外すことができるもの（審査事務規程

7-35-1(8-35-1)(2)の表示を除く。） 

(2) 灯火器、審査事務規程 7-107(8-107)の鏡その他の装置等、保安基準に適合させるために取付けられた

装置であって、指定自動車等と異なる取付方法によると認められるものについては、当該装置、部品又

は表示を手指で揺する、取付部が浮き上がらないかどうかめくろうとする等により確認すること。 

当該確認の結果、取付部の一部が車体から離脱するもの、緩み又はがたがあるものは、保安基準に適合

しないものとして取扱うものとする。 
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検査の高度化機器の本格運用を行います。

ご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、検査は通常と変わりません。

○運用時間

全ラウンド（９時００分～１６時００分）

○検査の受け方は変わるのか？

検査コース入り口でカメラによる車両番号標認識装置等により検査を実施します。
なお、検査の判定方法に変更はありません。

○検査の高度化機器とは？

検査結果を電子的に記録・保存するものです。これにより、以下のようなことができ
ます。

・車両不具合情報の収集・分析結果に基づく的確な検査の実施
・二次架装などの不正改造車を排除
・リコールにつながる車両不具合情報を抽出
・不正受検（検査票の改ざん、偽造等）を防止
・将来的には、検査結果をより詳細に情報提供

排ガス

排ガス
検査職員
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お知らせ 
  

新 規 検 査 ・ 予 備 検 査 ・ 構 造 等 変 更 検 査 の 際 に 

諸 元 測 定 し た 車 両 に つ い て は 、 写 真 撮 影 を 

行 い ま す の で 、 ご 協 力 お 願 い い た し ま す 。 
 

軽自動車検査協会 
  

 

○軽自動車検査協会検査事務規程（抜粋） 

    昭 和 4 8 年 9 月 2 6 日 

   協 会 規 程 第 1 6 号 

 

   最終改正 平成 29 年 3 月 28 日協会規程第 31 号 

 

２－２１－１ 画像の取得及び保存 

新規検査、予備検査及び構造等変更検査の検査において、提示された自動車（型式 

指定自動車又は法第 69 条第 4 項の規定により検査証が返納された自動車であって、

当該自動車に係る構造等に関する事項が完成検査終了証又は返納証明書（交付を受け

ているものに限る。）に記載された構造等に関する事項と同一であるものを除く。）の

画像を画像取得装置を用いて、その取得及び保存を行うものとする。 

また、画像の取得に際して、受検者が画像の撮影を拒否した場合には、受検者に 

対し検査できないため検査を中断する旨を口頭で通告する 

 

２－２１－２ 改造部位等の画像の取得 

（１）2-21-1 により取得した自動車の外観画像又は通知書の外観図等では改造部位 

等が不明な場合若しくは画像取得が困難な場合には、画像取得装置以外の汎用のデジ

タルカメラ（以下「デジタルカメラ」という。）により、当該自動車の当該部位を撮

影し、これを当該自動車の電子データとして画像取得装置により取得した画像と一緒

に保存する。 

（２）新規検査、予備検査及び構造等変更検査の検査において、審査事務規程 7-100

（8-100）に規定する鏡その他の装置を備えているもの（指定自動車等であって審査

事務規程 7-100（8-100）に規定する鏡その他の装置に変更がないものを除く。）は、

デジタルカメラにより、当該部位を撮影し、これを当該自動車の電子データとして画

像取得装置により取得した画像と一緒に保存する。 なお、画像を保存する際には、

当該自動車に備えている装置を撮影したものであることを十分に確認すること。  
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《軽自動車/車両番号標の取付け注意！》

※ナンバープレートを取り付ける際には、必ず、
　　　　　　　　　　　　　　現車の車台番号
　　　　　　　　　　　　　　自動車検査証の車台番号
　　　　　　　　　　　　　　車両番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  が同一であるかを確認して下さい。

自動車販売店等にあっては、軽自動車の車両番号標（ナンバープレート）を取付ける際
は、当該車の車台番号、自動車検査証の車台番号及び車両番号が同一であるか十分
に確認し確実に取り付けをお願いします。

軽自動車の車検において、車両番号標（ナンバープレート）の取付け間違いが発見され
ました。

・自動車検査証

・車台番号

・ナンバープレート

確認

ナンバー・プレート
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当協会に寄せられる、よくあるご質問にくわえて、
手続きに必要な書類等をご案内する「手続きナビ」
機能を追加した申請案内サイトを公開いたしました。
※手続きナビ・・・画面の質問にご回答いただくこと

で、正確な必要書類等をご案内する機能

当協会ＨＰよりアクセスできますので、ぜひご活用く
ださい。

お 知 ら せ

https://www.keikenkyo-faq.jp/

お知らせ
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お 電 話 に よ る 自 動 車 重 量 税 額 の お 問 い 合 わ せ
が 大 変 多 く な っ て お り ま す 。

当 協 会 Ｈ Ｐ か ら も お 問 い 合 わ せ で き ま す の で 、
ぜ ひ ご 利 用 く だ さ い 。

協 会 ト ッ プ ペ ー ジ ＞ Ｑ & Ａ ＞ 申 請 案 内 サ イ ト >  お

知 ら せ >  【 情 報 】 「 次 回 自 動 車 重 量 税 額 メ ー ル 通 知

サ ー ビ ス 」 を 開 始 し ま し た

コ ー ル セ ン タ ー の 混 雑 緩 和 に ご 協 力 お 願 い し ま す 。

お 願 いご協力をお願いします
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レイヤー 1

登録情報処理機関（AIRAS）

2019年（令和元年）
5月7日から

軽自動車OSSを
開始しました。

継続検査

お問い合わせ先：軽自動車OSS専用ダイヤル 電話：050-3364-0800
軽自動車OSSポータルサイト：https://www.k-oss.keikenkyo.or.jp

検査手数料・
自動車重量税の
電子納付

電子申請

Cl

ick
!

整備業務
システム

指定整備工場

自賠責

保安基準適合証

自賠責

保安基準適合証

申請代理人
申請書

検査手数料・重量税

申請情報

検査手数料・重量税

旧車検証

軽自動車検査協会事務所等

審　査

新車検証

保安基準
適合証情報

自賠責情報

OSSの前提条件

確　認

確　認

電子申請

電子納付

自賠責情報

申請データ

電子保安基準
適合証情報

新旧車検証の交換／検査標章の交付
※新旧車検証の交換の際には、納税証明書の提示が必要。
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軽自動車
ＯＳＳとは

軽自動車ＯＳＳ（継続検査）利用のメリット

軽自動車を保有するためには、各種申請（検査申請、地方税申告等）と

手数料・税の納付（検査手数料、自動車重量税、自動車取得税）が必要と

なります。これらの手続をインターネット上で一括して行うことによって、

申請者の負担を軽減させる仕組みが「軽自動車保有関係手続のワン

ストップサービス（軽自動車ＯＳＳ）」です。なお、現時点では、地方税の

申告等に関する手続は、軽自動車ＯＳＳの対象外となっています。

１．申請手続

○紙の書類の書き損じと比べ、電子入力の場合、訂正が圧倒的に容易。

○申請書類（申請書、保適証、自賠責証、重量税納付書）の提出・提示が不要。

３．検査手数料・自動車重量税の納付

○電子納付のため、自動車重量税の印紙の購入・貼付（貼り直し）が不要。

○印紙購入等のために現金等を持ち歩く必要がなくなり、盗難・紛失のリスクを回避。

２．保安基準適合証等の電子化（添付書類の作成）

○手書きに比べ、保安基準適合証（保適証）等の作成に要する時間が圧倒的に短縮

　（紙と比較して１/３程度　※「継続検査ＯＳＳ導入の手引き（国土交通省）」より）。

○保適証管理簿の電子化により、管理簿が自動で作成。

4．事務所等の窓口対応

ＯＳＳでは、事前に電子申請・納付を行っていただき、申請内容・税額等の審査が

終了した段階で、新車検証等を受取りに来ていただくこととなるため、

○申請の記載不備等があった際に事務所等への出頭が不要。

○窓口での待ち時間が短縮（審査に要する待ち時間がない）。
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平成３１年４月２６日、当協会のあ
る事務所の構内駐車場において、歩行者
と自動車の接触事故があり、歩行者の方
が亡くなられるという痛ましい事故が発生
しました。

当協会をご利用される皆様におかれまし
ては、これまで以上に歩行者等に注意し
ていただき、構内の徐行運転を厳守して
いただきますよう、お願いいたします。

なお、所定の駐車スペース以外の駐車
につきましても、思わぬ事故の原因となり
ますので、厳に慎んでいただきますようお願
いいたします。

お 知 ら せ来所される皆様へのお願い
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国土交通省・総務省・軽自動車検査協会・地方税共同機構 詳しくはこちら 
https://www.lta.go.jp/jidousya/

納税証明書の提示が原則不要に！

紛失しても…

軽自動車検査協会

市区町村

納税証明書

申請書類

提示
不要！

継続検査申請（OSS／OCR）

納税証明書の再交付申請 不要！

申請者

照会 回答

登録

申請書
自賠責保険等

軽 で変わる!

軽自動車の車検は、

継続検査窓口 での 
納税証明書の提示 が
不要 になります！※詳細は裏面をご覧ください。

原則

令和5年1月から、
Jidoshazei Nofu Kakunin System

軽自動車税納付確認システム（軽ＪＮＫＳ）で、
ジェンクス

納付情報

- 243 -



●軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで
相応の日数を要する場合があります。 
※車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

●軽自動車税種別割を納付したにもかかわらず、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合や、
転入直後で軽JNKSへの登録がされていない場合など、軽JNKSに関するご質問は、
市区町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。

軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したいの
ですが、軽JNKSでの納付確認はできますか？

軽自動車税の未納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認出来ず、
紙の納税証明書が必要になる場合はありますか？　

軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口や
コンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
なお、以下の場合は、使用の本拠地を管轄する市区町村へご相談ください。

・ 過去に未納があるため納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合
・ 納税証明書が添付された納税通知書等が手元にない場合

次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要と
なる場合があります。

・ 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・ 中古車の購入直後の場合
・ 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・ 対象車両に過去の未納がある場合

よくあるお問い合わせ

Q2

A2

Q１

A１

ご 注 意ください
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電子車検証 IC タグ情報 事前確認のお願いについて 

 
 
各種申請及び届出におきまして、IC タグが破損して情報が読み取れない場合、車検証再交
付が必要となります。 
※他管轄車両の場合は、最寄りの事務所で車検証再交付ができませんのでご了承ください。 
 
つきましては、事前に IC タグの有効性をご確認いただきますようお願いいたします。 
確認の際は、車検証閲覧アプリをご活用ください。 
 
車検証閲覧アプリについてはこちら↓ 
 
 URL：https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/application/ 
 
不明な点等ございましたら、軽自動車検査協会窓口職員にお尋ねください。 
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軽自動車検査協会からのお知らせ

後退時車両直後確認装置の基準が適用される自動車について

軽自動車検査協会

当該基準について、ご質問がございましたら、個別具体的な情報をご用意いただき軽自動
車検査協会事務所職員までお声掛けください。

後退時車両直後確認装置（※①）が型式指定自動車から変更
がある場合（装置そのものに変更がある、装置の取付位置が
変更になるもしくは視界に影響がある変更を伴う架装など）
は、基準に適合することを書面または現車で確認する必要が
ございます（※②）。

※① 直接視界・関節視界装置・ミラー・カメラ及びミラー
で構成される装置もしくは、検知装置（ソナー）
※② 1節車においては書面審査のみ

●適用時期
新型車：令和４年５月１日
継続生産車：令和６年１１月１日
指定自動車等以外：令和６年１１月１日
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